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・ 今後の課題について  

○ 基本診療料について  

○ その他  

－   



中医協 診－ 1－1  

2 1． 3． 2 5  ており、出来高で評価されている。   

④複雑性指数による評価   
⑤診断群分類のカバー率による評価   

⑥高度医療指数（診断群分類点数が一定程度高いものの算定割合）   

⑦救急リト児救急医療の実施状況及び救急における精神科医療への対応状況に  

よる評価   

⑧患者の年齢構成による評価  

2．DPCデータによって一部分析が可能なもの、又は医療機関の負担が少なく   

速やかにデータを把握することが可能なもの   

①診療ガイドラインを考慮した診療体制確保の評価   

②術後合併症の発生頻度による評価   

③医療計画で定める事業について、地域での実施状況による評価   

④産科医療の実施状況の評価   

⑤医師、看護師、薬剤師等の人員配置（チーム医療）による評価  

3．その他、既存の制度との整合性等を図る必要があるもの  

（1）既に機能評価係数として評価されているもの   

①特定機能病院または大学病院の評価   

②地域医療支援病院の評価  

（卦臨床研修に対する評価   

④医療安全の評価  

（2）既に診断群分類の分岐として評価されているもの   

①標準レジメンによるがん化学療法の割合による評価   

②副傷病による評価   

③希少性指数による評価（難病や特殊な疾患等への対応状況の評価）  

（3）出来高で評価されているもの   

①退院支援の評価   

②地域連携（支援）に対する評価   

③望ましい5基準に係る評価  

DPC評価分科会での新たな「機能評価係数」に関す  

る検討の経過報告②   

Ⅰ．概要  

DPCにおける新たな「機能評価係数」に係るこれまでの議論  

① 中医協基本問題′ト委員会において、「新たな「機能評価係数」に関する基本的   

考え方」をまとめた（平成20年12月17日）。（別紙）  

② DPC評価分科会において、この基本的考え方に沿って、新たな「機能評価   

係数」の候補について検討を重ねてきた。  

③ 平成21年度より、ケアミックス型病院をはじめ、地域医療において様々な   

機能を担う病院がDPCの対象となることを踏まえ、DPC評価分科会におい   

て、こうした医療機関との意見交換も行った。  

④ 中医協・基本問題小委員会（平成21年2月25日）の議論も踏まえ、以下   

の点を考慮して評価するべき項目の絞り込みを行った。   

ア．新たな「機能評価係数」に関する基本的考え方との合致   

イ．現行の「DPCの影響評価に関する調査」（以下、「DPCデータ」）の活用   

り．現行の機能評価係数や出来高部分と評価が重複する可能性がある項目の整  

理 等   

Ⅱ．具体的な項目の提案等  

上記Ⅰの④を踏まえて、DPC評価分科会としてこれまでに提案された具体的   

な項目について検討し、今後は具体的なデータ分析を行うことから、DPCデー   

タ利用の可能性から整理を行った。   

なお、新たな「機能評価係数」として直ちに評価は困難であっても、医療の質   

等に関して重要な項目については、病院毎に当該データを入力及び公開すること   

等による評価が可能かどうか検討してはどうかという提案もあった。   

以下を参考に中医協基本問題小委員会において、ご検討頂くことをお願いする。   

1．DPCデータを用いて分析が可能であるもの  

①DPC病院として正確なデータを捷出していることの評価  

（正確なデータ提出のためのコスト、部位不明・詳細不明コードの発生頻度、  

様式1の非必須項目の入力割合等）  

②効率化に対する評価  

（効率性指数、アウトカム評価と合わせた評価等）  

③手術症例割合に応じた評価  

※ 一部の手術については、施設基準として一定数以上の症例数が算定条件となっ  

1  

酬  

特定集中治療室管理料を算定していること  

救命救急入院料を算定していること  

病理診断料を算定していること  

麻酔管理料を算定していること  

画像診断管理加算を算定していること  

ア．ICU入院患者の重症度による評価  

イ．全身麻酔を実施した患者の割合による評価  

り．病理医の数による評価  

2   



（別紙）  
平成20年12月17日中医協・基本問題小委員会にて了承  

エ．術中迅速病理組織標本作製の算定割合による評価  

オ．病理解剖数（割合）又はCPC開催状況による評価  

※ CPC とは、臨床病理検討会（ClinicopathologicalConference）  

のことをいう。   

④高度な設備による評価   

⑤がん診療連携拠点病院の評価  

（4）その他   

①後発医薬品の使用状況による評価   

②治験、災害等の拠点病院の評価  

新たな「機能評価係数」に関する基本的考え方   

以下の事項を基本的考え方として、新たな「機能評  
価係数」について議論してはどうか。  

1DPC対象病院は「急性期入院医療」を担う医療機関である。   
新たな「機能評価係数」を検討する際には、「急性期」を反映   
する係数を前提とするべきではないか。  

2 DPC導入により医療の透明化・効率化・標準化・質の向上   
等、患者の利点（医療全体の質の向上）が期待できる係数   
を検討するべきではないか。  

3 DPC対象病院として社会的に求められている機能・役割を   
重視するべきではないか。  

4 地域医療への貢献という視点も検討する必要性があるので   
はないか。  

4，医療機関の負担が大きく速やかにデータを把握することが困難であるもの、   

又はDPCにおける急性期としての評価が困難であるもの  

（D重症度・看護必要度による改善率   

②合併症予防の評価   

③再入院の予防の評価   

④救急医療における患者の選択機能（トリアージ）の評価   

⑤全診療科の医師が日・当直体制をとっていることの評価   

⑤地方の診療所や中′ト病院へ医師を派遣することに対する評価   

⑦在宅医療への評価   

⑧新規がん登録患者数による評価   

⑨高齢患者数の割合による看護ケアの評価   

⑩第三者による外部評価を受けていることに関する評価  
5 DPCデータを用いて係数という連続性のある数値を用いる   

ことができるという特徴を生かして、例えば一定の基準によ   
り段階的な評価を行うばかりではなく、連続的な評価の導入   
についても検討してはどうか。   

その場合、診療内容に過度の変容を来たさぬ様、係数には   
上限値を設けるなど考慮が必要ではないか。  

6 DPC対象病院であれば、すでに急性期としてふさわしい一   
定の基準を満たしていることから、プラスの係数を原則とし   
てはどうか。  

7 その他の機能評価係数として評価することが妥当なものが   
あれば検討してはどうか。   
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具体的な項目の提案等について  

1．DPCデータを用いて分析が可能であるもの   
項目  委員からの意見等   基本的考え方との合致  DPCデータ等の活用  重複評佃】等の可能性  その他  

心DPC病院とLて正確なテ一夕を提出していること  0正確なテータ提出のためにかなりのコストがかかつているので評価するべき。   医療の透明化・効率化・  
の評価  ＝ヒ・向上－  

（正確なデータ提出のためのコスト部位不  ○調査データのうち、非必須項目への入力や情報公開を行っていること等を評価するべき。   
轍様式1の非必   

○医療機関に対するヒアリングの中で、データが不適切であった事例が見られている。しかし、  
そのような特殊な事例をもってルールを作成した場合に、適切に実施している匡標税関へ弊  
害が生じ得ることも考慮する必要がある。  

○医療の透明化をポジティプに評価する項目があるべき。  

ODPC準備病院もデータ提出を行っているが、DPC対象病院のみを評価すること（＝なる。  

○データ提出にかかる費用を診療報酬で喜平価することになる。  

②効膚化に対する評価  ○病院の効率性を評価できる。   医頼の透明化・知事化・  
1L胃■■  標準化・買の向上－の  

等）   ○患者が早期転院又は退院した場合には、効率性が高まるが、患者のアウトカム評価と併せ  
て検証が必要である．  

】  
○平均在院日放が一定日数以下で、併せて再入院率および再転棟辛が一定割合以下であ  
ることを‡平価することで、治療効某を損保しながら効率化を評価できる。  

○平均在院日勤は、地域性による疾病構造の違いや後方医療施設の有無等の影皆を受ける  
ことから、言平価は慎重にするべき．  

○地方では交通柱間の悪さや後方病院が無いなど、都会の視点だけで三利通するべきではな  
い。  

○在院日数は既に大幅に短編しており、さらに短指することを評価すれば、医療の貢が低下  
することが悪念される。   

1／11ベーン  

項目   尊台からの意胃等   基本的考え方との合致  DPCテ一夕等の活用  電槽評価等の可能性  その1他   
③手術症例割合に応じた評価  0手術によって医療の箆を評価することについては、エビデンスが乏しく慎重に評価するベ  一部の手術について  

き。   標準化・貰の向上等の  は、施設基準として－   

王手価  定数以上の症例数が  
○手術症例数による評価よりも手術症例割合の方がより適切な評価が可能ではないか．  算定条件となってお リ 

、出来高で評価され  
○標準的t効率的な医療を評価できる。  ている。   

l  

○症例数が少なくても標準的・効率的な医療を提供している場合の評価についてはどのように  
考えるのか不明である。  

○症例数とアウトカムの関係についての検証が必要である。  

○評価することにより、不必要な医療（手術）を助長する恐れがある。  

○手術症例数の割合で評価する場合、医療の貰が高まるというエビデンスがあるものだけを  
辞価するべき。  

○疾患によって内科的治療と外科的治療のどちらが有効かという評価が定まっていない場合  
もあり、手術で評価した場合に、医療内容に過度の変容を来す恐れがある。  

○症例数で評価すると、症例数が少ない地域では評価されにくい。  

l  

○医療の賞の観点からは、病院会体の手術症例数ではなく、医師が経験した症例数の方が  
重要である．  

④韻灘性指勤による評価   ○病院の総合的な能力を評価できる．  社会的に求められてい  
る機能・役割の喜平価  

○この指数は平均在院日数が相対的に長いことに影響されるため、点数の高い診断群分頴  
を多く算定していることを評価する方が直は的に高度な医療を評価できる．  

（9診断群分類のカバー率による拝価  
る秩能・役割の評価  

○専門病院は評価されにくいが、他の評価項目で、専門病院の機能が評価されればよいので  
はないか。   

（彰高度医療指数（診斬群分潟点数が一定程度高  ○高度な医療を提供している医療桧関を評価できる。   社会的に求められてい  
いものの算定割合）   る校能・役割の竜手価  

○診断群分類点数が高い割合をもって、高度な医療の評価となるのか。  



基太的看え方との合致l  DPCデータ等の活用l  畳複評価等の可能性  その憧  

F価   
香呂からの悪見扁              l  無、予定・緊急入院区 ■  

分、手術等の時間外加算  
○救急車による搬入致や救急入院患者恕（即日入院患者放言）により評価するぺきq  等の状況のデータはあ．  

る。   価されている。  

（⊃繁症から重症患者まで∴全ての患者を受け入れる体制（空床滝保・手術室砧俣）を評価す  

るべき。  赦争医療対策亭纂に  
より評価されている．  

○単に受け入れた救急患者に対して評価することとは異なり・常に受入要請に対応できる病  
院機能（救急応需機能）を評価することができる。  

○同一疾患でも．鞍急入院では、予定入院（検査は外来で実施可能）と異なり、確定診断等を  
目的として入院初期に検査等を多く必要とし、DPCでは不‡采算となりやすいことも考座すべきq  

〇DPC対象病院以外の病院と公平性を回る必要がある。  

○他の診療部闇の項目や補助孟等と、二重評価となる可能性も指摘されているが、症例数や  
重症度等による詳細な喜平価は行われておらず、これらによる喜平価は、二重評価には当たらな  
い。  

○地域の実情によリ2次・3次救急や高圧な専門医療に特化することが難しい場合もあり・1次  

から3次まですべての救急医療に対応していることを評価するべき8  

○救急は確定診断が付くまでの間、最初の2日間等は出菜高捷し、するなど検討が必要であ  
る。  

○他の診療詫酬の工頁目や補助金等と、二重喜引面となる可古き性があるQ  

○精神科診療の対応を評価することができる。  その他  病院全体の駿能と  
して評価することに   

況のデータはある。  ついて、どう考える  

○精神疾患を合併し、急性期医療を必要とする患者は増加傾向にあり、その様な医療に対応 することは社会的に必要である。  か。  

oDPC病院の精神病掛＝ついては、DPCの対象とすることについて検討するべきD  

○精神糾二よる診療は、例えば精神疾慧と身体疾患の治療計画について矧二出来高（例 

の三…   併存・入院後発症傷病名  
○都会に比べて、地方では高齢者が多く・コストが掛かる医療が行われている。また∴データ  に記鼓があれば把握可  
には現れないが、看護必要度が高齢者で高〈なることから、年齢に応じて評価すべき。  能  

○高齢者をどのように定莱するべきか、単相二年齢だけで喜平価してよいのか議論が必要であ  ADLに係るデータはな  

る。  
い。   

○′トセルインデックスや要介護度を吊し、た細面を今後検討するべきD  

ユ／llベ【ジ  

2・DPCデータによって一部分析が可能なもの、又は医療機関の負担が少なく速やかにデ‾タを把握することが可能なも望  
委員からの意見等   の朋重複評価等の可離 その他 

一           項目     基本的考え方との合致 

内容を言平価する体制確保を評価するのであれほ検討は可能ではないか。  標準化・質の向上等の   
評価  

○診療ガイドラインと異なる診療であっても、－矧二不適切であるとは言えないが、少な〈とも  
診療ガイドラインを利用できる環矧二あることなど何らかの喜平価があっても良い。  

○治療効果等の菜付けのある標準的治療の促進が期待される。  

○評価の対象とすべき買が担保された診躇ガイドラインを特定することが困経である。また、  
診環ガイドラインでも患者の病態に応じた治療を行うことが前提であることから・単に診療ガイ  
ドラインの適用割合で評価することは、必ずしも買の高い医療を反映しない。  

○診療ガイドラインに当てはまらない高度な医療を実施Lた場合に・評価されない恐れがあ  

る。  

塩湖後合併症の発生頻度による評価  医療の透明化・効率化・   
合併症を避けるためにあえて積極的な治療を実施しないことになりかわないb  標準化・貰の向上等の  

評価  ず、傷病名の発症日は入  
○併存症を有する悪者を多く受け入れれば、術後合併症の発生辛も高〈なるたれ術後合併  力きれていない。  

症が少ない病院を評価すれば逆のインセンティプとなる。  

0合併症が多いほど病院の負担が大きく・逆に評価しなければならないことも検討する必要  

がある。  

地域医療への貢献の評   
施状況による…引面  

l   

価   ・シェア：DPC対象病院の   
○医療計画に定める事業のうち、どの分野をどの様な指標で評価できるのか検討が必要であ  データに取って評価する  
る。  

のであれば可能  
・医療計画での位置づ  

○医療圏におけるシェアで三平価する場合、医療圏やシェアの定義をどのようにすべきか検討が  けこ不可   
必要である。また、医療圏によっては症例数が少なくとも高い評価を得ることとなることについ  
て、検討が必貫でのる。  

○医療捷能は、一つの医療機関だけで完結するものではないため・医療按開聞及び病診の  
連携状況についても勘案すべき。  

○地域の実情に応じた評価を希望する医療税関は多く、そういった評価もあり得るq  

○地域での役割を評価するためには、症例数だけではなく一地域内のシェア等を総合的に評  
価することも考えるべき。  

○地域単位での貢献度は、その他域内で判断すべき事項であり・全国一任の診療報酬体系  
で評価することは困難である。  

○医療言†画で位置付けられている事案の中でも、どこに重点を置いて評価するのか検討すべ  
き。  



項ヨ   碁芯的考え方との合致l  

＆産科医療の実施状況の評価   
病院会体の機能と  

るべき．  香呂からの意見専  一・一蛙、；箭価す   地域医療への貢献の評 価について  して評価することに  
ついて、どう考える  

oDPC対象病院だけではなく、全ての病院で評価すべき事項ではないか。  か。  

医療の透明化・効率化・   
0手厚い人員配置を行うことで、短い入院期間で提供される密度の融、医療を評価すること   は、病院報告の項巨であ  
ができる．  

し   
その他   いるが追加調査が必要  A233栄荘官理実施  

○コメディカルを評価することでチーム医療の評価につながる。  加算、8008薬剤菅  
理指導料等で評価さ  

○麻酔科、放射韓札病理の医師は、医療の貫を上げるために必要である，  
れている。   

○医師や看減師以外のコメディカル及び事請牲鼻の配置妄評価するべき。  

○病床規執二比した一定数以上のコメディカルス如フ（薬剤師リハビリ栄養士MS叶）の配置  
を評価することで、勅封ヒや医療密度の充足・直接看護時間の増加等の医療の質の向上が  
期待できる。  

oNST（栄養サポートチーム）は合併症を予防し一労働生産性を向上することから、NSTを摘  
成するコメディカルの病棟配属や介入患者臥コメディカルが作成する紹介状を評価するべ  
き．  

○転院や退院後支援のためMSW（医療ソーシャルワーカー）の役割は重要である。  

○人員配置ではなく．服薬措辞や栄養指空等の行為毎に出来高で評価するべき。  

○薫剤部における薬剤師の役割を評価するべき。  

○急性期病院の多くはチーム医療を実施しているので、ここから更に何を評価するのか検討  
が必要である。  

○既に出来高で評価されている項目と、二重評価となる可能性がある凸  

oDPC対象病院だけではなく、全ての病院で評価すべき事項ではないか。  

○現行のDPCデータの調査に項目がないため、評価が困難である。  
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3．その他、既存の制度との整合性等を図る必要があるもの  
り）矧二様能評価係数として評価されているもの  

≡  
三 0特定校能病院または大学病院の評価  

していることから、特定校能病院を一律に評価するぺき。  る機能・役割の評価  放として言竿価されてい  

○医師や看注師の卒後教育を充実することで質の高い医療を提供することは・患者の恩恵に  る。  

もなり、評価するべき．  

○特定機能廟偏の中でも調整係数に差があり、医療内容や地域での役割も多様であると考え  
られるため、一律に評価すべきではない．  

○研究や教育に係る財源は、保険財源ではなく別途の財源で対応するべきQ  

l  ○小児入院医療管理料や医師手管作業補助体制加算等の算定が泣められておらず・特定枚  
能病院入院基本料で、特定校電E病院が高く辞価しているとは舌えず・二重評価には当たらな   
いのではないか。  

○民間医療機関が特定機能病院と同等或いはそれ以上の機能を有している鳩舎には・同等  
に評価するべき．  

／か地域医療支援病院の評価   貢献の評   
○すでに、機能評価係数で評価されている。  況のデータはある。   

して評価されている。  

0他の診療報酬の項目や補助金等と、二重評価となる可能性がある。   共同利用施設整備琴  
実により評価されてい  
る．  

その他   A204－2砥床研修病院  
入院診療加算で、競  

○研惇にかかる費用を、診探報酬で評価することになる。  に機能評価係数とし  
て評価されている。  

○他の拾環報酬の項目や補助金等と、二重評価となる可能性がある。  医師瞳床研惇召捕勧 事業で評価書れてい  

る。  

i甘医環安全の評価   く・一、れる   医療の透明化・効率化・  A234医僚安全対策加算        入院基本料の施設基  標準化・質の向上等の  
○既に診府報酬の中で評価している加算との整合性が問題となる。  評価   る。   

l  

理体制の整備を要件  
としている。  

oDPC対象病院だけではなく、全ての病院で評価すべき。  A234医療安全対策加  

○現行の医療安全対策加算では評価が低いので、二重になっても評価するべき凸  算で．既に枚能評価係  
数として評価されてい  
る。   

6／11ページ  

▼－‾   －‾  

11   



（2）E克に診断群分短の分岐として評価されているもの  

項目   委員からの蒼見事   基本的考え方との合致l  DPCデータ等の活用  重複喜平価等の可能性l  そ望他  
（）治療効果等のエビデンスのある標準的治癒の促進が期待される。   医療の透明化・効享化・  平成20年度改定よリ  

標準化・質の向上等の  レジメン別分岐の言乎   
0標準化を進めるという点では大変重要であるが、既に一定の標準化が進んでいる医療掟閤  価を導入。   ついて、どう看える  
において、まだ標準レジメンとはなっていない高度な医療を実施した場合に評価されない。   か。  

官有儒京による評価   0重症の悪者を多く受け入れている医礁毅関をより諦価できる。   規†丁の占ク断罪分類で  術後口鈴鹿青も汚  
る鹿Rこ■役割の評価  

（）診断群分類の分岐を行うことにより、既に副†芸病に応じて言年価している。  

0別保病に応じた重症度の望み付けをどのように行うのか．評価が複雑になる恐れがある。  

（〕副傷病に応じた重症度の重み付けの方法論については、三毛外国での事例を参考に今往の  

検討が必要である。  

′∋1且少性指数による評価（難病や特殊な疾き等  ○焙病や特産な疾景等に対応できる専門的医療が行わ九ていることを評価できるク   

の対応状テの銅｝  
l⊃いわゆる専門病院が喜封面されにくい。  

社会的に求めbれてい       一れ‾と‾＼   

（⊃粗病や特殊な疾患が必ずしも高度な医療を必要とするものではない。  

○既に診断群分類の中で昌平価されおり、改めて言引面の必要はないb  

○神経難病等に対応するにはスタッフの確保や医療施設の整備が必要てあリ話療にコスト  
がかかることから、希少性に着目するには意味がある。   
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（3）出来高制度で評価されているもの  
呑躁からの意冒．等   基本的考え方との合致l  DPCデ→タ等の活用  重複諦価等の可能性l  その他  

○在宅復帰率等を指標とすることで、貰の高い医療を評価できる。   匡僚の透明化・効李化・  A241後期馬齢唱退院  
標準化・賢の向上寺の  調整加算で評価して  

○既に診療報酬の中で評価している項目との整合性の問題や及び二重評価の可能性があ  いる。  

る。  地域医療への貢詳の許  
0⊂）PC対象病院だけではなく、全ての病院で言ヰ価すべき事項ではないか。   価  
○地域連携は接紐・多様化しており、現行の紹介率だけではなく、よりきめ細やかな評価を行  
うべき。  価   計画官理科の算定状況  

のデータはある。   
○地域連携における小児・周産期医僚について評価するべき。  

○地域連携lこおける在宅屋敷家庭医療を評価するべき。  

○登録匡による検査・治療件数や在宅復帰峯を用いることで、地域医療連携を評価するべき  

○電子カルテによる専用回線を用いた情報提供や情報共有、電子地域連携パスの利用等を  
行い、汀を活用して地域医療連携を行うことについて評価するべき。  

OMSVH二ついて、在宅復帰享等の指標で賞を担保しながら、評価するべき。  

○在宅医軌こついては、当該医療橡関の入院医療と直ほは関係がない。  

○地域連携の状況などは、現行のDPCデータの調査に項目がないため、評価が国しい場合  
もある。   

○連続的沖価が可能か検討が必要である。   その他   吏E亡ヒバ・h  ー ム体の機能と   
のデータはある。  

○巳箕に出来高で評価されている項目であることから、二重評価とならないように笛還すぺき。  管理料毒で評価され  
全身麻酔の割合等の   か。  

○全身麻酔の割合により評価するべきとの意見もある一方、医積内容の変容につながる可能  データはある。  

’こ〕  出菜高で喜平価され  
ている項目であり、  

i評価  重複評価につい  
価するべき。  て、どう考えるか。   

」合に  臨床研捲病院は、   

○病理解剖、剖検は、疾病の治療とは直持は関係しないことを診療報酬で評価することにな  「CPCを頭切に開催す  

評価    る  ること」が指定基準と  
なっている．   

OCPC（ClinicopathoIo如aICDnference臨床病理検討会）は医療の貰の向上に貸すると考え  
られるので喜平価するべき。  

特定集中治療室管理料を算定していj  
救命救急入院料を算定していること  
病】翌診断料を算定していること  
麻酔菅】空料を算定していること  
画像診断管理地算を算定していること  〔  

ア】CU入院患者の重症度による評価  
イ 全身麻酔を実施した患者の割創  
ウ．病理医の数による評価  
工ノ術中迅速病理組織模本作製の算定習  
よる評価  
オ 病理解剖敷又は病理解剖割合による   

8／‖ページ  



基：本的考え‾方との合致  DPCテ一夕等の三吉用  豆複評価届の可能†生  子の他  
＆高度な鉦よる評価   香呂からの意見等  社会的に求められてい  

る職能・役割の評価  
0病院が過剰な設備投資を行うインセンチイブとなる可能性がある。  施設調査の項目にあり、  

医療の透明化・効率化・   
○高度な枚器の有無のみで評価するべきではない。   標準化・質の向上等の   が、追加調査が必要  よる場合で評価され  

評価  ている。  

①がん診療連携拠点病院の評価  ○がん患者であっても、がん診療連携拠点病院加算の対象とならない悪者が多く、がん患者  社会的に求められてい  がん対策推進基本計画  A232がん診療連携拠  
全体について主平価するべき。   る機能・役割の評価  等により．各病院が指定  

を受けており、病院名の   
○他の診療報酬の項眉や補助金等と、二重喜平価となる可能性がある。   地域医療への貢献の許  

価   がん対案推進基本計  
画等で評価されてい  
る。   
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（4）その他  

項目   委員からの意見等   基本的考え方との合致  DPCデータ等の活用  王事晋評価寄の可能作  その他   
0）後免医薬品の使用状況による評価   ○特定絨能病院等で後発医薬品の使用が普及していないことを考えると、DPCで諦価するベ  医療の透明化・効率化・  DPC制度では後発医  後発医票品の使用   

き。  標準化・貫の向上等の  薬品の使用が促進さ  状況を評価すれ   
評価  れる。   ＝＝±一三＝         ぱ．．u．看の負担力  

ODPCでは栗剤貢は包括されるので、制度の趣旨からすると後発医稟品の住用が促進され  増えることになり、  

I  

るはすであり、これを評価すれば二重評価となる．  「患者の利点」とい  
う観点からどのよう   

l   

○後発医薬品の使用が進めば、さらに医療費削減が可能で、医療資源の有効活用という観点  に考えるか。   
からも、評価するべき。  

○後発医粟品が普及するまでの経過措置として評価するべき。  

○後発医薬品の使用状況等のデータを公開することを喜平価するペき。  

○後発医薬品の使用状況を公開することによって患者の受診行動に影響を及ぼす可能性が  
ある。  

呟）治験．災害等の拠点病院の評価   ○治襲を実施していることについて評価するべき。   社会的にネめられてい  箆床研究基盤整備推  
る楔能・役割の評価  進研究事業「災害尭  

l   

○他の診療報酬の項目や補助金等と、二重評価となる可能性がある。  生時における初期救  
急底環体制の充実強  
化について」等で評価  
されている。  



l  

委員からの露見等   基本的考え方との合致IDPCT－タ等の活用   重複評価寺の可能性  その他   
○効果的な治療・ケアの評価が可能である。   医療の透明化・勤宰化・  

標準化・質の向上等の   
○看護必要度を用いて1入院単位で評価する方法につし＼て検討する必要がある。   喜平価   看護必要度に係る評価  

表が作成されており各   
○看護必要度は毎日測定するものであり、1入院単位での喜平価方法が確立していない。  病院では把握している  

が，10対1入院基本料を  
算定する病棟等では作成  
されていない。   

○合併症の予防が進み、医敢の買の向上が図られる凸   医療の透明化・効半化・  
標準化・賢の向上等の   

ODPC対象病院だけではなく、全ての病院で評価すべきb   評価   

百育前古＝5いて五平価するべきu   医療の透明化・効半化・  
標準化・賃の向上等の  
竜平信   手帳の取り組みについて の 

一デタはない○  
○トリアージ体制等を三幸価することで、患者に適切な医療を提供されることを評価できる。  

価について  
○現行のDPCデータの調査に項目がないため、評価が困難である。  

ODPC対象病院だけではなく、全ての病院で喜引面すべき写項ではないか。   

○患者の有無に関わらず、常に受け入れ体制を監偏していることを評価するべき。   地域医療への貢献の詩  
価  

○地域医療を守るために、近慣医療機関へ医師を派遣していることを喜平価すべき□   地域医療への貢献の喜平  日 出二  
価  れる入院医療と   

○当該医療機関の入院医療と直接は関係がない。  は、直接関i引ま無  
し、挽能で評価する   

○現行のDPCデータの調査に項目がないため、孟辛価が函経である。  ことについて．どう  
考えるか。   

○地方では必要にせまられて病院で左宅医療を担う必要があり、在宅医療への取経みを更に べ 当該病院で提供さ  
評価すき。   価  れる入院医療と  

は、直接関係は無   

○当該医療機関の入院医療と直接は関係がない∪  い毯能で評価する  
ことについて．どう   

○現行のDPCデータの訂月査に項目がないため∴甘価が倭闇である。  考えるか【   

○院内がん登法体制を整備していることを評価すべき   その他  涌院全体の機能と  
して言平価することに   

○新規がん監宅の診療に応じた評価ができる。  ついて、どう考える  
か。  

○現行のDPCデータの調査に項日がないたれ言平価が囲彙Eである。  

○高齢患者に対するケアを評価することができる。   その他  ．【：ヒムん－‘▲ヒ          病院全体の琶能と  
してミキ価することに   

0要介護度により評価することを検討するぺき。  ついて、どう考える  
か。   

○現行のDPCデータの調査に項目がないため、三平価が困難である。  

○第三者による外部喜平価を受けていることの喜平価を検討すべき  その他  

○第三者による外部喜平価で指摘された事項等を公開してし、ることの三幸価を検討すべき  

4．医療機関の負担が大きく速やか  

重症度・看護必要度による改善享  

し封再入院の予防の評価  

救急医療における悪者の選択縫能（トリアージ）  
の評価  

会話療科の医師が日・当直体制をとっているこ  
との評価  

地方の診環所や甲小病院へ医師を派遣するこ  
とに対する評価  

新規がん登録患者数による評価  

高齢患者数の割合による看護ケアの喜平価  

第三者による外部許一面を童りていることに関す  
る言ヰ価  
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Ⅱ．その他   

（1）平成21年度DPC準備病院の募集について  
平成21年度にDPC準備病院を募集すべきかどうか検討が必要ではないか。  

※ DPC対象病院数等については別紙2参照   

（2）調整係数廃止後の包括評価点数の在り方について  

診断群分類毎に平均在院期間及び平均点数を用いて、入院初期に手厚くなる  
ように包括評価しているものの、救急疾患等においては入院初期の医療資源投   

入量が包括評価点数を上回ってしまう状況等も指摘されている。  
調整係数によって病院毎の医療資源投入量に応じた調整を行っているが、調   

整係数廃止後の包括評価点数の在り方について検討が必要ではないか。  

※ 現行の包括評価点数の設定方法については別紙3参照   

（3）経過措置について  

調整係数の廃止に際しては、新たな「機能評価係数」の検討結果を踏まえて、  

激変緩和を目的とした段階的廃止の有無やその方法についてどのように考える  
のか。   

（4）その他  

DPCにおける今後の課題（案）   

Ⅰ．DPC対象病院への参加及び退出について  
1．背景  

DPCの対象拡大においては、中医協基本問題小委員会で平成21度DPC対   

象病院の基準等について取りまとめたところ。  
一方、DPC対象病院が拡大されてきた中で、「DPC準備病院、DPC対   

象病院ともに、個々の医療機関が、一定のルールの下に、自主的にDPCを辞   

退する」ことについて論点の提案があった。  

2．現状  

（1）DPC対象病院への参加のルール  
DPC対象病院の基準※を満たした病院で、DPCに参加の意思があるこ  

と。  
※ 平成20年度DPC対象病院の基準（別紙1）   

（2）DPC対象病院からの退出のルール  
平成20年度以降に入院基本料の基準を満たせなくなった病院については、  

再び要件を満たすことができるか判断するため、3か月間の猶予期間を設け、  

3か月を超えても要件を満たせない場合はDPC対象病院から除外する。  

（3）その他  

ア．現在の診断群分類点数及び調整係数については、DPC対象病院から提  
出される2年間（10ケ月分）のデータ（以下、「DPCデータ」）を用いて  
計算している。  

イ．DPC対象病院については、厚生労働大臣告示において、病院名及び調  
整係数を示している。  

3．論点   

（1）DPC対象病院の条件を満たせなくなった場合の取り扱いについてどの  

ように考えるべきか。   

（2）「一定のルールの下に、自主的に」DPC対象病院から出来高病院へ退出す  

ることについてどのように考えるべきか。  

（3）「一定のルールの下に、自主的に」退出を可能とした場合  

ア．退出に際して、どのようなルールが適切か。  

イ．一度退出した病院が、DPCへ再参加することについてどのように考え  

るべきか。  

ケ その他  
1  

i   
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DPC対象病院・準備病院における病床規模  
DPC対象病院の基準について  

DPC病院数（準備病院を含む）  

病院頬型   100床未満  100床以上 200t栗東：苗  200床以上 300沃素慈  300床以上 400庄東濡  400床以上 500庄未満  500床以上  計   

平成15年虔DPC対象病院   0   0   0   0   0   82   82   

平成18年度DPC対象病院   2   12   10   7   62   

平成18年度DPC対象病院   4   18   34   57   36   67  216   

平成20年度DPC対象病院   35   80   65   42   358   

DPC対象病院小計   41  107  124  139   85  222  718   

平成19年度準備病院   145   207   140   108   56   56  710   

準備病院小計  145  207  140  106   56   56  710   

計  186  314  264  245  】41  278  1．428   

（参考）全病院数  
（平成18年医療施設調査）   3．482  2，709  1．153  758  362  479  8，943   

第1 対象病院及び対象患者  

1 対象病院   

（1）（略）   

（2）対象病院は、以下の基準を満たす病院とする。   

① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限  

る）、専門病院入院基本料について、7対1入院基本料又は 

1入院基本料に係る届出を行っていること。  

ただし、平成20年4月1日以降に新たに当該入院基本料の基準  

を満たさなくなった病院については、再び要件を満たすことができ  

るかどうかについて判断するため、3か月間の猶予期間を設け、3  

か月を超えてもなお、要件を満たせない場合には、DPC対象病院  

から除外する。   

② 診療録管理体制加算を算定している、又は、同等の診療録管理体  

制を有すること。   
③ 標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め  

「7月から12月まで の退院患者に係る調査」に適切に参加でき  

ること。   

④ 上記③の調査において、適切なデータを提出し、かつ、2年間（1  

0ケ月）の調査期間の（データ／病床）比が8．75以上であるこ  

と。  

ただし、平成20年3月31日時点において、既に対象病院とな  

っている病院については、当分の間、なお従前の側による。  

第2～第3（略）  

第4 その他   

1～2（略）   

3 適切なコーディングに関する委員会の設置  

対象病院においては、院内で標準的な診断及び治療方法の周知を徹  
底し、適切なコーディング（適切な診断を含めた診断群分類の決定  

をいう。）を行う体制を確保するため、責任者を定めるとともに、  

診療部門、薬剤部門、診療録情報を管理する部門、診療報酬の請求  

事務を統括する部門等に所属する医師、薬剤師及び診療記録管理者  

等から構成される委員会を設置し、少なくとも年に2回は当該委員  

会を開催すること。   

出典：「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の絃の算定方法等の施  
行に伴う実施上の留意事項について」（平成20年3月19日保医発第0319002号）  

DPC算定病床数（準備病院を含む）  

病院語型   100床未満  100床以上 2【）0民夫慈  200床以上 300庶 

・兼；慕   

平成15年度DPC対象病院   0   0   0   0   0  66．glO  66．910   

平成16年度DPC対象病院   160  †，906  2．478  5．519  2，すg4  10．109  23．16モ；   
平成18年度DPC対象病院   252  2，822  8．536  19．646  15．965  3g．809  B7．030   
平成20年度DPC対象病院   2．566  11．795  19．507  22．317  18．496  36．823  111．504   

DPC対象病院小計  乙g78  16．523  30．52l  47．482  37．455  153．651  288．610   

平成19年皮革偏病院   9．027  30．122  34．488  36．094  24．627  34．333  168，691   

準備病院小計  9，027  30－122  34．488  36．094  24．627  34．333  168．691   

計  12，005  46．645  65．009  83．576  62．082  い87脚  457．301   

（参考）全一般病床数  
（平成18年医療施設調査）   121．445  185．292  116，010  143．577  98．465  246．225  911．0】4   

※DPC病院数の病床数区分は、DPC算定病床数による。  
※全病院数の病床数区分は、総病床数による。  
※DPC算定病床数（準備病院含む）は平成19年12月分DPC調査データより集計  
＊ 平成19年度準備病院には、平成20年度対象病院に参加しなかった平成18年度準備病院13病院を含む。  

診療報酬め包括支払の推進  

主な目標・指標   政策手段   

平成24年度までに、病院の機能分化  O DPC（急性期入院医療の診断群分類   
を推進する中で、DPC支払い対象病院  に基づく1日当たりの包括評価制度）制度   
数360（平成18年度）を当面1000（現状  の精緻化や対象病院の着実な拡大   
から3倍増）に   ○ 診療報酬の包括化対象の拡大  



包括評価点数の設定方法について  

（1）通常の設定方法   

（2）悪性腫瘍の化学療法の短期入院などに係る設定方法  

入院期間】日  入院期間Ⅱ日  時定入院期間   
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平成20年10月22日  

中央社会保険医療協議会   

会長 遠 藤 久 夫 殿  
中央社会保険医療協議会委員  

藤 原  淳  

竹 嶋 康 弘  

中 川 俊 男  

西 澤 寛 俊  
遠 見 公 雄  

ま度 辺 三 雄  
山 本 信 夫  

DPCに関する方向性について  

平成15年3月28日の閣議決定において、「急性期入院医療については、  

平成15年度より特定機能病院について包括醸価を実施する。また、その影  

響を検証しつつ、出来高払いとの適切＿な組合せの下に、疾病の特性及び重症  

度を反映した包括評価の実施に向けて検討を進める。」とされた。   

これを踏まえ、DPC対象病院は拡大されてきた。   

診療側として、DPCにおける包括評価に閲し、出来高払いとの適切な組  

合せについて検討してきた結果、■F記のとおり提案する。  

記  

1．急性期病院に対する診療報酬上の評価は、DPC、出来高払いの二本の   

柱である。  

2．急性期病院に対するコストを適切に反映した診療報酬のあり方について、   

検討する。  

3－ DPC、出来高払いを採用する急性期病院それぞれについて、適切に評   

価していく。  

4．DPC準備病院、DPC対象病院ともに、個々の医療機関が，一定のル   

ールの下に、自主的にDPCを辞退することができるようにする。  

以上   
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入院医療に係る関係審議会等における主な指摘について  

○ 安心と希望の医療確保ビジョン（平成20年6月）  P l  

○ 救急医療の今後のあり方に関する検討会 中間取りまとめ（平成20年7月）  PlO  

O r安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会 中間取りまとめ（平成20年9月） p19  

○ 社会保障国民会議 最終報告（平成20年11月）  P 21  

○ 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 中間まとめ（平成20年11月）  P 3 0  

○ 安心と希望の介護ビジョン（平成20年11月）  P3 4   

○ 周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会 報告書（平成21年3月）  

▼
．
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また基本的な制度設計を担う国と、現場に直接向き合う地方自冶  

体が、各々その妄引王を的曙に菓たすという視点が重要である0  

医療制度の改華を進める上では、将釆をしっかりと免握えた長期  

的なビジョンを持ら、現i易の声亘聞きながら政策の立案や推進を行  

うことが必要であり、「安心と希望の医療確保ピジョン」を示し改革  

を進めていく。  

医療は、生元の尊重と旧人の尊厳の保持を昌とし、医療の担い手  

と医療を受ける壱との信頼関係に墨つき行われるものであり、治療  

（「治す」）のみならず、疾病の予防のための措置やリハビリテ‾  

ションも含軋人々の生活奄「支える」か口がえのない営みである  

が、ビジョンを示すことで、患者や家族等、あるいは医師をはじめ  

とした医療従事壱、また医贋従事者になることを志す人々を含めた  

国民各位力く、将来にわたり医療に関する安心と希望を抱くことを期  

待する。  

な乱医療制度と介護制度の役割分担など、必ずし毛十分な議論  

を尽くすことができなかったテーマもあることを付記するとともに、  

このピジョンで示した施策を実現するため、今後の具体的な即絹の  

申で、無駄を省くための改革実力を引き続き行いながら、必要な財  

源の石引呆を図っていくことが必要である。   

医療を肥り室＜環撮が、少子高齢化の進展や医療技術の高度化等  

により大き＜窒化している中で、医療ワービスの賀を向上させると  

と毛に、その畳も増やしてほしいという国民の声も弓萎く、また医療  

従事者の側からも、厳しい勤視環矧こ閲し改善を求める声は高いも  

のがある。国民の医療に対する安心を確保し、将来にわたり登の高  

い医療サービスが受けられるよう、医療従事者を含めた国民の声に  

きちんと弓を傾け、多様な意見を集約して政策に反映させていくと  

いう現場窒視の姿勢を貫きながら、次の原則に沿って、これひらも  

引きつつき医療制度の改革を行っていく。  

○ 正文府・厚生労働省の権限を拡大せず、現場・地域のイニ  

シアチブを第一－とする。  

医療現場の医師・看護師等の医療従事苦から、自ずから上  

がってきた多様な意見を冥約して政策とするという、現場重  

視の方針を貫く。  

0 改革努力を怠らない。  

ビジョンを示した後も、無駄を省く努力を怠らない。例え  

ば、規制播磨により医療芦を削減できる場合Jよ安全性を確  

保しつつ、積極的に規制撤廃を推進する。  

一方、一定の医療資源の中で質の高い医療ワービスを今後とも実  

現していくためには、国民も、地i或医療を自ら支え■守るものであ  

ると意識を改革し、医療従事笥と連携・協働することが重要となって  

いる。   

とり1つけ医師数については、現状でl諒宕憲封が不足しているという  

認識の下で対策を行う必要があるび、撃に医師数を増やすのみで三崇  

題か解決するものでは恋く、医療従事者のみならず、憲毒・宗族等  

国民がみんなで匡厚を支えていく芸努ひ求めらnる。  



患者▲家族にとって最適の医療を効率的に提供する胡点から、今   

後、桝塁間の役割分担と協働に基づ＜チーム医療を絶遠していくこ   
とカー求められる力て、その際には、個々の現i景でそうした役割分担を   

進めるための十分な人員を確保できるよう、看護師をはじめとした   

コメディカルの雇用数を増加させる。  

ユ 結昌這1〕な言左蕪岩刀を持つ医訳r7〕票芳  

医師の専門分化が進む中、内科、小児科、救急から末期力てん、認   
知症、看ヨ実りまで患者の全身の状態を巨岩まえた診療を行う閏点から、   

総合的に患者を喜多る昌巨力を毒する医師の育成を支援する。   

‾  臨床話憶和讃亡二虜重しノ  

平成16年に必修化された現在の臨床研修制度については、これ   
までの実方馴犬況を踏まえ、医師不足問題力てより深刻な診療科や地域   

医療への貢献を行う臨床研修病院等を積極的に邑引面するとともに卒   

前教育や等門医制度との連携を深める。また、臨床研修病院等にお   
ける研修の見直しなどを行いつつ、研修医の受入れ数の適正化を図   

る。  

1‾、后甜菜許（7）馨硯  

歯科医師については、適正な需給について検討し、文部科学省と   

の連携の下に必要な対策を講じる。併せて、将実の歯科医師の活用   

矧こついて検討する。  

医師国家書式張合格壱における女性の増加に伴い、女性医師の割合   

が上昇している中、女性医師対策は、医師不足対策において最重要   

きざ。異棒鋼啓掠策  

一仁ノ匡雇従事者等の紗と役割  

巨；禦郵㍍◆ェ告朕  

「．羞藩吏葉美け堅持  

「医師の需給に関する検討会報告書」（平成18年7月）では、   
2004年の医師数について、医師の勤務時間の現状とあるべき姿   

とのギャップを「不足医師邑」とすると、2004年においては9   

000人が不足し、将来的には2022年に需給が均衡するとされ   

ている。  
一万、医師の需給については、様々な要因が関係しており、医師   

不足問題に対し主に医学部の定員増で対応した場合、効果が現れる   

までに長齢問かかるため、同時に短期的な施策の検討も必要である。   
現状において、医師の勤掠一状況は過重となっており、適正な勤汚状   
況における必要な医療提供体制を確保するため、総体として医師数   
を増やす方向とし、同時に医師責成環境の警備を行う。  
医学部の定員については、平成9年6月3日の閣議決定「財政   

構造改革の推進について」における、「医療提供体制について、大   
学医学部の監理・合理化も視野に入れつつ、引き続き、医学部定員   

の削減にヨ又り組む。」とされていた力く、既に、「斯医師確保総合対策」   

（平成18年）と「緊急医師確保対策」（平成19年）によって医   
師責成の前倒しという方針の下で最大395名の増員が可能となっ   

ている。さらに、今回、現下の医師不足の状況にかんがみ、従来の   
閣議決定に代えて、医師養成数を増加させる。  

専門医制度の整備状況を暗まえ、規制緩和を行う。  
また個々の病院において実態に見合った適正な医師数を確保す   

るよう、必要医師数の算定方式の見直しを含め、医療法標準を見直  

す。   

．和  

職種間での協働とチーム医療の充実を進める際に当たっては、それ   
ぞれの臓権力†、互いに専門性を尊重しつつ、情報の共有を効率的に行   
うことにより緊密な連携を充実させ協働関係を築＜ことで、病院勤務   

医の過重矧動の解消壱屈りながら、全体として患者・家族、医療従事   
者もともに安全と安心▲納得を生み出すという視点が重要である。   

「医師及び医療関係職と事謁職員等との間等での役割分担の推進   

について」（平成19年12月28日医政局長通札以下「役割分担   
通則」という。）で示したように、各郁毒に認められている業諾範囲   

の下での業務を筈及する。また現場の書讃師が専門看護師、認定書   

護師の取得を促進する施策を講じ、その筈及・拡大に努める。さら   
に、医師・看護師がそれぞれの専門性を情報共有や会岩乗等を通じて   
十分に発揮するとともに、効率的な医療の提供に資するため、チー   
ム医療による協働を進める。その際、これ力、らの著書隻師には、医師   

や他の⊃メディカル、他の職員等や患者・家族とのコミュニケーシ   
ョンを円滑にする役割等が求められるほか、在宅や医療機関におけ   
るチーム医療の中で、自ら適切に判断することのできる毒舌章師の養   
成が必要であることなとから、書芸萱基礎教育の内容及び就労後の研   

修を充実するとともに、教育の方法や内容、期間について、将来を   
見渡す観点からの望ましい教育の在り7引こ関する抜本的な検討を進  

める。  
また助産師については、医師との連携の下で正常産を自ら股うよ   

う、院内助産所・助産師夕ほの普及等を図るとともに、専門性の発   
揮と効率的な医療の提供の胡点から、チーム医療による協働を違め  

脚ニこ＝二＝■＝＝Lここ＝こ＝．＝＝＝二＝言＝一三   」   ＝＝ニニ∴二＝二＝ニ＝＝二二＝－こミニユニ蒜＝三こ二＝÷こ－ニ＝＝＝＝ここ－－－－一一一▲＝・一 ここ－一   

の課題である。特に産科、小児科といった医師不足問題が強＜意書哉   

されている診療科の苦手医師には女性が多く、こうした女性医師の   

再任膵防止、出産・育児等と勤持との両立を安心して行うことができ   
る環境の整備は喫緊の課題である。このため、女性医師の就業率を   
高め、医療分野力て男女共同参画のモデルとなるよう早急に対策を進   
める。具体的には、「短時間正社員制度」を始めとした出産・育児等   

に配慮した勤務環頃の導入・普及や、キャリア形成における出産・   

育児への配慮、院内保育所の整備や充実、復職研修の充実などを進   
める。  

－／∴≡師し7■ノ茅撞′才夏至′㌔・講和慧  

医師のワーク・ライフ・バランス等に配慮し、特定の医師に過剰   

な負担を掛けることがないようにする。例えば、公諾員である医師   

を含め、例えば週のうら数日は地方の医療機関で勤托するなど非常   

勤医師の活用により地域医療を支える多様な勤務形態の導入、コメ   
ディカルの活用も含めたチーム医額の徹底、交響勤務制の導入促進   
なとを図る。  

また、産科医療補償制度の早期実現や、医療等故における死⊂の   
原因究明・再発防止を図る仕組みの構築など医療リスクに対する支   
援体制の整備を進めることにより、医療の透明性の確保や医療に対   

する国民の信頼の回復につなげるとともに、医師等が萎縮すること   
なく医療力て行える環境の整備を進めることが重要である。  

三ノク席料′J〕ノしてノノノ、しり批蔓彗二了  

医師数の診療科間の適正なバランスを確保するためには、医師総   

数の増加を前提とする必要がある。その上で、過酷な勤務環境や訳   
書公リスク等の要因を耳又り除いていくこと力t重要である。また、医師   

の職業選択の自由に配慮しつつ、産科・小児科・救急科t外科等に   

ついて、現甥・地域の意見を重視し、増員のための方策を自治体とと   

もに検討する。   
府酔科については、現在、国が標襟章椅を定め許可しているが、  



る。またその際、的産師業務lこ従事する的産師の敷萱増やすととも   

に、資蛋向上策の充実も図る。  

摂寅・嘩下機能等人々の生活の基本を支える歯科医療においても、  

チーム医療の下で、歯科医師や歯科衛生士等歯科医療関係暇車重亡、  

医師や看護師等との連携を進める。   

医療亨蕊関に勤指する菓剤師がチーム医療の担い手として活重々する  
ために、病接写での薬剤管理や、医師・看護師と患者・家族の闇に  

立ち服薬指導を行うなどの業務の留及に努めるぐ また、医薬品の≡  

宝性確保や賀の高い葉物療法への参画を通じ医師等の負担車重減に貢  
献する読点から、チーム医療における協働を進めるとともに、責質  

向上策の充実も国る。  

′【 ‘1ト′ 仇漂有r）㌻：ご  

臨床検査技師や臨床工学技士の積極的な活用を図るととともに、  

医踊と作業療法士、理学療法±等のコメディカルとの協働を進める  

など、多職種連携によるチーム医療の昌及に努める。  

患者・家族に最適なサービスを提供する観点から、役割分担通知  

で示したような物品補充、患者の移勤などの毒害蔓職と看護踊弧毒の  

役割分担を進める。∃≡た、チームケアに関する看護暇や∩喜善帽への  

教育、研修等も含め、看護職と介護偲との協働を進める。   

メティ刀ルクラーク（医師事試作業捕的竃、医療軸富なと）につ  

いては、言要員記載、オ・‖・・・タリンウシステムヘの入力一宮との子呈割分担  

を推達するとと毛に、汚異同上の万策について検討する。   

また、医師等と患者側のコミュニケーションの仲立ちをし、十分  

な話し合いの‡貨会誉確保するといった業務を担う人材の育成か必要  
である。  

‾一1 ェ ∫て」11苛で支える医療の謹遷  

■  

医療は、人々が他1或で安心して生活してい＜上で欠かすことのできな  

い、国民生活の革盤を支える営みである。とりわけ救急医療力て磐石なも  
のであることは、急激な憧債状態の悪化に備え、地上或のセーフティ・ネ  

ットを確保するという観点からその根本をなすものである。また、医療  
は行放や医師をはじめとした医療従事者のみならず、宕壱・家族等地域  
住民が支ぇるものであるため、救急医療をはじめとした他l或医療の様々  
な側偏において、そうした、医療琶支えるそれぞれのヨ又り組むべき万策  
や役割等について以下に聖王竺する。  

▼、「＝・ニこ戸・リ」一ゝチた  

救急医療については、医療亨茂関への円滑な搬送を確保しつつ、現   

行の初期扱急、2次救急、3次救急といった3段構えを維持しなが   
ら、更なる量的・質的充実を図り、救急患者に苅し、地域全体でト   
リアージ（重症度、緊急性等による患琶の区分）を行い、院内の各   

喜多療科だけでな＜、地t或全体の各医療‡盟関の専門性の中から、病状   

に応じた適切な医環を提供できる医療機関又は院内の喜多療科へ効率   
的に事辰り分ける†本制を整備する（管制1引盟能を担う医療機関の警   

備上人材の育成）。  

具体的には、救急患壱の動向や既存の救急医原に関わる資源、連   
携の状況等を謂否し、当該謂歪を岸昌まえ、地域の現蛸を鋸屑に把握   

した上で、平時から、管制l害機能を担う医療機関とともに、地1或全   

体の各医療機関の専門性について情報男雇し、その情報を住巨引こ対   
して開示し、猶急患毒の効家的な振り分け方策について議論してお   
く必要がある。各医療機関においては、例えば通常業矧こ加え救急   

芸諾を担うことによる医師等の原禦を防くため交代勤拐制を警備す   

ご、  
また救急医原機関ての受入nを確実な毛のとするために、急性期   

を脱した意壱を受け入れる病床を確保するほか＼夜間・休日等にお  
ける診療所医師の外来言募療の推進など、喜多環所医師の救急医療への  

参画を進め、紋急医療機関と地域の他の医僚機開との間で、地域主  
体の各医療機関の専門性や、効率的な患音の壬辰り分lT万策について  

情報共有し、その情報を住民に対して開示する。   
医療機関と消防機関⊂の連携を強化する観点から、救急医療情報  

システムにおける情報更新の随時化、救急患者受入コーディネータ  

ーの配置、現場の医療従事者と消防機関とで開催するメディ乃ルコ  
ントロール協議会における救急搬送等に係る地域の現状把握協議  

の充実と住民への開示脊椎達する9   

万で行政は、各都道府県の医療計画において定められた、力てん、  
脳卒中、救急医療など4俣病5事業に係る医顎連携体制を推達する  
とともに、地域住民の二“ズを調査・把握し、名医療機関が地1或のニ  

ーズに応じた役割を果たすことができるよう、医療機関に対する情  
報提供を行う。十分な情報開示を行うことによって、地域住民がネ  

ットウークを踏まえて行動するよう旨及讐発を進める。あわせて、  
そうした「地f或完結型医療」の毎及に向け、モデルとなる成功例を  
示す。また診療所については、1也域のニーズを把握した上で、例え  

ば複数の医師等がグループで診療を行う体制とし、地1或の他の医療  

機関との連携を確保した上で夜間・†木白等も含め一定の初期救急も  
担うなど、機能を強化するとともに、地土或住民の利用に賀するため、  
喜多療所についても十分な情報の開示を進める。  ■∵いチ1ヲ菜弄し韓ご．－二苺土日ヒ  

また、限りある地1或の医療資源を有効に活用するとともに、医師  

をはじめとする医療従事者の過度の負担を手書滅する彊点から、不  

要・不急時の救急医療の利用を最小限のものとするため、牽至症患吾  

による夜間の救急外来利用の適正化や、救急車の適切な利用に関す  

る竃及啓発に努める。併せて、独居高蘭書等の地1引こおける見守り  

や、Ⅱ娼の僅康管理の重要性等についての普及、小児科における小  

児救急電話相談事業（耳8000）を高齢壱を含む成人へ広けるな  

ど、救急電話相談事業の拡充の検討や、家庭への緊急時のマニュア  

ル等の筈及を図る。  

仙「   
「二≡隼t、ノ〕濫完  

患者・家族の生活の賃を確保する観点から、医療の提供の場とし  

て、医原機関だけではな＜住まいを念頭に置＜発想も必要であり、  

退院前・退院後ケアカンファレンス等を通じた切れ目のない医療達  
携の確保とともに、∩喜雪との連携を図る。  国政び地方公共団体蔓  
旭i或で蔓らす者の視点に立ら、個々の地域毎に住民のニーズを把握  
した上で、医療サービスと介岩室サービスの連携、ボランティア等の  
5看割との連携を進めるとともに、医原、介護、福祉に関する情報を  

住巨引こ開示する。その際には、予防や社会誇源の開発・連携体制の  
暗雲等についての医療・介言衰・福祉の現場における保健師の専門性  

さ岩岡を推進する。さらに、訪問看護ステーションの規模の拡大等を  
図り、訪問看護の更なる畜殺を目指すとともに、訪問看護ステーシ  

ョンや在宅医療萱提供する医療‡岩間については、地1或の多様な在宅  

医療ニーズに的確に対応することに加え、例えば末期がんや精神・  

神紹疾患等の専門性の言い分撃引こも対応できるよう、専門性の深化  
に努める。また、居庄系施設における医療ニースを満たすことを進  

める，   

薬局については、夜間・休日の対応、青竜宅への医稟完・衛生不才  
斜等の供給、緩和ケアへの対応等琶確実に実施するため、地域にお   

救急医環にロ艮らず、二也域の限られた医療責源空南効に岩岡するた  

めには、個別医療機関がそれぞれで宝ての医原ニースに利府する「医  

療機関完結型医療」ではな＜、医療機関がそれぞれの得意分野を漬  

かし、地域全体で完結する「地域完結型医療」が求められる。その  

際には、医療計画等に墨つき自らの地上或における役割を検討し、地  

1亨電連携クリテイカルパス等を利用した情調の共有化や円滑なネット  

ワークの楕崇に発める．，また居住系施設や∩言要施設において石医療  

提問との連携に努める一コ  
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う複雑で専門的な疾病や治療に関しても丁寧な書記明を行い、その納   

得を得るように努めながら、プロフエツショナリスム（職業白勺専門   

性）を最大限発揮する必要がある。また医療機関は、患者・家族の   
不安等を傾聴し、課題に導いていくような相談擢能を肯するように   
する。一万で患者側には、リスクや不確実性が伴うといった医療の   
限界への埋解、及び疾病や冶原について主体的な理磨捌こ努めつつ、   

医将従事壱と協働する姿禦が必要となり、そうした基盤の上でのコ   
ミュニケーションが医療従事者のモチベーションを維持・向上させ、   
提供される医療への患者・家族の満足度を高めるという好循環を生   

む。  

医療は、国民生活の基盤を支える公共性の高い営みであり、患者・   
家族等国民と医療従夢音の双方に、それを支える努力が必要である。   

医療従事者は、自身が公共性の高い存在であることを自覚し、地  
1或の医療ニーズを把握し、生涯を通して医師としての水準の向上に   

多竺める。   

一方、患者側には、自身の健康管理に努めるとともに、例えば安   
易な時間外受書多（いわゆる「コンビニ受喜多」。患壱にとって便利と思   

えて毛、患者の抱えた疾病の克服のための必要性が少ない）により   
医断崖関の負担を不必要に増加させ、真に必要な場合に医療を受け   
られないことがないようにするなど、自らの地域の医療資源力て公共   

のものであり、青眼の資源であるということへの理角写が必要である。   

このため、地域の医療機関等の協力や種々の市民活動を通じて受診   

行動等についての隈極的な琶及∴哲発を行うとともに、矧こ産科にお   
いては、母子保僅活動の充実等により、妊婦健診の適切な受診、分   

娩に伴うリスクに関する正しい害悪識、同産期母子医療センターと緊   
急時のアクセス万法等に関する竃及を行う。  

ける医薬品等の供給体制や、医裏品の安全かつ確実な使用を確保す  

るための適切な服薬支援を行う体制の石副菜・充実に取り組む。   
さらに、患壱・家族に対する在宅医療や∩譲に関する情報の積極  

的な提供に努めるとともに、地域におけるボランティアや民生委員  
等を通じて患者・家族への精神的側面も含めた支援を行うような活  

動等の推違や、それらと医療従事者との連携を園る。   
歯科医療においては、高齢者の健康増進や誤瞭性肺炎予防の視点  

から口腔機能の向上や維持管理が重層であり、在宅医療と連携した、  
在宅歯科診療を推進していくための人材育成や体制整備を進める。  

へき他の医療体制の充実にだしても、地理・気候・人口等の条件   

や医療資源・連携等に関する情報を収集し、現状把握に努めた上で、  

必要な医療体制を構築する。その際に、必要な医療資源蓉曙保する  
ため、医師等が地Ⅰ或医療に自ら進んで従事するための万策の検討を   
進めるとともに、へき地医輝機関への支援等を一層充実する。  

あわせて、還隔医療についても、必要な医療資源を確保する観点  

から、医額の地1或格差を是正し、医療の箪及び悪者の利便性を向上  
させるため、情報通信機器の整備等により今後一層の推進を図る。  

1  

3 医療従要吉と罵竃・家族の協働の履悪  
J  

汚亘璧扇仇憬驚掟  

医標の高度化なとにより、医療現場の業拐密度が高まっている【   
万で、このような状矧こおいても我が国では世界的にも高水準の医   

療ヘアクセスできることは、医療従事壱の日々の努力によるもので  
ある。  
また、存命率の上昇に伴い、患者・家族等国民の医療に対する期   

待も上昇している。これに応えるため、医療従事者は患者や家族の   
肉体的・精神的な苦燭や葛藤を理角写し、悪書・家族が理解できるよ  患壱や家族に対し療寮生活上の心Ⅰ郎勺社会的問題の解決援助を行   

うメディカルソーシャルウ一刀ーや、医師等と患者側とのコミュニ  
ケ→ションの仲立ちをするボランティア等を活用することで、自ら  
の傍受生活を自立的に構築していけるよう、そうした職権の雷及を  
進める。   

あわせて、こうした医療の公共性や不確実性に関する認言哉の筈及、  
また医療従事者と悪者・家族等国民との間の相互理解の推進等を行  
うような、例えば、地域における語らいの環や地1或住民による病院  

減員との懇吉敗合（「悪書塑」「病院探検隊」など）の開催といった市  

民活動等への積極的な支援と市民への情報提供等を行う。   
さらに医療は人々の生命や生酒を支える基盤となる営みであるこ  

とに鑑み、学校教育においても医環に関する教育を行い、幼少朋か  
らの、その年齢に応じた医療に関する理解を冒及する。  

猷 医療鈎芸能 

これまでの医療は、病気を治すことに主眼を遍く「治す医療」が中心  
であったが、人類史上兼官有の高齢化社会を迎える我が国においては、  

予防を重視し、日頃からの健康の維持・土曽進に努めるとともに、こうし  
た「治す医療」だけではなく、病を抱えながら生活する患者と、その家  

族の生活を医屏を通じて支援していくという「支える医療」という発想  
がより一層求められる。   

患者が住み慣れた地域でその人らし＜生活し、希望する生き方を選択  
し、希望すれば在宅での看取りが選べることも必要であり、個人の等厳  
の保持を支える在宅医額や訪問着言葉等を一層推進する。   
この「支える医療」に「治す医療」を合わせると、「治し支える医療」  

となる。「治し支える医療」においては、医療従事者が一方的に標供す  

るだけではなく、医療従事者と患者・家族の双万に、医療とは両者の協  

働作業であるという視点が重要である。   
同時に、ボランティア活動等を通じ、生活音である国民の「治し支え  

る医療」への参画を推進する。   
このように、我が国の医療は、「治す医療」から「治し支える医療」  

に向かつていくものと考えられ、本ピジョンの各施策はそれに貸するも  

のである。   
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第1 はじめに  

社カ：国の救急医積体制の本指的整掘は、昭和39年度の寸兵舎柄†撮・被告訟窃所の告示制  

圧の6り慧に始まる，昭和5Z年度からーま、折期、二次、三次の救急医硬磁関の階層的安価  

を開略するとともに、併せて救急医茄帽報センターJノ盟俄を始め、さらに、平成3年度に  

は放念救由士副使を別個するなど、救急医痴の体系的な超戊を進〟）てきた．   

さらに平成9年12月には、秋が圏における良慣カ・つ効章的な救急医原体制のあり方王こ  

ついて【紙念匡読拝制基本問題横村会報告勘が町）まとめられ地域性に配隠しセがら  

柏倉直積一事制のも在保を進めて亭た＝   

Lカ■しなカ：ら、昨今におt・ても、放念相接恩晋の受入れに時間を要した耶真の報道カー相  

次ぎ、社会的な問題となるなど、枚が固〝）絶息医布陣制にはいまだ多くJJ繰越が放されて  

いらことL三た事実である．  

J＼口の少子高齢化、怪談から病気という疾病溝運の変化、国民の二【ズの多便化や匝頓  

に求める水準Ⅵ上長など，我が国の救急医療を取り巻く環境は大きく剰ヒしている。二の  

よぅな中で、扮恩甫牒件救の増大に代黄さJlる救急医原稿要そのi一のが大億に増加してい  

る状況にあl）、二れらに対応する救急医職択ロー体制の確峠（救急医様に関ゎる医師の辰釣  

及び質的な滝條、匡標計画制度における放念医療の位置付けとそれに基づく匡栃曙関間ゾ）  

連携叫童秦等）が喫崇♂）亀裂願とLて射められている．   

二のた的、曙生労働省では、り女忽医療の今後のふリカに関する梅村妻」（以下rlこ検討  

会」という－）を平成1日年12月に設捜し．上記の掟甥等に閲すろ榛封を行うこととし  

たL   

不情刑余では、当軋 料こ第三次線色匡標絶間（軟命救急センターノ のお膳ノ）あーフ方に  

ついて焦．唇を当て掩討を行うこととしたっ   

この野鼠としては、以下の各点があむ   

これまで椚烏100万人に一か所を別封こ豊†備を逓めてきた敢如女思センターが、当Ⅵ   

の月控を大さく超えてもなお都市部を中心にその整備が）隻む左ど．放的個大が続いたこ   

と  
・各施設の質的状況を錐価するた〟）に、平成11年度より施設の売笑度附師を行ってきた   

が、評価尺度の拓御二ついての各施設【り対応が遁み、すべての方逼設が猥高別法の芸￥価を   

得る状況が続いていること   
二jlまで、う摘l秋邑tンクーソヰでL、粋に指旭印帆急性中等∴量針圧封Ig等ゾ1特許疾   

燵を糞ーり、才1る純真‡として高慢微南牧急センター・ハ等惰力：ノ‘きhてきたが．i毎年は通常  

J〕1貴命1女魚センクーにおいても同だ圧の役馴を果た十方直三芳らあり、帯皮故射た急センタ   

ー叫立置付けカ明揉てもるとの指摘カ：茸）つたこと   

Lノ）」L4’がら．挟命4失念センウーのあり方について議論を進めていく過程にゴが．、て、敢  

闘ズ曽センクーが十分な役割を果たすには雨＝次招息匡砺硫閑の売笑ポ欠か七万十とrlノ音  

見が多〈旧され七二と、絨息躊迂居着の救急医環旗閲、の円滑な受入れには紋南牧急セノ  

クーのだ其のみでは対応が田簸であると〟J三已兄1こ至ったこと等によl）．救命牧急センター一  

に限らザ、広く放念匡標体制全般について狂言i十ることとした。   

掛こ，第二次抽象直読機関のぁり方、放念陀桂さjlた患者が受入れに至ら机、理由等に  

ついて詰ぎ占を行った．   

また、車中Ⅳ帰りまとめに当たっては、平成2〔1年6声＝こ、国民の匡帝に対する安心を  

施促し、持采にわたIj質の毒し、匿桁サービスが隻けられるょう、医照従事者を含めた国民  

の声にさちんと耳を情け、多様な膏見を集約して政策に反映Lていくという現場嵐視の方  

き引こ誌ついて、厚生労働大臣の下に取りまとめられたr安心と希望の圧服荘保ビジヲンJ  

や、同年7月29日に、微力：圏の社会性時の現状に対して国民カ；抱く不安や不帯に】望み、  

早告に窄手すべきJ安．いにつながる国民の日掛二立ったきめ細かな万策として、政府全  

作て取り三とめた†吐条件瞳の披能掛ヒのための緊急対策－5つの安心プラン～」の内容  

との整合性L図った．  

第2 救急医療の現状及び課題  

1．救急利用の増加・多削ヒ琴の救急医療に関するニーズの増大   

高齢化の延屑、住民の音読の変化等の社会挿努の変化により、釈告別用が榔JD・多転化  

している．1東急軌送人員を例にとると、この】0年間で5∩‘仏以上増加しており、特に、  

高齢者を中心とした軽症・中野症患者の増加が苛い・．また．観念車ヤ救急医積椛関の下  

更・不急の利用により、異に緊急性のある憧病者への対応に支障九一生じているとの指摘も  

ある．また、匠硬を受ける†側の、救急医痴／、の過大とも言える重来が増大しているとレ鳩  

摘Lある。  

Z．救急船送の動向   

控†吉省消防庁の卵蚕によると、救急軌道において、受入先直積級閑の決定までに時間を  

零する事案の発生が相次いでいる．二うした傾向は、特に大洗市紬こ如・て強い†＊）  

′ ニイ′ざにつlてば ㌫市芯にJJ宣7、先膿細上なる∈才縫研J；多士仔注してブ】り 柁丑月と打払叫銅紬描け朋‾ご；≠   

1かぃ引払山千りと〕行う甲で、世富√・司ホ；ニ応じた痛切1臣確保間を鎚宣してい一こと：ニ申開・手研七払知1こ暫し 

ワ1ノをノウ1い訂力L九るとトろ雷魚カ：わろ  

第3 検討事項  

1．救命救急センターに対する新しい評胤こついて  

（1）これまでの評価について   

敢向敢．曽．センターの充弄度拍洞については、平成11年度以降、それぞれレ）施設のレベ  

ルアγブを目的に毎年度実施Lてきた．評価方法は、各施設から判官される前年の一宇閏  

の英紙を点故化し，充実度段階A・8・Cとして3段階に区分するものであり、評価頃日  

は、施設の放急専用花言云の有乳空席の随i異数、！多額データの熱計の有無、常任医師放と  

いった施設の！金環体制が中心である．   

ニの評価結果は公宅されるとといこ、施設tこ対するi型営㌍撒助金や言を疎開酬の加算に反  

映されるため、嗣平庸を得ょうとする施設の取組が踵j堕さjlる仕組みになっている．   

その結果、押廊開始当研は評価の低い施設もあったものの．平成18年虔及び1g牢既  

にねいては、すべてIJ）施設が最高段階の絆価を得るに重り．－盾の官の向上を団るたが）に  

ほ充実度許l頗の方法を荊たなものに改訂する・ピ・褒があるとの指摘があIJ、二の度、新しい  

充実度評価について論錆を行うことにした．  

（2）新しい評価の基本的な考え方について   

新たに充実度附面の評価項目等を定めるに当たって！1以下J】霊木的な考え方に基づく  

ノミ寺であるとしたt  

（王水められる構能の明確化   

致命漑息センターに求められる械態々明砧にする．具体的には、敢命救急センターに求  

められる駿龍として、下記の各点を1木柱とすることが適切である．  

・遊症・産萬患者に係る診環険疇  
・地域の放念躍遠・救急医現体制への支援機能  
・概念直積に閲すろ教育搬能  
・災苔直媒への対応機能  

・空）第三者の視点・換言正が可徒な亡羊価   

これまての克美贋評価においては冥建と華厳した相場がなされてl・る施高空があるとの相  

称ユ‘ある】ニのことから．それぞれ山麓急から〟）親告に菩づく附由を基本と寸るが、覇三  

者の視点によろ評価項白も加える。≡た、報告l一可零についてU）験；正が可能な項日を胎り入  

れる1  

一言地域蹄怯の勘累   
持場項目によってほ、瞞設（り所在地の状況や周）⊇人口苛杓Iた況に応じ‾こ、求Jノら】lるホ   

3．受入先となる救急医療捷腰   

絶息屈帯闇偶においてけ、撒恵利用レ〕相加・多様lヒ専に対応した件制ノ）充実が＋分に図  

らjlておらす、釈恐匡標を担う病院勤預医等の渦百舌な勤務環境、勤務状況に見合った報酬  

となっていないことへの不牒．泥酔昔や薬物依存憩曹等とのトラブルといった問屋巨乙科ナ  

られる．  

4．救急医療を担う医師を取り巻く頂境   

童き囁科の偏在や、刷売物搾医の陸将利こ伴う医師偏在・不足の一票刻化もあり，地域によ  

っては救急医碩体制の臨陽に支障が生じている．三た、救急医療へのニーズが増大する中  

で、特に軟膏濫僚を担う病院勤械直の疲弊は零しく、これらノ）医師の音欲のl氏下が指摘さ  

れている一 さらには、従来は非軍門寮に上る応急的な診療が雪隠さJtた牧患医療lこ射し、  

国民が、時と埼所に上らず高度な守門的医環を期待すろようになったことで、救急医僚そ  

担う医師が、！全凝内容が専門的水準に王らない碍合の折吉公リスク専を懸念するようになl）、  

二Jlが．圧師の定訳〟フ低下の一因にも存っているとりヽ指摘があa   

また．へき地等においては、一人の医師が放雇ぃ医療L含めた吉夢標を担当している‡箋台も  

多く、そうした医師〃抒弊も同様に貯念さ九る   

こうLた状況を雄三えると、救急医環を支える医師の華痛も空軍と考えらJt、例えば．  

平面・草書蓑教育を通じての放息匿痛への配膚l】必要と考えらJtる。  

5．救急医殊に係る公的財政支援   

盲巧瑚放急医環や顆二次救急医療の体制立偏に要する肘涯については、平成16年度から  

レ）いわゆる三位一体改革等により田の補助金が順次一般財源化きれ、その実施については  

地方自治体の鼓丑に委ねられるようになった，二のたわ、軟急医既に関する公的財政真鳩  

の捏堰は地域によって異なるLのと考えられる．   

放念医標は、柁許性にかかわらザ帰依さ九ることが放b求められる医澤分野であl）、必  

弓引こJこじた公的肘枕支持が適切に行わさlることが、致象医項しり維持には不可欠である、  

以上ノノよケJf批況により、切ヤの軋菅屈横猿開における努力だ：ナでほ、地域にJ5いて安  

定的：二梓．き在荷を柁供L矧丁く，ニ！；）二難しくなl）つつ三1リ、制度的′⊥三才兵直売罪．1；牲二粗  

く：lミ上・うらゴtるよ・うにブ（づている．  

lj  



三た、三千〔応けノ苫劉生を呑〆′ろために、重症度ミ■加托しrニエ得手等を評Ⅶ指訊こ監り込む  

こと力i重警こ三っろ±爪意見うこあノノたっ  

湛を悶堕する．同辺人口が少な十刊I薫て九ってしJ花市りtり正血砕きてンク′リ1粍ノ主に  

た時間を要すろ地梗l軋理的空白地簸）千ムるた？んに誇違≡ゴ1た捨印1＝モモ／々に∴右  

てに、聖．青畳入軟や張番の挿値頬白でホム1－らjtる水越を一尉氏く設定丁三）．  

壬ナ二，上記に加えて、咋雪♂〕救急匡撮を担うホ引宗則f箋匡♂ノ恩義な動巧諌兄び）已モ善を†揉十  

項目L加える，  2 救命救急センターの整偏のあり方について  

（1）これまでの警備の禿れと量的状況   

寸土由放念センターけ当初．抗わ1し〕0万人に∴Lカ所を引引こ竺怖がなさ′jしてきたところ  

で謹ノミ，－ 平成19車齢こおいても新たに8拡毒筆の整怖がな三れ、視点∴：宣匡にニ20〔＝・所  

を超えるなど、丘的には確実に増加してJっり、人U当た11の態としては当†刀の日揮を大き  

く上回引二言っている．斗引こ壮年は、大都市律）←書いこおいて、構凝Lて楼妄てレJ狭和紙忠で  

ングーーが雲航芸才lている寸た況てある－   

そげノー方て、地理的空白財産も多敏枝三れているたナノノ、二れらイ）地理的空白地域を嵯ん′〕  

ることを恵一矧こ、平位16年厚から規模の小言い120床禾㈲ 牧如貴君セノクーに′ノノ＝  

て新型姓副食急セ，／ター・として慧偏を†削畠L、一定山成黒を上げていろが．依普たして地  

理的空白地域は多壮言王手れていろ状況にわモト  

（2）質的な状況について   

個ヤの救命叛急センターの罰的な面をみそ）と、所在【り救命東急センター帝売買官許釦Jむシ  

項‾⊂】主／こたように、随々の1責由放念てノタ肝の矧ヱ花実に向上してきたところであるが 

決して∫焦が指施さごしていう。  

・敢由軟各センター1堰環を行う踪には、小舟糾、㍑浄机、整形外科等の犠仁な詰満潮宮   

関わりが厨要て．らることについて．汝向絞含センターを設置ナろ医療監関の球烏芋カニ十分   

てくLい   

相押科宣告 小児黄苫、同産靭帯れ軍門分野別に整備されつつ九る敢漕牒偏購制と√J稚   

拙が不十分でタノろr  

▲重症夕日堵治第にさゴい〔は、持ちぎ持た死が誕生Lてい引三カ・∴按針む乃四取の運動性儲雪   

∫′り、陀桔テ盲宝の改善／・、しり取毒且が下十分で言■）ろJ   

脳卒中干心筋P吉夢など、負性循環岩≡疾悪等におけろ冶頑やり′＼ヒリ千一ノロン｛／ノ性制1 

十分てない1  

（3）救命放急センターを取り巻く状況について   

れ紆抽象tンク】を灘川竜くりこ況とLては、次の烏が指摘されてい・  

・】天台持運智者触り】官天を中心とする故急医療に闇■すもニーズ増大に化して．他種軋菅二   

次放念匡帯構閑の受入体制の属鳶訂溌いつか十．1こ甘i秦⊆二次1一（さ匡寿h三関て対応可詭   

左官者が某諭雄㍍Hンタhに打持運与れろこと∴よ：ノ、絞利発芝t‘ングーにi良質ーハ邑†里か   

‾〟、  

（3）新しい充実度評価案について  

上記ノ）雲本的な考え方に基づき、別．餓「ト。ヒ鉦粧な売貢輔価襲封惜し上i  
所たな項目とLて、匡J貫禄1；者の芳一勤横転没落に掠る額巨＝二ついては、「辰師ご仁試け薫  

期首J〕有無∴J転院・旬三種り〕開架員lり自己捉J、「医師け」見担軽滅び）烙瀞上」、†住戸及U睾潤  

か手玉の箇正佗Jを加えることとし、この中で交代劇儲別についr上り正郎りに房事娠ナご1こ  

については、一都這桶野  

地域メデ1‘カ′しコントロール備言行室への問与∴綾思想者支スコーチ／ネ一夕rへのぢ択亘  

1」喪∋、医覇橘鈍システム、J）閥与」（訂う笹／何県1こ上る許侶‖「ウツタイ／儒iて調査へ（′〉晶  

ノブれ兄」（清め裾抑二よる評摘）を刀Pエた，   

二h「〕〃三幸価i菩具についてけ、基、絵、てきろ「1ミリ話紺な†帯印を公表Lていくことが．冶  

晶膏急センサ㍉丹沌祐．鷺山向上げ）たIノノの酌沌軍について国民い理宅軍を、巽山こ－た亡左に1上▲要   

し′Jつ二／、  

（4）今後の課謂について  

：．れ三での充実度円価においてt．よ英†点と狐徹した許肱がなさilてし、る施設がみ）るとノノ指  

摘が守ったことは旺に1ぢペたが、売買ノ質評価の三幸価自性の門の碇悍のた一っにL、喜平愉メ・冥  

建と衣雌していないか、新道閃県寄が中心となって睦言正する体制を†㌫51■る・ヒ要カ：あう．   

三rニ、売笑檻昌平価を実施する日的け、値々山勤爺挟念センクー山槌罷の強化、鷺山「口上  

を促し、レって皇国の三女忠臣板体制の5鼓（じi■以ることてある＿ 元業度評価【まて1命挟きセン  

ター」こキ「「る補助剤庶とt〉連動Lているが、例えば＼評価上組憎が指摘きれた昭藩潤霊亘   

′八■、についてL痛切に】申告改善カニ臼られろよう配膳寸・こをでぁる，   

引訂∴新たな冤宵控評価へれ梵更二より、そ力17丘‾t′ノたけ一に値りの旋己実に出いて－ノ巨〔1  

貝掩が生じることし想定さ出る二ニカ・七、誌云ふ直過程において【1、評価方法J〉変動二∴っ  

て、夜1㌢㌣軌緩十ろ医師に更なるlら招をう▲ける詰寄ミに‾←ること三野丘・寸ろ百見カ▲二′J㌧／、   

今回の夏空け日常の竃説に－さわ！tている続和浩忽センターの勤手芸匡懐ノ、に更なる昌一ヨを  

1けミニとか臼杵ぐiユなく、1士由了賀意センター．つこ設置三才している病院．て・ノるいざま地域：二軍  

し▲二）奮闘k急セノクーの随わせの強化▼賃のFj上＼巾同の恥旦むl完すたJ．りし′ノこ．しってヱLニと  

いうことモ、備炭、地方日活体花〔ノ■【ヨJま十分圭1㌫且L∵∴＋モノlそナ⊥げ・苗は壬築たす一上＝だノ1  

′ ′」   

同一圧済匝に；邑致亡勺享て童l‡て急センターか蔓一局さJtている地位においては、それて甘〃摘  

記が爵症詫汽な患者を疾病山側撰によらr2こl時間31）5日真上り＼れ 適切な三女頑を行う  

といったイ貴命放念センターとLての往古柁前提とした上て、例えば循環器疾乱外傍、」  

児疾習という疾昏ごとに大王かな役訓分担を決？／）対虻r「ろことも考えりれる、  

（イ）最寄りの救命救急センターまでに長時間の搬送を要する地域（地翠的空  

白地域）における救命救急センターの警備についての考え方  

】七意匠私 詩に、急性帽貴誌疾軋 重症外侮等に才5いては、7クセス時間〔先症から匡  

席挟間て舘羨を号りるぎてす時間）ゾ）長短が、乳首Ul予後を左右十三、琶要r⊥田子り）一つて   

ノつ勺．   

従って、放み1文恵センター♂）駐備に当たっては、どこて告者が亨∈生し／二としてL一定lり  

時間内に〉函切な医療もき偶に刺青L、適切／ヱ給療を受けることがてきる体制を砧促する巳要  

「 ミ．   

なi5、アクセス時間は、単に匡靖散開までの相違時間ではなく、寵症から透間な医横根  

閲で痛切／よ治稽川井ほ白されそ）まで爪時間として握える、こ舌である，   

二のため、引き拭き、地理的空白地械への地面枚息センターの誤狙は必要と考えられる  

が、そレ）院、GIS（地理1．軍報ンステ⊥）等山結果を事考に、拍飼胆吾センターが整備され  

たナ宅引こ一定の時問以内に到着てきる人致の柁加力てす孟IJ札）ム三jlろ地わ友を憎完十ることが  

望まれろ   
他方、現在【こ1jt・’こij／Lお地琵的空白地観ヒし：戟っていろ地域「1周，召人ロや星宿営  

昔の弓き生放からすると、研たに政和故管センターを盟1萌することが国毎隻である地域か多い  

ことカ■ら、むしろドクターヘリコアクーjP消防防りい＼リコ7クー等に．上る被急滞送やIT  

の桧用によっ丁、、亮の時間内に適切な医療罷開に引首し、蘭切な言き頂を隻けることがて  

きる作こ制を整備することも考えろペきである  

小トっている可脂性が壬．る亀  

▲地矧こ授章J）柏命概念センターが整備されていてし、ミjい〕の粧綻が麺†現しており、F  

隕責1帝が薄〈広く配隠されている扶況で夕）る，二げ）たれ 謹店外愕や熊症直fモのモ†芸海  

将器疾患のように．来院直蘭より痛切な対応ポ1くく＝〕れる焦昏に才Iして、十分左訟噂里  

瀾が旋得で言ていない】  
・放曽匡環を担う柄ド完逼り干3匡に過度レ）負担が乙、方、つてi。り、こ♂ノ：とを一回とLて巾ヱ匡   

綬に耶1つる医師の陀保が田楽な二丈次に．ちる▲  

一合俳症レ）ある高齢の恩昔レ〕割合ろ；増え、治，買1期間か異才射ヒLてい匂∪  

・管†宣期を索り越えたものの いわゆる植物状娃寺の速度な桧洩症等にエリ同医勘考閣  
内の一服柄仰・、－の♯三床や他院▼＼の転院、自宅へmう郎完が円，引ニー睦言わいなと′、いぃ亘－る  

lた和は憑センノ′－の r出口び）間朋Jがある 

（4）今後の整備の進め方  

（ア）既に一定の整備がなされている地域  

○新たに救命救急センターを位置付ける場合の考え方   
丁友ゐ歓急センターの整備かある転任】睦んでいろ他ホ引こおいて、鋳たに軟【缶板竃七一ウ  

を空欄ナることは、同一地域に同数〟パ女免拍吾セ／々椚が分散して些協三れることに′ごり  

結果的に．賃重な匡額癌脾が分散L蒔く配債されろおそれがある   

この†二め、托急J至原に糾わる医師の下足．医涌の渦重な労働虜應明磯蓬け湖く諌直ら点  

ている昨今．医師の執事的な白2置という覗早から与ると．－地矧二多故山1文面柏恐セ／タ  

ーか存在することは逆すし雲上】恋り．と【ユ言こ十、帝iたに旅烏頂牒．・ヒ／クーを咽で寸より、三  

竹ま既存の致命徴息センタ“に医師写を旗約化－「る等の対応を－「ぺきとの指摘があった＝   

Lん▲し、施設の没正主体が白滝悍や匡横丁主人等ヒ来′㌢る中て∴低音の凝ぶに医師箪の匡  

砺日揮を短期間に壌節することば現実的には萬年な状況i一ぁる、   

一方て、言な疾英；簑において既打直放而幼魚センターに匹敵するような校訓を崇仁してい  

う巨額伝聞lこついて．既に当云立地域に1欠命放念センターが整備さ九ていることを理山こ、  

諦たな牧鼻放念センターとして繹めないということL必寸しも邁明ては／よく、近卜引二挨轟  

1仁急セ／クーが設芯三れているか否かにカ・′トわらず、一定の外形的な設怖が】・ノ、約諾t世を  

．席たした伴制を沌住L、間鴨㍑牒描＝汗ト ていろ吊試チーL、試たに紋命秋空tンニ7－ヒLて  

位置付：ブるペ亨±いう指栃肴ゝぁった，   

jl⊥モ錆去える∴ 当面Zエ、享博とし二代芹／巾舟1ナ急セニ ケーと同軍も、昔．与ほ㌣たし  

てJ－11川津引こ上し「一‾・ビ葵I笠二二三：1′l二】」していろ施ニモ：こついて：1、手て■音【再三仁ン∴一［Lて  

は賃けりてt＼二と1）蘭当では1さt・1▲ヒ考え一っ了tモーー モノ）l已吉、肖1り重L7二育ILい充㌻梗ぶ  

臨等？用いて、危3ユニとに＝珊ヤ弄1嘉そ†王手□〕に孟子低Tること三；京葦一ご∴う  

○向【匠原野に穎数の救命救急センターが璧備されている場合の役割分担  

3、第二次救急医療機関の状況及び今後の璧偏について  

（1）こ丸までの警備の流れ   

有二．よJ士吾圧環柱間と；ま▲ 入院を翠する】至急圧ポを担1直射隻問て六って、第三次軋2  

巨竜抗【跳⊥牛山L爪てうーり，茄道屑牒′）1伴既丁る圧荷計軌こ芸・プラ票曇僻を】墜上／ト5‡。山てご  

ろ．厚三芳拗甘に寮してけ、昭和52年檻以棄、∽期 ニヒ、三一失土いった艦尾的壇吾匡  

転作制ノ）聖心笛を】射／」るととらに、第二上拍急便牒湿潤・り慧1針ノ）一作とLて、同仁完剛高話制  

病院ヤ共同利用型朽昭二 ）、し′バ1前期を行一．‾：言た（  

－．1「て缶㌍芯′r州l（     琶サロ 

．二1jノ享モ良÷ロ子LJ   

1」  



尖障‖l順庵竹馬    ・匿付回出立で、貴鼠と上ろ中．；完乙そ、り尾上て、ノー箭を問射し、lヒ電Jノ匡蹄Ir咄テ≒：ニュ  

ろ快刀三拝て．一七日及Uた肌：J引ナ三、む†∫仁諸■」巾誌促そ□ろ≡Jノ   

その丁二ゝつ′）千島については凰と都道府県が沌帥を行ってきたカ：、例えば、朽瞳把持患刑  

】重賞：‡‡葦については、平成17年軒こ一姫財源化される寄、その多くは他方自治体の鼓厳  

に上る事業〝ノ実施が可能になっている．   

厚生芳〈畝甘が苛：道脛県を痛じて実施LているJ枚魚圧不対斉＃蓑の現況調ノに基づ吉、  

IIわ肋有無となっていた医環機関を甲心に示二次救急医府税髄の状況を分1斤すると．  

・嗣二次放念陸橋祓偶の梓制や活動の劃こ況は▲ 箭遥府県ごとに様々である几  
・同一都道府県内においてL、状況は托々であl）．年間歓千台レ）性急車をまれ7＼出る施三宝   

力▲らほとんど受け入れてい／ょい施三三呈である凸  

■†欄jや活動が乏しい第二次胱吾圧砕他聞が比較的多くを占め、例えば、摂関・休日にお   

いてほ医師け1名～2名体制である医療桜関が7割を占わるj  

■受け入れている患者王ついては、索二次放念匡覇横間であっても、その多こが入院を・じ   

要としない外来診ー講のみの母音であろ．  

という状況であった，  

l在って、第二．女救急医磁極l紐を一部の病院に忙里．射ヒ寸ることも故老匡療体制を闘量ナる  

一つ山方帯ではあるJi、地方自治件Jこ才占いて様々な剖雷工夫や地域UJ冤描lこ応した取組に  

Jって、円．肯に邸宅が実施さJlている場合においては．第二粗放思医療穐問の拠点化を含  

め、主恩一律的な体制を三】ミy）ろぺきでIiなく、むしろ国は、そうした地梗の封椚こ応じた  

取i且を支援すべき■Pある．   

今後は．地域の現状を自′】椎に把握すろため、欄旦わノ）二村負かとうかを問わず、試】亘何県の  

医硬計画において窮二次救急医原他聞と位駈けけられたす′こての医採取嗣を対象として、  

放念患者の受入れ状況や医師の勤務体制等も含めた吉空横棒制JP活動実掛こ開十る調査を実  

施丁る必要がある．  

一〇．   

また、吊二次救急医帝機関に対する烹はに加え、地舶こ謝、てだ閉・休日J〕放患匿環を  

担う医師に対する田酸的な三掛こついてむ横行寸ナノこ書である 

4 特定の診療領域を専門とする医橋機関の位置付けについて   
本検討会におし、てけ、当Ⅵ、脳卒中や心稲技箋など創生循環語疾乱小児疾患等の特定  

の已絹領域を専門とする匡環杭樹がl鰻層療に果た寸権利やそレ〉効果的な活用に必要な体  

制等についても話法をi怯める千定としていた，しかしながら、欲念隙送患者の貴入先医諒  

絶間の選定に時間を要した好例の郵如一指次ぎ、三た謹拶省消躇庁の鯛査でも．受入先匡  

掟挟間の選定が円浦に唯んでいない状況が明らかになったたれ、特定の！主項領域に射して  

高い診凍結力を有する医帝位鰍二関する蛮施よりら、幅広い（顎嘱に対応できるま入先匡奄  

他聞のl珊事を整備するという観点から再三次枚忠臣桁搬閑、第二次救急医折撲閑のあり方  

について〝）話詣を原発Tることと／′った．今後、改めて特定ノ）吉夢倍額域を射『とする直僚  

機【第l直あり方や、特定の績掛二璧点を当てた救急医喋附則け野師こついて．言売払を，進める  

ピ・要がある．  

5．枚急搬送における課題と円滑な受入れの推進について  

（7）医療機関と消肪検閲の連携   
いうまでもなく、匡標機関が救急托選患者を円滑lこ薫り入れるためにほ、直斥他聞と消  

防槌蘭との連携が欠かせない，二次医療圏内の；壁掛ま、日常的に匪校能閲と消防随朋が情  

報を交換することにより得られるが、正こI在職送に偶わる逆鞘のためlこは都道府県単位の放  

息医剰音郁システムの活用が・ピ、牽となる，本隊開会においてL、例えば．牧息医環随関の  

貞を帝用韻が的確に御方機関に伝わる†拍」を構築するたが川）救急医礪惜郡ソステムについ  

て、圧砕槻閑の苫を標情計ケて滴切にで覇さjtていない等の理由により、8寸しL有効に活用  

されてい左し、とノ．■指摘があった．二れに一）いては、肺重の使命柏念セニクーの漸い、云平価  

において、情報の更所状況等を新たにJ声日として加える等の対応や、牧告匠標ほ用システ  

⊥による医掠横間の診剰＃胡モ地域の按愚直振有塩関同士でリアルタイムに非仔でさる付利  

ヤ消防他聞からい苛裡入力できる秤制につし、てレ考えるペきである，   

この他にも、今後、第二抜放告圧砕鹿周もぎ卜一）、軋争l亘疾情報システ⊥・、の地域の放念  

医療機関し′）入力状況等についてメチャカルコントロール閲読全盲で鋲旺を；延）わる・必要がチ  

リ．この．亭については、木崎討套と同時期に訟胡座闇泄庁においてけ引臣された1柏葉持市  

だ化柁越撞討童においてし指摘ニ】lたところで言っる。   

（2）今後の整備について   

第二次改組医耶他聞の今後の整備については、r調澗捨象匿ホ搬間と窮二次は忠医療摘  

囲を一件とLて盟僻すペきてある上l広い分寧Fに対応てきろ師＝洪敢悪性標札偶の整†雨が  

と層てある八 一当直伴制ではなく交lじ勤務制が可能与環境を整偶寸・－くきである∴「〉定（／ノ  

枠組丸をl苗たした活動冥緒のある洞院を支抗1‾′ミきであろ」等の指摘力；あった   

また、窮二．よ欺息温帯他聞からヒ7リングを行■ニた附こは．ー匿積撞串青〟〕8い呆．竹田飛  

てもも」、r地方岸＝表匝からの隠恥金が削腐むれむ動きがあるL r玉眼企の員椎が大きい」  

l医環祈三ヒリスクが増大している」毒〟）詫言が吉Jつた．   

二．】lらせF嵩まえると、引き蒜～き、地域における放念匡環横間・力増沢を稚】壊しつつ、諦二  

次救急匿環1詫間の随能ノ）充実を唸るペぎであろと考えられろ＿ 加えて 一定の詣靡倖制や  

活跡象範のぁろ覇二．J：汝息匡応校閲については、モの闇†拡に応じた三†虔を陸討‾トぺきて宜・   
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また．大牢柄院等の高度琴門医療を担う医機構椒については、各々の耶り比ヤ雷女標目間  

J）掛携の不足が院内た床を田発こしている牢固の一つではないかと考えら九る，   

思昔と買族の求める医療水埠と転床・転院先の状況との帝恥については、炊愚直蕨用の  
病原からの転床・転矧こついての国民的理解を形成Lていくことが宜男であり．社会生体  

で理郎を深？・うられるような取組を進めていく必壁がある。さらに、円滑な転床・転院の1尽  

；堕や、施設内，施設間の連携の構喋を回るための専任者を配征する琴の救急医環棉関白身  

の取組と、急性期を乗り填えた患者が円滑に救急医碩偶の病床から較床・転院できる地峡  

の作制の滝喘が必要不可欠であり、匡原罪と惰力しつつ、国JP都道府県が支援を行うこと  

が慮要であると考えられる。  

（3）円滑な受入九推進に向けた対応   

今i芙は、上述の対動こ加えて、次のような方南を摘牒することが薙睾であると考えらjt  

る．  

・牧舎匡府機関と地岐の他の匡府陵関との開で、地域全体の各区標撤問の専門性や、効率   

的な患者の振り分け方言引こついて相和を共有するた〟）の地域ロ）取g且を実損する、  

・来院十る多数の救急患者に対して、効果的・効率的に医療を濃供するため、院内でのト  

リアージを適抑こ行いt与る臨席従準昔ゾ）育成とそ山配毘を総5止すろ，  

・揆開■休日苛における診府所医師の外来吉夢凝の椎；些′上ど、珍種所医師の傲息医療′、J）参   

画をう睦める。  

・地域全作の匿績値附こ閲すう軋忠匠溌柿酢こづいて，滑胡逐一元化ナるととい二、消J彷   

他聞との共有をi怯める．  

・故恵匠舵機開のi茸報を住民に対して開示し、漱忽歴環の作例や転席▲転院について恩圧   

の凛解を永める＿  

・家信等での緊急時U）対応方法に関する普及啓発を国鳥．  

また、今拉は、病状に応して滴りJな匿硬を掟l絶て号る受入先医環握閑・吉左横科に愚者を  

脈†）分ける布の約盤（管制塔娩旭）を行うシステムを塩焼するとといこ、地域の英1＃に粕  

通した故忠臣等を軋邑患者受入コーディネーターとして配但することを推進すべきであ  
り．仰せて、二ういった役割を担う救急医等の育成を回っていく必要がある。加えて、′ト  

軋甘魯竃指摘抗軍機1牒8000）について、全国の好運府県が鳩何で利用できる粗．喜作  

りや試齢甘を含む成人へ対数を広げるなど、8円儒省庁が唾擁しつつ、同率軍拡充を検肘す  

ることも仏軍である．  
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（2）「出口の問責且」について   

かわてから、荻農産原種関に糎迷きJlた患者が、急性期を雫り越えた後も、放急匿績用  

の病床からの転床・転院が停滞L、結果的に抽象医療用の病床を長期間悼用することに上  

って、救急医環捷㈱が新たな放念恩者を受け入山ることが円錐になるという、いわゆる瀬  

乳酪煉槌関の「出口レ）問題」が指摘されてきた。   

総務首消防庁は、医鞭槙間の受入照会回致が多数に及ぶ¢矧こ閲し．平成19年度に姥  

急l姫送における医療機関の受入状況等冥使調査を行った、   

これによると、放念睡｝引こおいて受入れに亘らなかった理由として、r処置田軌、rへ  

γド．勘勘、J手術中・患者対応中」、「埠門外」、「医師不在J等が挙げらJtた．特に、托命  

1火急センクー琴（＊）においては，【ベッド満床」が第1の理由として寿げちれていろ－  

1てこ司玉：二i↓いて．り如れ粗ヨヤン〃一年Jとl’主，れ命孜モセン〃一．噌域て放免紙己t／クーに嬉じてれり胡ゴーれ   

ろ時空l大字研瞑竹芝認′（ご）をい1   

東急医療機関での真人Jlを祐実なLのとするたげ一‥急性期を脱した乳首を受け入れる病  

床を沌†草する観点力一ら、入院している患者〟）退院、同岬医僚機開門で山転床、他JJ膚隈箪  

へ〝〕転院の梶堰など、放念医療機関♂）「出口」を相集寸ることが必要である，   

本棟肘主において．徳忽医療矧過と．転院を受け入れる柄院の双方からヒアリングを行  

った隙には、急性期を乗り越えたものの救急医標用の病床から移動できない具倖的な何と  

Lて、いわゆる超物状蛙尋の重度の常識陣容がある患者や、合併する精神戊恩によって一  

鳩柄掩では管理が田輔である昏者、さらには人工呼吸管理が必要である患者．院内感染の  

l那計トなケ細菌の保菌者等が牽けら出た．   

また、身宗l）が小、艶昔ヤ独居の患者、未収金の誕生レノ可再引生がある単音等については．  

瞑Fた・転院が田樺であるとの繕描があった。≡ちに．漕ぎと貫」抗の求めろ庶務水⊥担と転ほ  

・転院先の帖兄と√、・和隠や、軒席・陪塙してら乾謀の担．斉的魚†旦が恒滅≡れ／よいことら、  

貯ほ・転F毒を時げる七きな要田にノ上るとの指摘がコ、つた －一方、転院先の匡標陥間二言⊃し  

てL・、れ曽屈標構軌いらJ）転院を針丁入れられカい理由t′ノ多くは．当緩匡牒鼎描射い副菜で  

1七会匠癌構問と同仁か′ノ 出口山間軌 てあろとの指瓢）・あった▼ 位′竺l至境随掛り「出口・八  

開担」だ・ナてなて、さらに駈瞑先U）「出口し■〉問埋」といった玉冥き望ゾ1問墜もあることカ  

ら、r主項・タl謁システム全作山間脛とも考えらjtる  

JJ  

（4）いわゆるER型救急医療峻関の課長割こついて   

壇命放免センターを設直する直積機閲等において、ER型放念匿環観閲と杯さ九る施設  

がある】その状況を帆活してみると、  

・軽症から蔑症呈で、横臥 牢阻汚毒逆手鮫を問わす、軋邑重（ERj を受診するす／くて   

の投合患者を受け入上る  
・その稚費皆昔すべてにE尺型枠忌匡と呼ほれろ匡鞘が紋．き初期諒蕨を行い 入店冶塀や   

手術が・ピ・堅な患者を醍作屑院山謹当舘据l：こ摂り分Hる  

■そ♂）医師ざ三ス拐診環や手偏等を行七巧い体制を維持している－  

とい）ものであるが、E】く聖放念巨額機問といってLそ【／〕買値は様々てあり、T▼■ミ‾てt7ノ施  

招が上述の任削校風「果していろわけではノ小、   

ミた．各港虜汀レ）医師が当直医±して考倒を提供十るこ±：ニよl）月惟指≡jtてきた時Ii口外   
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宗4 おわりに  

本撞ぎ1套にi5し、て、挨由放念センサーの煮い、王手僑★．去、熱闘女莞センターの裏腑の三っ  

り方については．一にV㍍翫貴を結束J∴ ■川方 ER型牧君臣頑抜閲．崇ニーエ子女忠信項掟関  

については議論を行ったが．方向性を十分に示すと二′三．王てには至らなかった。特花々）詣  

窟領域を革門と【「三堰昂放置1jp高空抽命致忽セ／クーtワあり方についても道雲な設担マム  

）、引き缶1き、涜音義を行っていく・ビ要がある．また、平成3年厚に義足したれ含如命士別  

J蜜に1卜てL、すでに2n牢近くが経過し制度が定巻してきたが、今後け、メテイカ′しコ  

ントし】1ル描法童の位置付けや、特急拍鼻士）一層の浩揮方法工ついて壬j植村すべきてJr   

二ノ）他にも揉題としてけ取l〕上けなかったLJ吊り、木撞討会♂）中で 延々、建者・電  

信萄弛域住民と医療徒苛肴♂）明方にぶける r伏怠医療㌧公共1主に閑すろE苫；哉の已聾†呈」」二  

ついて妃言′）：吾（た，   

E掠は国民生活の基窒を三える公共性の高い営Å1こ一ふり、皆吾■貰詩など、地域住民と  

医療城中者J〕双方にそ九を三える第力が必棄てあるこ土、料こ、奴急直前ま卿ゝれた匡環占  

源を有功に活用ナる必賢性が布いこと等を広く社会がまき託する必要かゎる。ほ心と希望  

山匡東経悍ビションj において】む′くられているとおり、軽症智者による筏間レ）東金外来利  

斤iヤ、不適切な歌聖車〃」利用により、敢君臣療粘間♂）負担を不と宴に増加∈せ、揖に・亡羊  

小宅言・に楷葱匡標をまけられないことがないようにしなければならない こ軋）ため、地域  

の各匡栢囁閑の値優ぞや門はについて地域性民に適切に†～；雑書毘供を行うとと喜一に、適切な  

三言封行動樟孝に／いてレ一昭経的な霊泉・啓弓皇を行うことプ・・求〟りゝれる，また笹昔 家族等が 

特に抽葱臣軌こはリスクヤ下托実性が伴うことを互ご蒜．Lた上て、横柄？滝稀について王1F  

的な望耶に㌍虻つつ、筐茹従ユ甚看±備付けも・豪勢が・と、琴てあり、テのための貢法力：王室要て  

い’）勺し   

人口Ⅲ成山高崩什．散吾僻遠治者の食姻、医環の野市に貪†ナる臨民の瑚楕の市ま、1′fと、  

托忽匡右を堪る卯莫JT大きく変化している。匡疾は、ノ、々が地頓で安心して生活していく  

上て火力▲サニとがてき7∫い、国民生活の袈裟を責える営みでぁり、とりナけ救急医原rま、  

地域t′）ヤー「子イ一手ソトを琵保イてという札束からそ爪f良木をなすものてふ乙。軍使討  

主においてJi、引さ試き、療砦匡諒倖副を択一）巻く4失況ノ）変化に対応した、J7るペき放念  

匡樟体制再構築に同一†に吉良害毒を行っていくどl努力▲ある  

ご■i葉菜子毒を、現時点てし手足LているER型詭忽匡とロー：ニ】Lる巳抑のコ′に重さ1ることr‡不  

可能であり、無理に行えば遺伝愚者の拾硬を丁旦う医師の不足を招く右それカニあろ   

仮に、我が盈においてER型劇含長原£ヒ閲を言及させるとLた椙含，地域や匡頂軌問の  

医侃に応じて，牧命徹告センターではないがl吉光に放念匿環を担っている第二Jこ放七倍頑  

借問？，1な命放き，センターを設置1一る直頬飴開こりうtユ、ER型牧諷匡積傲矧こ阻L、をしつ  

歳三三が、i無ケにElく聖放念区環借問へ移行十ろことモ促丁といっ二刀応が考えられ仁・が、  

いすれにしてL、厚生雰劉省として∴一計地域（弛忠臣環観閲j ての試行中宗を実施イ  

宇山前に．三才＝はり下の点等に√け、て正淀左買値把柁を行う心学メホリ そし′）上で、そ〟）  

疋要一笠等を榛村十ることが妥当て舌）る 
・亡R望牧舎医とβFばれる医師の白担  

・4烹ノき搬送聖篭しり三人れ  

・3七難待ち時間  

・塔門言責病モ科＝の迎掩   

入院担当阜1との連携  

「救急医疫の今後のあり方に関する検討会」  

くメンバー＞  

石井 正三  日本医師会常任空事  

泉  陽子  茨城県保憧福祉部長布巨」√可  

染谷  意  茨城県保雀福祉部次長描いL封  

坂本 哲也  帝京大学医学部救命救急センクー発達  

福崎 英夫  国立l呆煙匡原料学院長  

島崎 睦次 （財）日本放念庄原財団理事長／／古非大草救急医宇教授  

蔓牒］一別  国立循環器病センター 内科脳血管部門 匡真  

野々ホ 安  国立循環器病センター 心瞳血管内叫部長  

藤：け 正暫  大阪府立仕手保健投合医療センター 総長  

前川 剛志  山口大学医学部長  

松下  隆  青京大学圧学部整形外科主任敦挨  

山本 悍博  東京抗癌ー即売畏  

・こオフ片∴－′、－ニ  

荒ト 話人  掟持省消ほ庁我意企画室宗】iこ  

眉ロ1茎弘  藷鍔省消防庁曾息企画宣「－   

これまでの検討の吉呈㌍  

（鴛1回の三善地）  

建（ぷ宗全Lリ慌更について  

今i左の敷由放きセンターの£偏について  

高度▼比和秋色センターのあり方について  
絶命枚虐センターの評価し′〕jrリ別二ついて  

く箋2回の建髄）  

枚命概念センクーJ〕充実度評価JJ見直しについて  

・有領事ち人からの説明  
・境木委員からの説明  
今後り）牧師払空センターの整備について  

高度敗命腋恩センターけ）こっり方に／ついて  

（第3回の量電視）  

】1和独急セングーノJ充実度孟子価U）見直しについて  

今後の紋命釈恩センターの豊潤紆ンついて  
高度怯糾女息センターのあり方について  

（買4回のほ闇）  

今後の救命救急センターの整備について  
■放念直積擁順位せほけ沌l担について  

喬ニー大歌葱l夏繚糀l周について  

・第二次観念直帯板隕の状況について  
・ER型拭き、匡蔵版間にこいて  

（第5回のjき頴〉  

二八‡てゾ1詫言為に1いて  

1こ（誉託て】きにお・‾：そフ、ゴし1二≡ノ㌻．7ノ・つた社乱二／ノいて・出口√′指1埋／fと‘1  

苓二沃敢そ匡童牒描けけ・）ちにつt・て  

中一詞汀（り壬と．ノノ「ハ盲「子【讐〉 に一ノい  

（茶6【司及び蕪7回の孟愛書畠）  

中間取り三とノ）【雫）について   
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を検証する観点から厚生労働省において必要な医師数について推計し直すべきである。  

その際、少子高齢化の進展や国民の医療に対する二一ズや意識が変化していることを踏  

まえ、あるべき医療の姿もイメージしつつ、高齢化の状況、患者の診療動向、女性医師の  

増加や働き方に関する意識の変化、医師の勤務実態、世代別の状況、医療提供体制の  

あり方など様々なパラメータをできるだけ考慮した専門的な推計を行うべきである。  

2 医師の偏在と教育  

現下の医師不足間矧ま、診療科の偏在と地域の偏在というr2つの偏在」によって深刻さ  

を増している。国民が地域において確実に必要な医療が受けられるようにするためには、医  

師の数を増やすだけでなく、こうした偏在の間矧二的確に取り組む必要がある。  

「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化ーこ関する検討会  

中間とりまとめ  

平成20年9月22日  

本検討会は、国民が地域で安心Lて医療を卦ナられるよう、医療を守り質を高めるため  

に必要な具体的な方策について、国民・居着や現場の視点に立って7回16時間を超える  

時間にわたり≡羨論を重ねてきた。   

厚生労働省においては、こうした議論を踏まえて、関係省庁とも協力し、下記の事項及び  

検討会で出された現場の知恵ともいうべき提案について積極的に取り組むことを要請する。   

併せて、医療者、特に指導者たる病院長・医学部長等においては、真に国民の信頼を  

得るため、徹底した情報開示を含めた自浄作用への取り組みが求められる。   

更に、医療費の対GDP比がOECD30カ国の中でも21位と低い水準にあることを踏ま  

え、より賃の高い医療の実現とそれに必要な医療費のあり方について国民的な議論が行わ  

れることを期待する。  

1医師養成数  

産科や救急などの診療科では勤務医の不足から厳しい状況におかれまた、地域によっ  

てはその他の診療科も含め医師が不足する事態となっている。こうした勤務医等の待遇等  

の状況を改善するとともに、さらに医療の質を高めるため、医師養成致については増加させ  

るべきである。  

○来年度においては、医学部教育・地域医療に支障を来さないよう配慮しつつ、少なくとも  

過去最大の医学部定員（8．360人）を上回る程度を目指すべきである。  

○我が国の人口10万対の医師数はOECD30カ国中26位と低いこと、OECDの平均医師  

数が我が国のそれの約1．5倍であることも考慮し、医学部教育・地域医療に支障を来さ  

ないよう配慮しつつ、将来的には 50％程度医師養成数を増加させることを巨指すペきで  

ある。その後医師需要をみながら適切に養成敬を調整する必要がある。こうした医師需要  

1  

○診療科の偏在の問題については、特に病院に勤務する医師が減少傾向にある診療科や  

救急医療においては、時間内でも時間外でも厳しい勤務を求められることが多いことを踏  

まえて、その働きを評価し、医師が魅力あると思うようなインセンティプを付与することが  

重要である。外科系の診療科をはじめ医師の技術を適切に評価するため、ドクターフィー  

についても検討する必要がある。  

0地域の偏在の問題については、へき地などで働く医師へのインセンティプの付与、へき地   

などへ派遣された医師を様々な面でサポートする体制の整備、医学部の定員を増やす   

場合に地方出身者が地元の医学部に入学しやすくする方策が必要である。また、専門   

医としての総合医・家庭医の養成とともに、他の専門医が総合医・家庭医となって地域医   

療を担うようなキャリアパス、再教育のプログラムが必要である。  

○当面、上記のインセンティフの一つとして、産科、救急、へき地などで勤務する医師等に   

対して手当を支給し、その働きを評価すべきである。また、通常の勤務に加え、当直やオ   

ンコール対応など厳しい状況に置かれた勤務医の勤務条件を短時間正規雇用などによ   

り改善を図るペきである。  

○また、2つの偏在の問題に対応し、また、医療の質を高めていくため、現場の意見を十分   

聴取・検証し、国民■社会特に患者の声を聞きながら、諸外国の例を参考にしつつ、初期   

臨床研修制度や専門医トレーニング（後期研修制度）のあり方を見直すべきである】  
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○より質の高い医師を効果的に養成する観点から、医師の卒前・卒後教育の連携をはじめ   

とした臨床研修制慶のあり方について、文部科学省と厚生労働省との合同の検討会を早   

急に立ち上げ、対策の具体化を図るペきである。  

3 コメディカル寺の専門性の発揮とチーム医療  

よりよい医療を実現するためには、治療にあたるチームを構成する医師のみならず各コメ  

ディカルが専門性を発揮していくことが重要である。  

○コメディカルが専門性を持ち、キャリアアップできる仕組みが必要であり、そうしたことへの   

インセンティブの付与や支援が必要である。同時に、コメディカルの数を増加させることに   

ついて具体的な検討が必要である。  

○チーム医療を実践することや各職種が専門性を発揮し、患者のためのよりよい医療が行   

われる体制がとられることを前提に、その職種でなくても行いうる業務を他の職種に担わ   

せるスキルミックスを進めるべきである。  

○患者の安全性向上のため、4年制大学への移行も視野に、青書襲師基授教育の充実を図   

るべきである。  

○医療者と患者間の真の協働関係を樹立するためには、医療従事者が全体として、患者   

の立場を十分に配慮するという施設の「文化」を醸成する必要がある。そのためには管理   

者の姿勢が重要である。諸外国の例を参考にしながら、医療における院内メデイエークー   

の活用も今後の検討課題とすべきである。  

4地域医療・救急医療体制支援  

○地域医療の担い手の一つとして、専門医としての総合医・家庭医のあり方等について検   

討を進めるべきである，  

○がんなどの在宅医療や看取りまで行う在宅医療・在宅医の専門性を評価すべきであるっ   

訪問着蓄熱こついて、医師の標準的指示書や個別的約束指示の下で看言責師の裁量性を   

言忍めることや、訪問者護のあり方を検討すべきである。  
3   

○地域全体の病院医師や診療所医師の連携を円滑に進め、診療所医師が病院での診   

療に携わることを進めるためには、病院における医療に対する診療報酬を、ホスピタルフ   

ィーとドクターフィーに区別することを検討する必要がある。また、地域全体の病院医師   

や診療所医師の壌携を円滑に進め、患者の入退院・転院を円滑に進めるためには、地   

域の医療機関における電子カルテの情報共有が必要である。また、医療の透明化を図   

るため患者が無料で明細書（診療内容がわかる領収書）を受け取ることができるように   

する必要がある。  

○救急医療において、患者が適切な医療を受けられるようにするためには、最も重症の者   

を受け入れる第三次救急の体制を堅固なものとすると同矧こ、軽症者も含め多くを受け   

入れている二次救急を支える体制を構築することが重要である。その際、地域医療を現   

在保っているネットワークを活用するよう、各地域の実情を十分把握する必要がある。  

○このため、数多く救急患者を受け入れた医療機関・医師を評価すること、地域によって   

は二次救急が福祉的なニーズを持った患者を相当数受け入れているケースがあること   

から福祉関係の行政機関をはじめ関係機関が協力して受け止められる体制を構築する   

こと、医師以タ＝＝も適切なトリアージができる看護師を養成すること、が必要である。  

○医療と消防の連携を円滑化し、消防防災ヘリコプターの救急搬送における活用を推進   

するべきである。  

5 患者・住民の参画  

○地域の限られた医療資源を活用し、必要な人が必要な医療を受けられるようにするた   

め、かかりつけ医を持つことを呼びかける、病院受診前に自分の状態をチェックするため   

のフローチャートを作成・配布する、医療に関する住民主佳の勉強を開催する、といった   

地域住民による主体的な取り組みが行われている。各地のこうした取り組みを支援し、   

住民とともに地域医療を守ることが重要である，  

○患者・住民に関わることを決める場合には、愚者▲住民とともに議論し、考えるという視点   

が重要である。  

j   
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社会保障国民会讃最終報告  

日次  

平成20年11月4日  

社会保障国民会諾  

社会保障国民会議最終報告  
巨二重頭重垂蚕室亘可  

画車重三］  
1社会保障凰昆会勤＝おける法論の出莞点 1  

（1）国民の安全と安心を支える社会保障1  

（2〉 時代の要請▲社会の変化に応える社会保障1  

（3）全ての国民が参加し支える、国民の信幸喜に足る社会保障1  

（4）団と地方が協働して支える社会閲噂 2  

2 社会保1蔓改革の基本色勺視点 2  

3 社会保障の牧能言責化のための改革 2  

（1）社会保障の制度設計に際しての基本的な考え方 2  

（2）社会偏梢を支える量産の売買 3  

（3）高齢期の所得保障 3  

（4）匡療・介註一子封止サービスの改革 4  

（5）少子化・次世代育成支援対策 5  

（6）セイフティネット塩能の強化 5  

（7）制度に対する信幸貞の回復・国民目線に立った改革の実施 6  

平成20年11月4日  

社会保障国民会議  

し＿干・ユ竺㍍■■－＿＿．  

（1）低戸庁得看対策 6  

∃、2）能力開発政竃 7  

／3）医療・介護賀用のシミニレーション 3  

（4ノ 少子化対簑の笠崇と註盟 9  

・’5）新たな制度体系摘要に向けた基本的？見点 9  

社会床障国民会議最終報告  
平成20年11月4日  

社会保障国民会誌  

正二垂頭重垂頭可  

社会保障国民会喜討ま、社会保障のあるべき婆と財源問題を含む今後の改革の方向につい  

て、国民目線で法論する喝として、内閣総理大臣の下に本年1月に設置された。   

以乳今日まで約10ケ月、全書蓋の下に置かれた3つの分科会を含め、合計で31回にわた  

る会誌を重ね、社会保埠を巡る撞々な課題について精力的に言責話を行ってきた】   

この間、5月には公的年会の財政方式に関するシミュレーションを公表し．6月には中間報  

告をとり吉とめたところである。   

中間報告においては、今後の社会保障が進むべき道茄として、「制度の持続可能性」ととも  

l＝「社会保障の桜範強化」に向けての改革に取り組むべきことを提起した。   

本最終弱告は、中間報告及び中間報告において積み猿した課題を中心に中間報告後に行  

った護論を含め、これまでの会誌における全体の言責倉をとりまとめたものである。  

「∴∴‥・；二し  －  

師疫憂⊇二三ヨー  

2 これからの社会侃障～中間繹告が示す道筋－  

1社会保障国民会喜曳こおける三悪論の出発点  

（1）匠眉の安全と安心を支えるネ土合保障   

社会保障制度は．私たちの暮らしを支える豊も重要な社会基盤。国民の期待に応えられ   

る社会†某隆制度を構築することは、園貢の基本的な更庄のひとつである。  

；：2）時代の要言百・社会の変化に応える社会保障   

社会保障制度を、持続可能なものとしつつ、紹済社会の祷々な変化l二あわせて、その桧   

能を吉封ヒしていかなければならなし、二  

（3J全ての国民が参加し支える、国民の倍額に足る社会保障   

社会的な相互強幼の仕組である社会保障制度は全ての国展にとって必要なもの。給付の票  

側には必ず負担がある。回矧こはサービスを利用する福利と同時に制度を支える宣伝うくあ  

，   
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各社会経済の進歩・技術革圭斤の成果の団民への遠元  
技摘草紡の成果がサービスの効峯化や賽の向上に活かされることが必要である。  

痘〉給付と負担の透明化を通じた制度に対する情穎、国民の合意・納得の形成  

ライフステージの各校階で、自分の人生星雲措†と社会保障がいかに密接に関わりあって   

いるかを分かりやすく明示されることは、社会保悸に対する・理解を深め、制度への信縛   

や改革への合意、必要な負担への納得を形成していく上でも非常に屋衰である。  

豆）当事者として国民全体が社会傑嘩を支えるという視点の明確化  

社会保障制度においては、国民一人一人が給付・負担の両面で社会保障の当事者であ   

り、社会保障の給付を受けサービスを利用する権利があると同時に社会保障制度を支え   

ていく責任を負っている．制度運営に参加することも国民の権利であり云任でもあり、その   

貢項が図られるよう政府は常に最大確の努力暮すべきである。  

（2）社会保障を支える基盤の充実  

r手套定的な寄主済成長の確保  

社会保障は国民生活の安定を通じて経済を支え、経済は社会保障を支えている．安定   

的経済成長に寄与することは、結局は社会保障制度自身の基盤を支えることにつながる。   

官＼現役世代の活力の維持・強化  

社会保揮の支え手である男役世代の活力を可能な限り維持し強化していくことが不可欠。   

若者・女性・高齢者など、働く意思のある人は誰もがその能力を伸ばし、社会で発揮できる   

ようとしていくこと、将来ーこ希望を持って安心して拗けるよう、雇用枚会、能力発揮僚会を拡   

大することが重要である。さらに自助努力を促進する視点から現役時代の金融笹屋毒碩を   

促進するための制度拡充も幽るべきである⊃  
②ユニ′トサル社会の夷現  

年齢や性別、障害の有無などにかかわらず、能力と意思のあるだれもが、その持てる   

力を発揮して社会の捜し、手、支え辛として社会活動に春画し活琵で書る社会の実現が∫重く   

望まれる。  

（3）高齢期の所得保障  

高齢期の所得保障は、自らの勤労所得・財産所得・年金所得の適切な組み合わせが基   

本Jこなるが、現実には公的年金が高齢期の所得保障の娃となっている－改めて言う言でも   

なく、公的年金制度の長軸i勺な安定・給付水準の確保は重責な課題である。  

ふ公的年会（基礎年会）の財政方式  

苺標年金制度の財政方式については、平成21年度からの碁掟年金国庫負担のLノ2へ   

の引き上げ宗施を前提に、墓石楚年金制度の財政方式について、現行社会保険方式、現行  

ど．  

（4）国と地方が協1誠ノて支える社会保障   

社会保障制度の括築と現場での適用の両面において、恩と地方公共団体がそれぞれの責   

任を果たしながら対等の立場で協力し合う関係を築〈ことが重責である。  

2社会保障改革の基本的視点   

2000年以降の屋宥・年金・介護などに蘭する一連の「社会騨考遥改革」により、社会保障  

制圧と経済財政との空合性、制度の持去完可能性は高まった。   

しかしながら、今日の社会保障制度は、少子化対策への取組の遅れ、高齢化の一層の進行、  

医療・介護サービス提供体制の劣化、セイブティネット枚能の低下、制度への悟頴の低下等の  

手美々な課題に憧面している。  

「制度の持株可絶佳」を確保していくことは引き続き重要な課題であるが、同時に、今後は、  

社会経済構造の変化に対応し、r必衰なサービスを保障L、国民の安心と安全を花信するため  

の「社会保障の権能強化」」に重点を置いた改革を進めていくことが必要である。  

3 社会保障の茂能弓削ヒのための改革  

（り 社会保障の制度設計に際しての基本的な考え方   

啓白立と共生一社量的公正の実現  
私たちの社会lま、個人の自助・自律を基本とし、一人一人の安全と安心は、相互の助け   

合い・連帯によって支えられている。社会的な連帯・助け合いの仕組である社会保障制度   

は、r所得再分配の稔能」を通じて∴給付の平等・負担の公平という「社会的公正」を実現す   

るものである。  

②持緑可能性の確掛園長の多様な生き方の尊重  
団塊世代が75矧＝なる2025年以降を見通し、長期にわたって持続可能な制度の祷葵   

を追求する必妻がある。同時に、社会保障制度は、人々の暮らしや価値観の変化に対応し   

た制度であるべきであり、個人の隠黄道択、就労形態や生き方の選択によって制度の適   

用、給付や負担に不合理な格差が生じるようなことがあってはならない。  

③効率性・透明性  
社会保胡甜」度は効率的で、開幕で分かりやすいものであることが必要である。  

④公私の没割分秒地域社会の協働  
公的な支えである社会保齢臆■とともに、一人一人が地域社会の一員として様々な地域   

社会の支え合い・助け合し、の仕組に参加L、共に支え合っていくことが重責であるっ  
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必要な人的・物的資源の計画的整備をj干うことが必要である。  

・影締艮酬体系・介経書甜体系の見直し   
改革を実現していくためには、安定的な財源の確保・継続的な資創生入が必要だが、同  

時lこ医療制度・介旺制度内部での疑相配分のあり方についての見直しも必急診療報謝・  

介覧報酬体系そのもの、基本骨格のあり方にさかのlまった検討が必要である．  

⑤医療・介ほノこ関する将来試算の実施   
あるべきサービスの婆はどのようなものなのか、そのことを明らかにしつつ、それ雇実  

現し、維持していくためにはどれだけの要用（フロー・ストック）が必要なのかを‡宙十する試  

算を早急に実施費用推計喜式算を宣告まえ、財源の確保方策について検討を行う。  

社会保険方式の修正案、墟方式（複数案）について、客読的・中立的な定量的シ三ユレーシ  

ョンを実施し、関連賃料（バックデーーーウ）とともに公表した。   

建設的な制度改革論誌を行うためには、共通の土台となる客硯的・奏孟朗勺データに基づ  

く議論が不可欠。このシミュレーション結果がそのような「共通の土台となる基堤資料」とし  

て活用され、甚碇年金の財政方式に関する藩急がさらに深まることを期待する。  

虔・未納問題への対応   
未納はマクロ的には年金財政に大きな影響を与えるものではないが、未納の増加（とそ  

れによる無年金者・低年会者の発生）は、皆年金制度の理念を脅かす大きな開題。未納者  

の属性を分析し、   

・低所得者についての免除制度の積極的活用   
■非正規雇用者・非適用幸美所見用看への厚生年金適用の拡大・雇用主による代行徴収   
・確信的不払者（多くは中高恕所得者）に対する強制徴収の集施  

などの属†封こ対応した実効ある対策を早急に実施することが必要である。  

r…・無年金・低年金問題への対応   

現行の納付率で将来無年金者が大きく増大することは考えにくいとはいえ、将来にわた  

って継続的に高齢者の一定割合（約2％）の無年金者は発生。未納対策の徹底とともに、  

最近増加しつつある生活保誼受給者の状況にもかんがみ、基礎年金の最低保障韻の設  

定、弾力的な保田斗追納等の相星を検討すべきである。  

（5）少子化・次世代育成支援対策  

・丑未来への投資としての少子化対策  
少子化は白木が直面する最大の謀乱基本は、就労と結婚・出産・千育ての亡者択一   

構造」の解決を通じた「希望と現実の奉軌の醍胤「仕事と生活の調和の実現」と「子育て   
支援の社会的基盤の拡充」を車の両輪として取り組むことが重要であるぅ   
②仕事と生請の調和の推進  

r仕事と生活の調和（り一ク・ライフ・バランス）憲章j、「仕事と生活の調和推進のための   

行動指針」に基づき、全ての働く者について社会全体で閻き方の見直しに取り規んでいくこ   

とが必要である。   

③子育て支援サービスの充実   
1歳の璧、4歳の望、小1の璧、小4の璧の負…消など利用者視点に立ったきめ描かな運   

用面での改善が必要．また、施策の担い手となっている市町村レベルでの取組の充実、省   

庁間の連携の線化を図るべきであるら   
尾上地域こおける子育てⅠ景境の警備  

地域の多積な主体が担い手となり、子ども自身の視点に立つとともに、親を一方的なサ   

ービスの受け手とせずその主体性とニーズを尊重し、子育てが孤立化しないように、子ど   

も自身と規の成長に寄り添う形で支援することが重要である．  

骨少子化対策に対する思い切った財源投入と新たな制度結系の淫美  
大胆かつ効果的な財政投入を行ってサービスの質・墨の抜本的拡充を回るペき」司時   

に、甥在境々な制度に分かれている子育て支援関係サービスを再構成し、一元的に提供   

することのできる新たな制度体系の構築が不可欠である。  

（6）セイブティネット塩能の強化   

社会保障制度が持つリスクヘッジ敵組の酎ヒ、適時適切なサ¶ビス提供の実現という星琵   

（4）医療・介箆・福祉サービスの改革  

①医療・介護にかかる需要の増大  
75護以上高齢者の増大・家族介謳力の低下・地域のサポートカの低下等々により医療・   

介笹サービス需要は増大。需要に応えるサービス確保のための将来の財源確保が大きな   

課題となることは不可避。  

一息不十分非効率なサービス捷供体制  
我が国の病院は、人的・物的資源の不足、非効率が指礪はれる一方で、救急医療問題、   

地域医森の困窮、産科小児科医の不足など様々な課諷こ直面している。これらの課姐＝   

対し現物皆でできる緊急の対策を講じていくことが必要だが、同時に構造問題の借浣への   

取組が不可欠である。  

信・サービス操供体制の構造改革と人的斉源・物的資源の計画的整備   
「選択と集中」の考え方に基づいて、病床鹿能の効率化・高度化、地域における医療建   

舘のネットワーク化、医療・介建を通じた専門乾漣聞の崖能・役割分担の見直しと協働体制   

の構築、人的貿源の計画的覇成▲確保など、効率化すべきものは思い切って効率化し、他   

方で資源を集中投入すべきものには思い切った投入を行うことが必要であり、モのために  

」   

：．l  
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化などに加え、就労インセンティフに配慮した運営や、能力閲覧が不十分で自立が国難な   

芸者について、基馳〕勺なレベルの訓績や、ジョブ・カード制度の活用等による実践的な割綾   

の磋会の提供等が必要である。   

さらに、改正最低貰会法の趣旨に従って最低賃童を引き上げ、労廃者の生活を下支えし   

ていくことも重要である。   

低所得者対策として各社会保障制度ごとにきめ細かく負担軽減窒が講じられているが、   

糾度ごとの体系がバラバラであり、複経であるL筐】民の視点からみて、分かりやすく利用し   

やすいものとするよう別便を見直L、各制度の担当者が相互理解に努めるとともに、制度頂   

断的視点l二立って、ワンストソプサービスなど手続きの筒栗1ヒや負担の覆滅、必要な事汚  

の姫化のための茎監碧耐社会保障音号・カードの検討等を進めるべきである。  

く2）古巨力闘寛政惹  

句工程表と不断の施策改善の仕組  
中間とりまとめに記された施策の具体的な推進体制を整備し、エ諸表を作成」て、早急  

に冥施すぺきである。  

施売買施に際しては、過去への反省も十分に踏まえ、施集効果を客観的に把握し施策   

の改善に不断に反映させる恒久的な仕組を糾度に組み込むべきである。   

官能力開発施策体制の掛ヒ  
枝美能力訓緯掠等のコース′カリキュラムを介護などの今建一暦成長が見込まれる分   

野のウェイトを高めるよう見直すとともに、その内容も就労時に実際に求められる能力の   

開発につながるものとするなど、或労ニーズに即した結力開発の英領に向け、至急かつ   

終結朗に取り組むべきである。  

慌某能力開発地宗は、教育、恩吊保検を活用した職責訓練はもとより、生活保護との蓮   

抗をさらに誰化する必至が大きい。また、地域毎に異なる産業・雇用の実態に印し、芸ら   

に施策対象を明確化Lてきめ細かに対応する必要もある。したがって、国が全酎勺な視   

点から引き続き責任を果たすことはもとより、地方への十分な財源の確保や、権限移譲も   

含め、地方がより主体性を持ち、国・自治体・教育界偏差界が一体となって各分野の追   

詰を耗合的・有枚的に連動させかつきめ細かに冥施運用できる体制を定立すべきてあ  

る。   

魯詰責生涯長期化に対応Lた能力開発  

高齢化が一層進展する我が国において、長期化する一人一人の職業生涯モ持続可能   

で充美したものとしていくための階差能力開発への支接を強力に進めるペきである。   

旬若年時能力開発対簑による社会保障の基盤弓睾化  
若年時の能力開発の充実は、生涯にわたる安定した雇用の大音曜となるものてあり、  

点から、′‡高額療責斐斜度の改書（現物給付化など）、r喜1低所得者対策の見直L（制度積跡   

的な改革）を行うペき。ITの活用や社会俣悼番号制の導入槙討を積椅的に推進すべきであ   

∴  

（7）制度に対する信盲扇の回蛮・国民目頴に立った改革の実施   

し壬・公的年金利度への信主組複  
硯行訊度に対する不信は．副圧そ九自体の問題というよりは制度運営に関わる毘に対   

する信頼の低下に起居する面が大きい。公的年金制度の1言幸貞を向複させ、本来の塩鮭を   

十全に発揮させるたのにも、昏は、訂渡への信号員の回顔のために総力をあげて努力すべ  

きであるコ   
t亘運用面ての改善  

社会保ポ音宗】j度に関しては、大きな制度改革も皇室だが、地方分権の視点に立ち、現行制   

度の運用を改書することで解決で苦る諾題も多い．還吊改善で対応できる事項については、   

本中間報告での指碩を鐸まえて、政府において早急に対応すべきであるにの点は「3 中   

間報告後の三童話」7〕、ら生まれた提言についても同積てある。）。  

［互画  

中間緒告においては、セイブティネット緩能の強化の－一王買としての低所得者対策、現役世代  

の活力の維持・弓童化のための能力開発政毒妄．医療・介護のあるべき嚢を芙現していく吉見点から  

の医療・介護登用のシミュレーションの実施、新しい次世代育成支援システムのあり方といっ  

た亘島点が．なお引き続き法論を詰めていくべき論点として残された。   

中間報告以降、これらの論点について各分科会において議論が行われ、現行制度の問題  

点と改善のための具体策について、次のとおり吉見をまとめた〔  

′1）低所得者対策   

低所得者への就労支援を行う上で、日本経済の成長、暗に中小企菜での就労誌会の拡   

大が重要。また、地域ごとに雇用事憎が異なることに応じたきめ細かな就労支援施策の真   

読が必蚤である｝   

施策実施に際しては、i重責への反省も十分に踏まえ、施這効某を客ぎ旦的に把還し施完の   

改善に不帆こ反映させる短久的な仕纏を制度に組み込むべきである．   

若年罷なと規子光代が生活保謹を受けざるを指ないときに、そこから抜け出す力をつ（づ   

るための「ばね掻」のような政策が必要。自立支1嘉に向けたハローウーウ、巳治体の取組強  
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予防の強化による悪書数減（外菜患者約3三万ノU白瓜  

匡稟品・医療損器の効率化等の効責化（伸び窒ケース圧：の場合）  

を見込んだ。  

・20コ5年に、匡摂・介護糞用は現状のdl兆円（対GDP比79％）が、現状指影シナリ  

オで85兆円程度（10S－109・1も程度）．改革シナリオ（Bl一日3）で9卜9－1兆円程度  

（116←12∩‘〉も寺呈度）。  

一 追加的に必要となる公党財源については、現状投影シナリオで対GDP比十i4〃も程度、  

改革シナリオ（Bl～B3ノで＋18－20‘シ乙手堅度。これを消菓税率換算で見ると、現状投宗乏シ  

ナリオで3％程度、改革シナリオ（Bl－B3）で4％程度。  

・なお、途中年次（2015年）時点で見れば、追加的に必要となる公費財源は、改革シナ  

リオ（Bl－B3）で対GDP比十0．6－07％程度、消費税率換算では1ウ■ん程度，  

低所得に陥らなし、ようにするためl＝も重要である。そして、このことは雇用保険制度の支  

え手の確保・先買にもつながる∴若年能力開発対宗によって、雇用保暖制度の安定的な  

運営を確保するとともに、社会保障制度ひいては我が毘経済社会全体の基盤の強化を回  

るペきであるさ   

）医療・介云重安用のシミュレーション  

今回の匡療一介孟亘費用のシミュレーションは、現状の医療・介邑富サービス提供体制の間貸  

点に関する中間報告での指摘を踏夏え、医療・介謹サービスのあるべき姿を実現するとい  

う視点から、サビス提供体制について一定の改革を行うことを前提に推計（シミュレーショ  

ン）を行ったものであり、「医痛・介荘サービスのあるべき姿Jを具体的に示して行った推計と  

いう意味で、これまでになかったI監十と言えるし   

シ≡ユし一ションを実施するに当たってのポイントは、以下のとおりである。  

・必要な医療・介喜蛮サビスを確保する視点から、大胆な改革を行うことを前提とした。  

・改革シナリオにおいては、サービスの充実強化と効宰化を同時に実施することとし、   

改革の程度に応じた複数のシナリオを裏施しナニ凸  
・経済成長、科学技術進歩、効率化蚕業等、医療賀の伸びに岸；響を与える要因を適正に   

強り込ん仁。  

2D25年での改革シナリオ】亘成を前提に、コ0】5年時点での推古璃古巣を示し、併せて、   

現だの財源塙成を前矧二、2把5年における必要財源の規模も吉塀した．   

シミュレーションの結果については、以下のとおりである（数値は姥；斉前提Ⅱ一1、B2シ  

ナリオに基づく改革を行った場合のもの）。  

・医標・介書留劃共体制について、  

急性期医療の充実封ヒ・効率化（急性期医療の鼠員数売買（現在の一般病床全体  

の平均に比べ倍増の水草に引き上げ）、平均在院日数の短編（現在の一般病床全体  

の宇均に比べ半減（三責状203日から10日へ）バ  

病院病床の観能分化（現状投影シナリオで一恵病床133万床となるところ、急性期  

重患性き掛回復期リハビリ病床等に桧能釧ヒL、悪性期G7万床、葺急性期等⊥1万床、  

合わせて全体として現状程度の病床（約110万床Jで高齢化宗吾増に対応）■  

在宅医環▼在宅介言更の充買〈訪問診療の充実、居住系サービスの充実等による居  

住系・在宅介護利用者の噌（頭状から約jこぅ万人／Bの増）等ノ  

マンパワーの克美琵保（全休で現状の1丁－1S倍に増加）   

を前提とするほか．  

・医療契全体について  
箆京成長や技術違歩に応じた浮びとともに、  

S  

（4）少子1ヒ対策の言責と謹呈皇   

少子化問矧ま、将来の我が匡の経済成長や、年童をはじめとする社会保障全体の持続   

可能性の娼幹にかかわるという点で、最優先で取り組むぺき「待ったなし」の欝裏である。   

不孝6月の中間とりまとめでは、少子化対策は、将来の担い手を育成するー未来への投   

資」として位置付け、就労と結婚・出産・育児の亡者択一構造」の解決を通じた「希望と現英   

の帝諾」の解消を目指し、句仕事と生活の誼粕、②子育て支援の社会的基盤の拡充を「車   

の繭」として取り組むことが重要としている。   

あわせて、我が国の家族政異聞係支出が諸外厨に比べて非常に小さいことから、「匡1が   

責任をもって国・地方を通じた財源の経信を図った上で、大鯉かつ効率的な財政投入を行い、   

サービスの貰・量の抜本的な拡充を図るための新たな制度体系を構築することが必要不可   
欠」とされている。  

（5）新たな制圧体系絹実に向けた基本的視点   

中間とりまとめで指摘した「新たな制度体系の偶語」ヒ関して、保高サービスのあり方や   

育児休業制度の見直Lについては、すでに専門の空言芸貪において、年末に向けて議論が   

始まっているところであるが、今後の喜星論に反8具させていくため、以下のように講題を釜望   

した。  

‡′仕事と子育ての両立を支えるサーヒスの穿と量の確保等  
新たな制度体系淫纂に繹しては、潜剤勺な保育サ～ヒス等の言責に封し、速やかにサ   

ービス提供されるシステムとすることが必要ら  
扇き方の多凛化、子育て支援ニーズの深化・多緩イヒを踏まえ、退路看視点てはなく、子   

どもや講の視点に立った仕組とすることが重責であり、良買なサービスをきちんと選べる   

．、しi  



るコストさらには児童手当をはじめとする子育てに関する緩宗的支提の充実も、緊急性   

の高い保育をはじめとするサービスの充実の優先の必要性にも告志しつつ併せて検討す   
べきL  

少子化対熟が未来への投貨」として、臥他方公共団体、事業主、国民が、それぞれの   

役馴二応じ、焚用を負担していくよう、合意形取が必至。  

〔亘 

今般、医環・介星空男用に関する試算（シミュレーション）を行ったことで、中間報告において示  

した塞援年金に関するシミュレーション、平成19年12月に政府においてとり苦とめた「子とも  

と家族を応援する日本」重点戦略会≡蓋報告とあわせて、社会保障の大宗を占める年金、医痘・  

介諾、少子イヒ対策に関して、それぞれの課題や改革の方向性、将兼必要とされる財源の親授  

について、具休的な姿が明らかになった。  

基穫年金制度については、財政方式を巡る講読があることから、国民会誌では、現行社会  

保険方式による場合と税方式による場合のそれぞれについて定量的シミュt′－ションを行っ  

た。中間報告でも述べたが、建設的な制度改革論護を行うためには共通の土台となる客観  

的・奏泣的デーうに基づく法論が不可欠であり、このシミュレーション絶景がそのような「共通  

の土台となる碁覧賃料jとして意用され、基礎年会の財政方式に関する法論がさらに深まるこ  

とを期待するものである。  

平成16年の制度改革の効果により現行基礎年金制度の財政は安定しており、シLレーシ  

ョン結集からは、免除者の増大や納付宰低下がマクロの年金財政に与える影響は棲定的であ  

ることが示きれた。いわゆる未納問題は現行制度最大の問題であるが、それはマクロの年金  

財政の間男というよりは、未納の増加（とそれによる無年金看・低年金看の発生）が皆年金制  

度の理念を脅かし、将来の低年会音・無年金看の増大によって国民皆年金制度の本来低能で  

あるー全ての国民の老後の所得御車」が十全に絵能しなくなることがより大きな問題であり、そ  

の胡点から、非正規労働者への厚生毎会適用拡大や免除制度の帯封勺活用などの未納対策  

の弓封ヒ、碁隠年金の最低保障法能の強化等が大きな辞退となる。  

仕組とする必要がある。また、病児保育などの多桔なニーズヘの対応も諜乱   

サービス量の抜本的拡充のためにも、  

・ニーズの多顆化に対応した保育の必要性の判断の仕キ旦（ー保育に欠ける」という要件   

の見直し）  

・サービスが必要な人が安心して利用できるような保障の弓引ヒ（権利性の明確化）を協り、   

保育所と利用者が向き合いながら、良質で桑放なサービス提供を行う仕絹  

・民間話力を着用する観点からの多様な提供主体の参入  
・一定の貰が倶たれるための公的責任のあり方  
といった見直しの視点を屋沓蓋えつつ、専門の誓書芸会において主星言烏を深めていく必要があ  

る。   

放課後児童対策について、制度面・予算面とも拡充する必要。   

身近な地域における社会的な子育て支援桧能の強化が必要。   

育児休業制虔ヒついては、短時間勤務制度など柔軟なl動き方を支援することが重要。  

あわせて、男性く父親）の長時間労働の是正や育児休莫の取得偵遥ぬどの働き方の見直  

しが必要。その際．企業澹富者の夏≡鼓改革とともに、企茶内保育施設設置に対する支援も  

富め、企業にインセンティプを与えるような仕組も重要。   

紐割り行政を廃し、サービスを実施する市町村における柔軟な弓娘旦を可能とすることが  

f．・苧．  

②すべての家庭の子育て支援のあり方   
新たな制度体系の楠鞄二当たっては、育児不安を抱える者への対応など、すべての子  

育て家庭に対する支援をより拡充することが必要。   

安心して子どもを産むことができるための妊娠・出産期の支援の拡充が必要。   

母子家庭への支援、社会的萎旺を必衰とする子どもや障害児など特別な支援を必要と  

する子どもに対する配慮が必要。   

地域住民、NPO、企業など、多様な主体の香煙巨協働により、地域の力を引き出すこと  

が必妻．  

③国民負担についての合意形成   
少子化対義は社会保障制度全体の持絹可能性の棍享♀にかかわる政策であり、その位  

掛寸けを明確にした上で、効果的な財源投入を行うことが必要。   

国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要詣lま、昨  

年泉「子どもと家族を応援する日本J重点戦略会誌報告において、15兆円－21兆円と  

推計されているところ】   
また、同試算には吉宗れていないが、施設整備やサーヒスの賃の維持・向上のための  

コスト、社会的壷謹など特別な支援を必きとする子ども這に対するサービスの充実に著す  

10  】l  
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模に基づく消耗税率に換算して、基礎年金について現行社会保険方式を前提とした場合には  
2015年に33～3′5つる程鼠2025年に69も程度、税方式を前提とした場合には2015年に6－  

11％程度、2025年で9－13％程度の新たな財源を必要とする計算になる（経済前提Ⅱ－1  

（医療の伸び率ケースの、医療・介荘B2シナリオの場合）。  

社会像嘩を支える財源には、公費負担以外に保険料負担がある。年金保険料については・  

平成16年改正により将来の保険料には上限が設定され、201一年度以降、厚生年金では柑  

3％r労使折半）、国民年金では169DO円（平成t6年虔価格）に固定される（なお、基礎  
年会について税方式を前提とした場合には．企業や個人が負担している基礎年金相当分の  

夙尉署負担はなくなることになる。）。   

医療■介矧こかかる保険料負担については、今回のシミュレーションによるサービスの充実  

と効率化を同時に実現することを前提とすれば、2025年段階で、現行と上坂重して対GDP比で  

＋15－17サi程度となる。  

また、制度に基づく給付サービス以外に、包のみならず、1也方自治体が様々な形で提供す  

る社会保線＝関わる給付サービスがある。地方分権、地蝮住民のニーズを踏まえた地域の  

実態に即したサービスの奏施という視点からは、このような施策にかかる財源の確保をどの  
ように考えてしヽくかも大書な諾題となる。  

言うまでもなく、私たちの社会保障を守り、将来世代に負担を付け回しすることなく、信頼で  
きる制度として次の世代に引き濯いでい〈ためには、規在の社会に生きてし、る我々恩民がみ  
な、年矧こかかわらず能力に応じた応分の負担に応じなければならない。  

社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとし、同時に必至な場能の強化を実現して  
いくために、今回のシミュレーションの対象でない陣寄者福祉等を含め、あるべき給付・サー  
ビスの姿を示し、それを実現していくための改革の全休像を明らかにしながら，必要な財源を  

安定的に確保していくための改革に莫釧＝取り組むべき時期が到来している。   

遼やかに社会保障に対する国・地方を通じた安定的財源確保のための改革の道筋を示し、  
園長の理解を得ながら具体的な取紺Jニ着手すべきである。  

いて中間報告では、救急医療の開通、地域医療の困窮、産科小児科医の不足などのr当面の  

繋急謀讃」について現段階で出来るだけの対荒を試じていく必要性を指事示しつつ、同時に、こ  

れらの問題の背景にある「構造問題の解決への取組」が不可欠である旨i割乱′た。   

今回の医療・介意空費用に関するシ≡ユレーションでは、中間報告で指摘されている現行制度  

の様々な絹造問題（サービスの不足・非効率な提供システムなど）について、サービスの充実  

と効率化を同時に実施する改革を行い、「医療・介謳サービスのあるべき姿」を実現した場合  

の医療・介提要用Jこついて、大胆な仮定をおいて孟式算を行った。  

今回のシミュレーションの背景にある哲学は、医療の機能分化を進めるとともに急性期医療  

を中・いこ人的・物的資源を集中投入し、できるだけ入院期間を減らして早期の家庭援婦・社会  

復帰を実現し、同時に在宅医療・在宅介護を大幅に充実させ、地域での包括的なケアシステム  

を構築することにより利用者・患者のQOL（生活の質）の向上を目指す、というものである。   

今回示されている医療・介註の将来費用推計は、そのような前提に立ち、一つ一つのサー  

ビスの改革を積み上げて算定しているものであり、この哲学に基づいたサービス提供体制の  

姿が実現されれば．現在の医療・介監とは格段に異なる質の高いサービスが効率的に提供で  

きることになる。この点は、今回のシミュレーションを王里解する上で非常に重要な点であり、で  

きるだけ分かりやすく国民に示していく努力が求められるリ   

京た、もとより、このようなサービスの姿が実現されるためには、安定的な財源の確保のみ  

ならず、サービス伏総体制の計画的整備や専門職穏周の役割分担に関する制度の見直し、  

診療報酬・介護報酬体系の見直し、マン／くウーの計画的毒成・確保、サービス提供者間・多暇  

柱間の連携・ネットワークの仕組の構築、サービスの其の評価など、制度面を含めたサービス  

提供体制改革のための相当大胆な改革が実行されなければならない。   

その意味で、このような改革を実繹に行っていくlこ降しては、実現されるサーービスの姿を分  

かりやすく国民に示し、国民的合意妄得ながら具体的な改革の道筋（エ程萎）を明らかにし、一  

つ一つ詰責に改革を実現していくことが必要であることは言う京でもないu  

さらに、これらに「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示された、少子化対簑の  

充実を回った場合の巽用言頓を合わせれば、社会保障制度の大宗を占める年金、医療・介経、  

少子化封層について、その機能を充実弓封ヒしていく「実現すべき・目指すべきサービスの姿」  

としてどのようなものがあり、それを実現していくために必貢な指末の賀用がどの手呈度のもの  

であるのか、薔ね明らかになるユ   

ニれに、茎定年全国層負担を1侶から〟2に引き上げるたのに必≡な車用を加えれば、社会  

保障の塩鮭廷化のために追加的に必要ぢ園・地方を通じた公費負担Jよその時点での捌  

一二、   

5 おわりに一国民会誌からのメッセーシ～  

いままで、社会保障lこ関し、国民が制度の哲学や埋怠具体的運用などについてトータル  

15   
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に孟㌫鼓する場面は、残念ながらほとんどなかったと言えるであろう＿   

社会保桓別圧は非常に国民に身近なものであり、国民は日常生活の様々な場面で社会保  

障の給付音更け．サーヒスを利用しているにもかかわらず、吉た、少な刀、らぬ負担を税や保  

険料の形で負担しているにもかかわらず、その全体像がどうなっていて、制度の改革が惚々  

人の生活にどのように影響するのか、給付・負担両面での当事者としてきちんと関心を持って  

法論に参加する場面は、なかなかなかったのではないだろうか。  

今段の社会保険庁の不祥事や長寿医療制度を巡る混乱は、キ包めて遺憶なことであり、国   

r厚生労働省）は自らへの国民の信穎回復のために監力をあけて努力すべきであることは  

舌妄酎二ないが、他加、今包のことは社会提障机、かじ毘罠の日常生：至に直ほ大きな雲三  

等を持つ重要な制度であるか宣、政治や行政当局、そして国民自身にも、改めて案悪させるも  

のであったということも言えるであろう。  

今後、社会の憲齢化が進れ負担の増加が退けられない中で、社会俣憶の枝告Eを∃射ヒし、  

同矧＝更別勺な持続できる制度にしていくためには、大胆な制度改革が不可避であり、その  

ような改喜を芙現していくためには、サーゼスの利用者＝受益者であり、同時に負拒看でもあ  

る国別く、文字どおり彗事者として詰論に積極的lこ参加し、国民の乱経で議論を進めていくこ  

とが必須である。   

そのためにも、社会保障制度を、より分かりやすく、利用Lやすいものにしていくとともと、  

社会保障に関する惜領一データの開示、l司罠一人一人のレベルで社会保障の烹封寸と負担を分  

かりやすく示すための社会保惜春号制の導入検討を、国民の含意を得ながら積極的に進めて  

いくことが必要である¢  

社会保障国民会誌は．10ケ月にわたり、現場の声、地域の声をできるだけ取り入れて議論  

してきた。現行の社会保障が抱える問題点を指摘しつつ、社会保障の挨責き鐘化のための今後  

の制度改正に向けた言毒論の土台を示し、社会保障国民会誌は、この最終章丘告をもってその役  

割を終えることになる。   

しかし、社会保障と国民のかかわりに終わりはないコ当事者である国民の声が広く取り入れ  

られるかたちで、この社会保障国民会誌報告＝盛り込まれた提案について、具体的な制度改  

革の道筋を明らかにし、当事看である匡】罠が運吊面での改善が行われているか、制度改正  

への取鴇が進んでいるか、引き続き監視し、書見を述べていくことは、この図の社会保障を守  

り、立て直してい〈ために欠かせない。  

社会保悔は国民自身のものである。国民各位に．自身の社会保障を守るため、拉会をとら  

l」  

えて謹論に春如していくことを威し、、他方、行政には、国・地方を問わず、社会保障に問し国民  

の参加を可能とする唱を設けていくことを提案し、寺冒喜の詫びとしたい。  

ご9・  

魯 地域における相談支援が十分に接能するためにも、多様な支援を必要と   
する精神障害者に対してケアマネジメントを行う桜能の充実を図る。   
あわせて、相談支援の中核を担うべき地域自立支援協言萎会についてもそ   

の機能の充実を図る。その際、地域自立支援協議会への当事者の参画を促   
進する。   

′∋ 精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援については、障害者   
自立支援法に基づく障害福祉サービスと保健医療サービスとの密接な連   
携の下で行われることが不可欠であり、これらのサービスの複合的な挨供   
を含めてその体制の一層の充実を図る。  
また、住まいの場については∴終神障害者が地域生活を営むに当たり最   

も重要な基盤の1つであることを踏まえ、国及び地方公共団体は、その確   
保のために重点的な取組を行う。  

精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援の一層の推進に向けて  
「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会（中間まとめ）」  

平成20年11月2 0日  

今後の精神保僅医療福祉の  
あり方等に関する検討会  

本検討会においては、平成16年9月に策定された「精神保健医療福祉の改  

革ビジョン」（以下「ビジョン」という。）における「入院医療中心から地域生  

活中心へ」という基本的方策を更に推し進めるという共通認識の下、精神探偵  

医療福祉施策に関する抜本的見直しのためのビジョンの後期5か年（平成21  

年9月以降）の重点施策群の策定に向けて、本年4月より検討を開始し、9月  
には、それまでの議論を踏まえ、「これまでの言義論の整理と今後の検討の方向  

性【論点整理】」において論点の取りまとめを行った。   
本検討会においては、この論点に基づき、精神障害者の地域生活への移行及  

び地域生活の支援に関連する事項について、9月以降引き続き検討を進めてき  

たところであるが、これまでの議論を踏まえ、精神障害者の地域生活への移行  

及び地域生活の支援に関し、障害者自立支援法の見直し等に向けた本検討会と  

しての意見を以下のとおり取りまとめた。  

Ⅱ 個別に対応すべき事項  

以下の個別の事項のそれぞれについて、障害者自立支援法、精神保健福祉   
法の改正等の制度的な見直し、障害福祉サービスの報酬における評価の見直   
し、関係予算の確保等により、施策の具体化を回るとともに、国・地方公共   
巨‖本が一体となってその推進に当たるべきである。  

1 相談支援について   

rlJ地域生活の拡充のための相談支援について   

（相言炎支援体制の充実強化）   

○ 精神障害者が病院等から地域生活に移行し、安心して地域生活を富ん  
でいけるよう、総合的な相談を行う拠点的な楼閣の設置等、地域におけ  
る結合的な相談支援体制を充実すべき。  

○ 精柳重言着地域移行支援特別対芸事業において行われている、病院か  
らの退院等に向けた地域生活の準備のための同行等の支援に加え、居住  
サボ鵬卜事業が担っている民間住宅等への入居時の支援や緊急巳引こ対  
応できる地域生活における24時間の支援等について、全国のどの地域  
においても実施されるよう、個々の支援を評価する仕組みに改めるなど  
充実を図るべき。  

▼ ワ  

工 基本的な考え方  

障害者自立支援法の見直し等に当たり、精神障害者の地域生活への移行及  

び地域生活の支援については、精神障害者の特性き十分に踏まえて、以下を  

基本的な考え方とすべきである。   
なお、精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援に当たっては、  

病院等から地域生活への移行を目指す看だけではなく、家族と同居している  

者への支援についても推進すべきである。   

（‡，障害者自立支援法に基づくものをはじめとする相談支援については、日   

常の継続的な支援や緊急時の支援を通じて、精神障害者が安心して地域生   

活を富むことを支えるとともに、地域生活を営む精神障害者に対する緩々   

な支援を結び付け円滑に利用てきるようにする重要な桔能であり、その充   

実弓毒化を今後の施策の中核として位置付ける。  

－1一   
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（3）精神保健福祉士の養成のあり方等の見直しについて  

O 「精神保健福祉士の喜成の在り方等に関する検討会」における検討結  
果を踏まえ、精神障害者の地域生活の支援を担うという役割の明確化、  
保健福祉系大学等における養成課程の水準の確保や精神科病院等の精  
獅斗医療蝮関での実習の必須化、資格取得接の妾質向上の責務の明確化  
をはじめ、制度上の対応を図るべき。  
また、実の高い精神保健福祉士の老成のためのかノキュラムの見直し  

について引き続き検討すべき。  

2．地域生活を支える福祉サービス等の充実について   

（1）住まいの場の確保について   

（グループホーム・ケアホームの整備促進・サービスの質の向上）   

○ グループホーム・ケアホームについて、整備費の助成制度や公嘗住宅  
の活用等を通じて、更に整備を促進すべき。  
その際、地方公共団体は、障害福祉計画等に基づく計画的な整備を行  

うとともに、整備実矧＝向けた地域住民との調整を含め、自ら積極的に  

警備を促進すべき。  
また、夜間の安全・安心を確保するための必要な人員体制の確保、支  

援内容の向上等、質の面でも充実を図るべき。  

（公営住宅への入居促進）   

○ 優先枠設定等による優先入居の一層の普及、民間住宅の借上げによる  
公営住宅の供給の促進、先進事例の調査研究やその成果の普及等を通じ  
て精神障害者の公営住宅への入居促進を図るべき。  

（公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての活用促進）   
○ 地方公共団体の住宅部局及び福祉部局並びにグループホーム事業者  
の具体的な連携方策を示したマニュアルの作成・普及、改良工事費への  
助成の充実等により、公営性宅のグループホーム・ケアホームとしての  
活用を更に促進すべき。  

（民間賃貸住宅への入居促進）   

O「あんしん賃貸支援事業」の更なる昔及や公的家賃債務保証制度の拡  
充・普及等により、民間賃貸住宅への入居を更に促進すべき。  

（ケアマネジメント機能の拡充）   

○ 精神障害者に対する、医療サービスも含めた総合的なケアマネジメン  

ト機能を充実する観点から、サービス利用計画作成費について、病院等  

から地域生活への移行や地域での自立した生活を営むことを目指す者  
を含め、その対象者を拡大するなど、充実を図るべき。  

○ 精神障害者本人による自己選択、自己決定を尊重しつつ、個々の精神  

障害者の状況に応じたケアマネジメントが促進されるよう、サービス利  

用計画の作成手続について、現在支給決定後に作成することとなってい  

る取扱いを見直すとともに、作成後においても、経続的にモニタリンク  

を実施する仕組みとすべき。  

く自立支援協注会の活性化）   
○ 精神障害者に対する相談支援を効果的に実施するためには、地域にお  

いて精神障害者を支える医療や福祉をはじめとする関係者の有様的な  
連携を構築することが不可欠である。  

このため、相談支援体制において中核的役割を担う自立支援協言責会に  

ついて、その設置を促進し運営の活性化を回ってい〈観点から、その抜  

能の充実を図るとともに、その払能も含めて法律上の位置付けを明確化  

すべき。その際、自立支援協議会への当事者の参画を促進すべき。   

（相談支援の貫の向上）   

0 研修事案の充実等を通じて、相談支援専門員をはじめ相談支援を担う  

人材の養成とその資質の向上を図るべき。  

○ 精神障害者やその家族の視点や経験一体騒を重視した支援を充実する  
観点から、地域における精神障害者又は家族同士のビアサポートについ  

て、その推進策を講ずるべき。  

（2）相談体制における行政機関の役割について  

0 精神障害者やその家族等からの様々な相言斜こ対し、身近な地域におい  

て、より適切に対応できる体制を確保するため、精神保健に関する相言炎  

への対応や、医療に関する相談や複雑国難なケースヘの対応等も含めて  

市町村、保健所、精神保健福祉センターが、適切な役割分担と密接な連  

携の下で、精神保健福祉に関する相談に応じ、適切な支援を行えるよう、  

その体制の具体化を図るぺき。  
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（2）生活支援等障害福祉サービス等の充実について   

（訪問による生活支援の充実等）   

○ 地域における精神障害者への継続的な生活支援を確保する観点から、  
訪問による生活訓練の評価の充実を含め、訪問による生活支援の充実を  
図るぺき。  

また、こうした訪問による生活支援を行う機能と訪問診療、精神科訪  
問着謹等の訪問による医療を提供する機能との連携によるものも含め  
て、精神症状が持続的に不安定な患者をはじめとする地域生活を営む精  
神障害者に対する複合的なサービス提供のあり方については、引き続き  
検討を進める。   

（ショートステイ（短期入所）の充実）   

○ 精神障害者が地域生活を継続して営む上で、入院予防的に、又は、一  
時的な休息を取るために利用するショートステイ（短期入所）が、地域  
において確保されることが重要である。  
このため、ショートステイについて、精神障害者本人による利用の拡  

大を図るとともに、単独型のショートステイを含め、その評価の充実を  
図るべき。   

（就労支援等）   

○ 就労系の障害福祉サービスについて、精神障害者の特性も踏まえつつ  
その綾能の充実を図るとともに、雇用施策との連携を強化すべき。また、  
就労系の障害福祉サービスが現在果たしている機能を踏まえ、そのあり  
方について引き続き検討すべき。  

○ 障害者就業・生活支援センターについて、就労面の支援とあわせて生  
活面の支援を提供する楓能の重要性に鑑み、精神障害者による利用が促  
進されるよう、その賃の向上を図りつつすべての圏域での設置に向けて  
整備を進めるとともに∴就労移行支援事業所や医療桜関をはじめとする   
精神障害者の地域生活を支える関係機関との連携を掛ヒすべきG  

O 今後も、精神障害者の特性に応じたきめ細やかな支援が実施されるよ  
う、社会適応訓緯事業の果たしている機能について、障害者施策全体の  
中でその位置付けを明確にし、都道府県等への支援を図るべき。  

○ 雇用支援についても、精神障害者の雇用義務化の環境が早急に整うよ  
う、精神障害者の特性に応じ、予算措置等による雇用支援の一層の権道、  
充実について、引き続き検討すべき。  

－ 5－  

（家族に対する支援）   

0 精神障害者本人だけではなくその家族を支えるとともに、本人と家族  
との自立した関係を構築することを促すという視点も踏まえ、上記の施  
策を進めるなど∴効果的な家族支援を一層推進すべき。  

3．精神科救急医療の充実・精神保健指定医の確保について  

（1）精神科救急医療の充実について  

○ 地域の実情を踏まえつつどの地域でも適切な精神科医療を受けられ  
る体制の確保を図る視点から、都道府県による精神科救急医療体制の確  
保やモニタリングの実施等について、制度上位置付けるべき。  

○ 精神科致急医療と一服救急医療の双方を必要とする患者に対する適  
切な医療の提供を確保する硯点から、精神科救急医疲と一般救急医療と  
の連携についても制度上位置付けるべき。  

（2）精神保健指定医の確保について  

○ 都道府県等が、措置診察等を行う精神保健指定医の確保について積極  
的に実施している先例を参考に、医療積層及び指定医への協力依頼や、  
き高書制等の体制整備に努めるよう促すべき。  

0 精神保健指定医について、措置診察等の公預具としての業務や精神科  
政急医療等の都道府県における精神医療体制の確保に協力すべきこと  
を法律上規定すべき。  

○ また、失念等により精神保健指定医貸格の更新期膿を超えた場合につ  
いては、例えば、遷幸云免許と同様に、再取得の際に一定の配慮を行うよ  
う、制度上対応すべき。  

○ なお、措置診察に全国一律に輪番制を導入することや、措置診察等の  
業務への参画を精神保鍵指定医の資格更新の要件とすることについて  
は、上記の確保策の効果を検証した上で、その適否を含め将来的に検討  
することとする。  

ー 6－  

32  



4 入院中から退院までの支援等の充実について  

○ 精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援等の施策の推進  
体割について制度上位置付けるべき．  

その際、精神保健医療福祉に従事する看について、相互に連携・協力  
を図り．精神謄害者の地域生活への移行や地域生活の支援に取り組む責  

務を明確化すべき。  

○ 病院等から地域生活への移行を目指す精神障害者に対する個別支援  
の充実強化とともに、自立支援協議会等の穣能の活性化等を通じて、地  

域資源の開発や地域における連携の採菓等、地域生活に必要な体制警佑  

を行う機能についても、引き続き充実を国るべき。  

○ 長期にわたり入院している積神障害者をはじめ、入院中の段階から地  
域生活への移行に先立って、試行的にグループホーム等での生活の体騒  

や適所系の福祉サービスの利用ができる仕組みとすべき∪  

Ⅲ 今後の検討に向けて  

本検討会においては、今後、ビジョンの後期5年間の重点施策群の策定に   

向けて、精神保健医療に関する事項や国民の理解の深化（普及啓発）に関す   

る事項等、この中間まとめに盛り込まれていない事項について、r論点整理」   

に基づき、集中的に検討を行い、今後の精神保健医療福祉施策の全体像の取   
りまとめを目指す。  
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安心と希望の介護ビジョン  のつながりを持って生きていける社会を割らなければならない。住み慣れ土地域の中  

でどのように暮らし、生きていくか、まずは、私たち一人一人が考え、選択していく  

必要がある。そして、私たち一人ひとりが、人とのつながりを持って生きていける社  

会を創ることによって、世代、心身の状態を超えて一人ひとりが必要とされ、生きが  

いを持って生毒ていくことができると共に、介護が必要な高齢者やその家族が社会の  

中で孤立することを防く■ことを目指さなければならない。   

ただし、一人ひとりの多接な選択肢へのニーズに対して、個々人の力（自助）だけ  

でも、全国一径の政府施策や介護保険だけでも十分に対応することはできない。地域  

コミュニティにおいて一人¶人が支え合い、役割を持って生きていくための「共助」  

の仕組みを垂儒する必要がある。   

そのために、各地域において、その他域の「人財」とi酋在的な意欲を発掘し、「でき  

ること」と「必要とされること」を結び付け、高齢者が主体的・積極的に活動するた  

めの「土寡」づくりの担い手役となりたいという意欲ある地域の高齢者や住民（「］ミュニテ  

ィ・つ－トコイイトク（高齢者地域活動推進者）」（仮称）に対して、先進的寧例や様々な  

ノウハウを修繕できる撒会を提供（今後10年間、年間300人ずつ蓋出）し、地主或の創  

意工夫を活かした「鳩」づくりを応援していく。   

平成20年1】月20日   

遥高齢社会を迎え、我が国の将来への不安が広がっている。   

今後10年以内に、いわゆる「団塊の世代」である昭和20年代前半生まれが65  

歳以上の高齢者になりきり、高齢者数が急増する。これによって、介護・医療▲年会  

にかかる社会保障章が増大することへの不安。全人口が減少し、高齢者が人口の4分  

の1を占めることによる経済停滞への不安。人生85年時代に、老後の長い時間を幸  

せに暮らせるのだろうかという不安。高齢者を支える介護・医療を担う人材が十分に  

確保できるのか、また、その仕事にやりがいを悉じて働ける人が増えるのかという不  

安。   

一万で、同時に、これまで豊かな超高齢社会に向けて実現してきたことも考えあわ  

せる必要がある。介護イ呆険が始まって以来、「介護は家族がするもの」という考え方か  

ら、「介語を社会として支える」基盤が作られ、措置としての福祉から選択できる介謹  

サーヒスヘと変化してきている。その中で、様々な担い手が介護に参画できるように  

なり、介言射掛ま搬業として確立してきた。介護が必要な状態になっても、介護の現場  

では尊慮をもって自立した生活を送れるような取り組みが始まっており、地域ではお  

互いを支え合おうという地1或活動も始まっている。   

募る将来の不安を薫り越え、．「安心」と「希望」を抱いて生活できる違高齢社会を築  

いていくためには、これまで築いて舌た基盤を充実させ、新しい選択肢を手長み重ねて  

い〈必要がある。  

私たちは、「安心」と「希望」の芙矧こ向け、3つの芙謁すべきことをビジョンとし  

て掲げる。   

まず、高齢者の増加を、即ちマイナスと捉える基本的な発想を改める必要がある。   

これまで高齢であること、要介讃看であることは、社会的弱者であり、保議される  

ぺき存在と考えられて舌た。社会に価値を生み出す「生産年齢人口」は15～64護  

と定透され 60代、70代は建済社会の負担と考える風潮があった。しかし、今日  

ては、60代から新しい仕事壬始める人、70代ても地主或活動などに勤しC人、要介  

護者になっても何か人の役に立ちたいと考える人たちがたくさんいる。   

私たちは、たとえ高齢、要介護になっても、最期まて生き方に選択月支を持ち、人と  

一】－  

二つ目に、たとえ介動く必要となっても、住み慣れた自宅やi也1或で住み読けるため  

に、高齢者の生活を支える介喜窒の貰を一層高めていく必要がある。   

妻介護者の自宅での生活を支えるために、24時間・365日安心して在宅生活を  

送れるような基盤整備を推進していかなければならない。晒せて、要介護であっても  

残存する自らの能力を大切にし、その維持・向上を図ることによって、できるだけ自  

立した生活を目指すために、リハビリテーションを積極的に推進する必要がある。さ  

らに、利用者が生活を支える介護と医療の紺ぎ目を感じることなく利用でき、医療と  

介護の間に挟まり、どちらからも救済されないということのないよう、両者の連携が  

十分に確保されている環境重整備していく必要がある。また、要介護高齢者の増加は、  

慣性都区療ニーズの増加も意味しており、その二【スに適切に対応できるような基盤i  

砥保・ネットワーク整描を進めていく必要がある。   

そのために、地域の特性、住民ニースとサービス堅備の据兄に応じて、利用者の選  

択肢を増やし、財政的にも合理性の高い24時間・365日のサービス提供池島や安  

心の砦となる施設の計画的・戦略的な整備や、要介護高齢者のニースに対応した慢性  

期医昂基盤の確保、救急医療に係るネットワークの重偵を進める。同時に、自宅での  

～生活に必要な心と鮒の糎の即夏＼靴の予防を目指す「在宅生活三削ハヒ頼   

3J‡   



にわたって質の高い介護サービスを実現していくには、介護従事者の致を確保すると  

共に、介護従事者が質の高い仕事をできるよう社会全体でサポートしていく必要があ  

る。桔Iこ、介護保険は主に保険料と公費で成り立っており、そこから収入を得る介護  

草葉者は、介護従事者の労働条件の整備、専門性とやりがいの向上といった環境づく  

りに公的な責任力くあることを強く自覚していかなければならない。介護事業者には、  

介護従事者の処遇改善に取り組むことによって、優秀な人材の確保や栄職率の低下を  

実現し、高齢者や豪族が安心して生活で亘る地域を冥現していくことに貴献しなけれ  

ばならない。   

そこで、介護従事者の雇用環境委改善していくために、「各事業所における介護従事  

者の処遇に関する情報の積極的な公表」を推進する。同時に、「介護従事者の専門性向  

上などの相続教育の充実」「介護従事者の処遇改善に資する介護報酬の設定」「新規人  

材の育成」などの環境整備に取り舶んでいく。  

遠高齢社会における「安心」とは、たとえ高齢、要介護となっても多様な生き方や  

必要なサービスを選択できることであり、超高齢社会における「希望」とは、年齢や  

心身の状態、所得の多寡や家族の有無に関わらす、一人ひとりが大切にされ、必要と  

され、自らの持つ知恵と力を活かせることだと考える。   

その実現のために、これまで構賛してきた制度、培ってきた人材や地域社会、積み  

重ねてきた経験を活かし、これからの手土会を支える担い手として、自ら人生を閃こう  

とする人たち、地域の共助に参画する人たち、介諾を担う人たちが尊重されその持  

てる能力を発揮できる環境喜作らなければならない。そのために、政府、企業、地域、  

国民が知層と力を結集することが、今、求められている○  

政府において1ま、本ビジョンで示した施策を実現するために、計画的に取り組んで  

いくことを要請する。  

ーション拠点の整備」、必要な知識・技術に関する研修を受けた介護従事者が、医師や  

看護師との連携の下に、医療的なケアのニーズが高まっている施設において、繹菅栄  

煮や喀痍噴引を安全性力く確保される範囲内で行うことができる仕組みの整備、地域包  

括支援センターを舞台に介護従事者と医療従事名がチームとして要介護者を支探する  
「チーム・ケアの推進」などに取り組み、介護の実の向上を目指していく。導引こ、言霊  

知症については、介護と医療の連携委進め、認知症の進行と症状、合併症に対する知  

識を関係者、住民が幅広く共有し、連携して対応できる基盤萱整備していく。   

－また、これらのサービスの裏打ちとなる介護保険のあり方について、医療保険との  

より緊密な連携・整合性の確保を図るぺく、包括的に議論を行っていく。   

介護保険は、高齢者が要介言引犬態になっても、尊厳を保持し、能力に応じ自立した  

日常生活を営むことができるようにするという、高齢者本人を支援するための制度で  

あるが、そのような高齢者を身近なところで支えている家族に対しても、日を向ける  

必要がある。   

そのために、適切な休息（レスバイト）や、介護サービスの充実などを通じて、要  

介護高齢者の介護を行う家族の介護疲労や介護負担かできるだけ軽減されるようにす  
るとともに、要介護高齢者の介護を行う豪族に対して、適切な介護情報や、介護知識・  

技術を習得できるような機会を提供していく。同時に、働きながら妻介護高齢者の介  

護をしている家族が、仕事と介護を両立し、無理なく働き続けることができるよう、  

現行の介護休業制度（長期の休業）に加えて、一日単位で取得でさる介護のための短  

期の休暇制虔を設けることを検討するなど、要介護高齢者の家族も支え、豪族自身の  

生j舌を大切にしていけるようにするための仕組みを整備していく。  

三つ目に、介護従事者が働きやすく、介護の仕事に講りとやりがいを持って生き生  

きと取り組み続けていくことができるための環境整備に取り組む必要がある。   

現在、ホームヘルパー（言方間介護員）の研修修了者は326万人（2006年度時  

点）に上っているが、2007年度の介護関係職種の離職率2l．6％は、全産業の  

平均】5．4％（2007年度）を上回っている。また、介講福祉士資格保有者（4  

7万人（2005年））の4劉（20万人）が介預等の業務に従事していない潜在的介  

護福祉士となっている。この要因として、介護従事者の雇用環境が悪く、ワーク・ラ  

イフtバランスが嘉しく、負担の大きい勤務となっていること、介領分野でのキャリ  

アアップが見えづらいことなどが要因として考えられる。   

2025年までに、介護人材が現在の約2倍必要となるという予測もある中、将来  

－ ヽ －  
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「安心」と「希望」のある超高齢社会を実現するために、  

2025年を見据えて取り組む施策  

戯原好プて〝   

く1）コミュニティ・ワーク・コーディネーター（仮称）の輩出  

ゴ，＿⊥級＿＿庄色好ホ重点豊里馳壁！地   

（1）在宅生活を支探するサービスの基盤整備～〟静盈打勝  

○地域の特性、地域の介謹事業者数、拠点・施設の状況、自治体の緊急通報サービ   

スなどの独白塙策を考慮した、在宅サービス拠点や安心の砦となる施設の計画   

的・効率的・戦略的整備  
○なじみのある関係にある事業者からのサービス提供等により、高齢者が住み慣れ   

た地域でZ一時間・365日安心して生活できるよう、訪問介頸・坊間看言空のネッ  

トワーク整備に向けた事業者数の確保と、適切な道営方法の整備 ○要介護高齢者のニースに対応した慢性期医療基盤の確保、救急医療に係るネット   
ワークの整備 ○妻介護高齢者の家族を支えるため、適切な休点（レスバイト）や、介謹サービス   
の充実、適切な介護情報、介護知識・技術を皆得で蔓るような機会の接供、介護   

のための短期の休暇制度の検討  

○意欲のある地域の高齢者や住民が、主体的・措極的に活動するための場を自ら立   

ち上げ、推進できる環境引乍るため、地域の高齢者や住民の抱える課題（求めて   

いること）と、自らの持てる力を活かしたい高齢者（要介護者を含む）の「でき   

ること」を結び付け、高齢者が主体的・積極的に参画するコミュニティ・ビジネ   

スや互助事業などを育成する「キーパーソン」．になりたい、という意欲のある地   

域の高齢者や住民（「］ミュニテイ・ワーク・〕一デイ幸一クー（高齢者地域活動推進者）」（仮称））   

を地域から募集する。   

そして、地域独自の「喝」づくりに積極的に取り組んでいる先進的事例や、こ   

のような取組を成功に結びつけるための様々なノウハウ（暗黙知）を「］ミュニテイ・   

ワーク・コーデイトクー」が修得できる機会を厚生労働大臣が提供する。  

O「コミュニティ・つ一ケ・コーデ石トト」は、年間300人（10年間で3，000人）輩出すること   

とし、それぞれの地域において、地域の創意工夫を活かした「塙」づくりに積極   

的に取り組む。  
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（2）在宅生活支援リハビリテーションの強化ル磨摘㈱プてL  

○訪問リハビリステーションの創設、既存施設における在宅生活を常に念頭に置い   

たリハビリテーションの推進など、在宅生活支援リハビリテーション拠点の整備   

と貨の向上に向けた取組の推進  
O「維持すれば十分」などといった関係者の恵投改革を促すため、いわゆる「維持   

期」リハビリテーションの呼称の見直し  
（2）地域包括支援センターのコ主ユニティ支捷機能の強化  

○地政包括支援センターにおいて、高齢者の生活委総合的に支える中核的役割を担   

うために、介護、医療の従事者に加え、地域活動者、地域ボランティア査含めた  

「コミュニティ会議」を開催する。  

○要介護高齢者や認知症高齢者等の在宅生活を支援する「地域の守立て役」として   

地域包括支援センターが円滑に機能している好事例を収集し、紹介する。  

○地紋包括支援センターについて、地域の高齢者やその家族が生活を還る上で、何   

か囲ったことがあった場合の最初の「総合相談窓口」としての位置付けを明確に   

し、その機能強化を図る。  

（3）医療と介頑の達槙強化・・原穿と脚を虜〃るごとの射lよぅに～  

画頭  
○介護従事者が笠の高い結合的なケアを提供できるようにするため、将来的には、   

医師や看護師との連携の下に、介護の現場で必要な医療行為を行うことができる   

ようにすることを含め、資格・研修のあり方の積討  

0当面、利用者の重度化が進み、夜間も含めた医療的なケアのニーズが高まってい   

る施矧こおいて、必要な知三範・技絹に関する研修を受けた介護従事者が、医師や   

看讃師との連携の下に、経菅栄菱や嗜癖明引を安全性が確保される範囲内て行う   

■
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ことができる仕娼みの整偏  連携の下‾ぐ、その活用を一層促遅  

○医療関係者と介言彗関係者か同じチームの一員として個々の高齢者に最適なケア   
を提供するチーム・ケアの－一層の推違、地矧こおける最適な医療・介護の手長供シ   

ステムを議論するため、関係楔関や団体等力く一堂に会した「地域ケ7推進会議」   

（順拓）の立ち上げ  

○安心・尊慮のある最期を迎えることがで舌るよう、関係楊枝間の達矧こよる緩和   

ケアの積極的な推進  
○医療関係者・介護関係者の責成喜実程等における介護・医療晦聞の協働や連携を学   
習する美智の実施、ケアマネジャー等に対する医療研修の実柘  

巨竺禦空室当  
⊂〉退院寺麦の在宅生．吉への享多寺子にイ乗る医療と介吾蔓の連携壬強イヒするための病院とケ   

アマネジャー・地域包括支援センターとの間の引経ぎ連絡体制の確立   
例〉入院中に胃磨が追設されたとしても、地域包括支援センターの連絡調整の  

下、医療関係者と介護関係者か十分な連携を回ることにより、建菅栄養を  

行いつつ、経口栄養への復帰を自指すケア  

0医療保険による診療報酬と介護保険による介護給付の連動性・整合性の尉呆に向   

けた取相の推進  

（5）地域の特性に応じた高篇着任宅等の整備～題酬応しカ配合廊プく〃”  

0地域ことの高齢化の度合いや地域住民のニーズなど、地域特性に応じた高齢者の   

住まいや終のすみかとしての施設の整備   
※ 公的賃貸性宅のケア付き住宅化（生活支援サービスや介護サービスの付い   た住宅）や 

、既存住宅のバリアフリー化の推進、社会インフラの整備、「早め  

の住み替え」を促す高齢者住宅やケア付き住宅の整備などを他陽樹生に応じ  
て計画的に整備。その際、福祉政策と住宅政策との緊警な連携、ケアの質の  

碇提といろ祖占が必要   
※ さらに、「既に高齢化がある考量反〕生んているま也フ号音β」と「今後高齢化が急速  

に進む都市部」という視点だけではなく、都市部の中でも、「医療税関や両翼  

施設等の社会的インフラが充実している筒中」、「社会的インフラがある程度  

整っている大規模団地」、「街中から一歩離れた新興住宅街」という視点を加  

えることが必要  

0高齢者のみの「集住」とならす、地鳳こ常に開かれた鳩として、多せ代受託堪能   

を持つ小規模の住宅や施設の整備  

（4）認知症対蓑の充実～淵斎あ挫野澤丘．磨／ナスカ丁いく丈カに～  

○認知症の進行と症状、合イ井症に対して、医療と介護が連携して対応で章るように   

するための地域のかかりつけ匡、介護従事者等に対する認知症研修の芸施、地域   

ての総合的なケアの提供を謹めるための地域レベルでの検討会の設置、認知症医   

療と介護の橋渡し役としての地域包括支頒センターの携能強化  
○詑知症高齢者の症状、本人の絹性、終末期などライフステージに対応した言禦犯症   

ケアの標準化、介護現場への普及に向けた取組の推進  

○認知症高齢者の持てる能力を積極的に評価した、社会との低量づくりの拡大  

○認知症高齢者の実態把握、及びその冥態把握の結果も踏まえた、小規禎多機能型   

居宅介護など、喜怒知症ケアに対応した介護サービスの基盤整備  

○認知症高齢者を地域で支えていくため、住民による「認知症サポーター」の普及  

0判断能力が低下した高齢者を虐待や消費者撼害なとから守り、必要な支援を得る   

ことができるようにする制度である成年後見制度について、弁護士や司法富士、  

社会福祉士などの専門職や、高齢者の権利凝儀のための相談支援を行っている匝  
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○離職看護師の介護分野での現場復帰のための再研修の実施．訪問看護ステーショ   

ン設立支援などの取組  
○フリーター等の介護未宗男奏者を積極的に雇用する事業者への支援など、介漁夫繕験   

遥」盆産道垂豊⊆と三三象塾包と基望嘘   

（1：ト各容器所における介隷従奉書の処遇に関する暗諾の公表  

者への就業支援  
○高校生向けの説明会、高校生・大学生の介讃現場でのインターンシツ   

ど、介護専門職志望者の拡大のためのM  

O福祉人材／＼ローワーク（鯨祢）の創設など、人材確保支援の弓削ヒ   

C介護従事者の処遇改悪により、介護従事者の士気の向上、ひいては介護の雲   

上を促すために、各事業所における介護従事者の労働条件や給与水準、教   

など、介護従事者の処遇に関する情報の積極的な公表を推進（基本的にす   

事業者が公表することを目指す）  

○ハローワークにおりる公表情報の積極的な活用の権道  

（2）介東征革者が誇りとやりがいをもって働くことができる浸環の整偏  

○介護従事者の処遇改善に資するための介讃儲酬の設定  
○効率的な事業経営を行うために参考となる経営モデルの作成・提示  
○事業所における介護従事者のワーク・ライフ・バランスヘの配慮の促進  
○介護従事者の専門性向上などの継続教育の充実を目的とした、社会人大学・大学   

院での学習機会の拡大、介隷従草書の能力開発等を行う事業者への支享髪  

○介護の質の評価、ひいては介護従事者の技能の評偶に資するような7ウトカム指   

模のあり方についての桧討  
○長期間勤務杢推進するための、資格や経属貪等に応じたキャリアアップの仕紹みの   

構築、介護従事者のキャリ7・サポートの充実  

O「介護の日」や国民の積極的な介護体験、介護現場からの積極的な情報発信を通   

じた、介護暇の役割や魅力に対する国民の訳書哉・理解の深化、介護従密着が語り   

とやりがいをもって御ナるような社会的意識の百喜成  
OEpAにより入国した外国人介護従事者への適切な処遇  

○介護従事者の負担軽減や介護の実の向上に貸するような介護ロボットや福祉用具   
等の研究開発の推進  

（3）介護従事者の確保・育成 磯－㌻∂脚ニース、J淵訂～  

C選挙会制度の拡充など、社会福祉士、介護福祉士なとの専門獄を育成する養成校  

を志望する学生への支援  

」   ≡0潜在的介護福祉士等の咤り起こし、朋復帰に向けた再研修の莫施  
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後、壬仁に灯罷哺籠亡牟を改繁するためには、早急に開通診瑞戸村昭利l謹外軋・川鍋L  

管外札麻酔科、lセ見料等）との適携など凡作的な御節を幻てることが必要である   

倒産抑救急隈御帥lはこれまで匠痛棒蘭相互の址携をrl】心に整備さ九てきた，また 

酎本牧悪疾恵は馴イこと胎児・研く亡児の診療を同時に行うという特殊性があり、周環洞医  

療附裾引炬尉・ら一醸の救急医療とは別に構築されてきた経路がある．すな一lつら、平成  

8年暖からチ封じされた周稀期医症封訴事業により、馴割符県が設置し現」邪摘者も参  

加十る周在糊医王田方ち鏡台で総合的に計獅され、産科と新生児の民力烹を・トL、とした総合周  

庄川母子匠掠センター及び地域伺荏期母子隈癖センター【以下、咽産期は干怪我モセン  

ター」とし・う亡）の空蓬騰が各卸通糟粕こおいて進められてきた，それによって構築主か  

てきた匠癌rl刷を維持・姫展させることは今後ヰ一離接いfけjtぱならない．一万、周琵  

翔け千匠痴モンキーの中に軋一眼救急及び関址診鳩羽Ⅷ榊緯外軋心雛血管外臥  
1紬詐科料が併設さjtておらず、通常の席料疾患の診紺1で書ても、合併痛を甘する杵  

婦の救急愚者に対応できない施設が存在する。また、産科救急愚者の受け人血に丑NI  

cuの充実が必要であるが、近年、NT CUの不足とyF：ヒ児■剰門匡の不足、抑当スタッ  

フの労働条件の悪化与；により受入能力の低ドが鼎竃になっている。妊婦の軌忠恕昔臨jを  

作制の敗怒にふたっては、二れらの問踏も輯まえて横言・ける必要がある。   

本，乱淡会で烏、前述Lた7抒京都の事例を鋸正し、柚迅された脚趣点を盤朋Lた上で  

今後の日本における店屈州怪痘と救急佐涙亡の随伴と避帆のあり力、及び胱廻船批のた朽  

に必要な対隠こついて検討した。閑辿i頃域の札叩『家ヒ和上引七袈の委員が謎佑を盟jl、ご  

らに参考人として打払者を招渕してに純な乱射・らの意見を加え、今般、以‾l旬程言な  

肥りまとゝ勺たのでここに靴治するく  

平声ゞ21勺三3J】1日  

周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会 報告書  

～同産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて～  

第1 はじめに   

救急医輔は直接患者の生ケEに関わる低研で、我が国のすペてJ）地域において万仝の提  

供棒刑を一！たえる必要がある，し刀ゝし現状は、平成20どlり∩円に東京詞；で起書た事例等  

にも．乱l三〉」1るように、姉決すペ吉【荒モなR口題を抱えており」笥挟が賃に去心できる救急  

伍稲作制の闇湖ほ行うことはまさに緊急の課題巧言える． 

中ても．胤産材救急倭痛は少子化対箱の軋烹からもモの†帥」■憶備が急がれており、国  

民が安心して21偏に臨〟）る困就農境のラ享現に向けて効果的／（施策の実行が求められて  

いろ．周産が胴改急隈吼こは杜体・胎児の救急抵疲と裾卜児の枚急匠痛があり、モれぞれ  

の拍動を明陀に㍑；舐しつつ伸制盟臓¢1童封を行うことが必費であるコ   

ロ本の祈！亡児牝亡率はすでに1980i卜代から同悔的に最もすぐれた成紀‖こ剖透し  

ていろ（「人U動態錠れ厚1二労働省）．ニの成果は長平に慮る地域における朝生児塵  

｝甘隠脊埋竃（以F、「N t CU」という】Jの・憶備と、仁即日櫓送・新生児俺達という  

疇謂俳吏1某怪痛l糾りの普及によって得られたものである。中で1穴l放出周三体史児をはじ  

めとすう／、イリスク新生児の川生姥が急速に増加（】0隼前の約1．5ム引こ増加二厚生  

労胸囲学研彗lしている；丘牢の悪兼†牛にもl那つらザ新生り已死亡率を低l＝させ謝すている  

のは、我が国の祁生児医も榊）ノ）によるb♂）てあると這えるご しゎ▲しなが仁．同時【こ、二  

のハイリスク研ごl三児の増加によろ研生児匠噺是肘抑」J）イこ僻も町lらか±なって幸た。現  

ノミにl甲l鞘二約l万人の疾病新生1せ・l尉u生†臣削上位紺生児儀しぃ治現そを必要±する等♂一ノ  

．需要・別膚大に上する立J草子がど、要になっている   

－仁 一甘積届哩亡毒l＝産107ブ■11リ裾引触りこ己′（吾Lrこ 1955rトに】H】  

丁て三へつた主，しりが21＝〕7iドに：i31にまて座下し、什宕は明月潤裾銅価こ 一軒制．宕J′ヒ  

Lキ：lrノ撞い氏い乱丁ノーつに放えらか－ている．粧二、枯言貨1Jた加増放や鞠血「紺1しり佃荷役  

1駐j琵期「か．拉相川歳」「∫座i妊婦乃根上注±して、一迫、杵′ル封甘叛法＝二上る叫亡は著し：胱り／  

していう「J、口跡封刷・」1別三方物音） そr′）1ま‡控 一一け「7、元▲輌l度し・■ノ掛、購血書  

牲むたど∴荒鞘だけて烏斗帰沌泄野川‖蓑凧左‖二よろ掟作シヒ亡ノ・拍電化して看ており、今  

】   

第2 現状の問題点  

1周産期救急医療を担うスタッフの不足  

（l）露和圧不虻  

」浦和：q拍1小二・粧車圧川細モ遥がj昼延した何個ノンじとつ±して、当用三人要晶石・㍉っ」こ  

、㌫沌臓側臥利和再ンクーノノ尉・1当匪√刷が完（ポ斉して■・、17」▲つた二±が’軍：†らゴl＝エ▼  

二．つ背欺こ、馬堀／′、祢仁り重附加▲上rlことして誹少していう坤て、ユ鋸ノブ川キに遁房某な／吉子ヰ  
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咽芹矧拝稚∈）：こ徒歩せナ届ノ、†斗ミニ171モナミ医師．チ、ミい亡ユ川岸千言〒児を機に部首乱文r」  

川崎せざろを肖4い女性搾師しr′釧青力⊥】誓えている封≠り、て「ろ．1増71よ・棟を言；．－し㌻人け．－  

ば、今「た、現場の荏田「亘卜■註が更に票ヒすろり†徒性∫」i‡）も 

12）新∠l三児医就号fq当医イこ足   

了糾二児匡頼は急速に享∈近して看た王：そり）匡す京を拍当十る町制ユれL匝′Jに卜足し∴  

h甘熟思勅計略凱阻転作制を■・’凍すう上れり梓壁とノ上っていろっNICしlは独立Lて当  

直圧制≡たは喜代三助）美作制をi准持十ろど、突か′ちろ7′1十うJrf／、1上し7）1上土Ⅵ＝宣布汀町当区∵  

†定性てきてL、ない拡言空が少な」J▲ら十仁恵十る、また、訂㍗とし里子JjJiは信書斗とLてこごJr〉らj  

てさごらナ．箱′J三児匡痘の咋－√ヲ愕在位を行うニネL斥を音1そ大′、J何丁・雷＝一類こらミiとし乃・ノ  

t 二爪王て析′卜児笹姐ユ小児科の一一組域として弓亡J艮Lて壬た7′、「ニ1怯匡もミiてJ，ろ錬′1  

児圧縮圭Jする芯繋が苗蓋う中て、1什1甘フに」n当するF紬′Jをふ種L」亨症顎棋鉦1」可′∨一；  

ろ什帯出誓備膏㍉乙生て九ろ  

（3）麻酔対席／F先   

手術庁州におりる府描隼胚汗ノヰ・ど」ユニ1鳩まっていろ二i」六」、わr」† 現在」雨桐射  

且掛拙伸二車程している二柾〃旨瑚巾リボ分筆「丁も、叶桶≠仲仕∴「鞋 －′た叶L∴ ホ±ヒ川桁  

麻酔を霞現任廿牒行することも少互べ㍉い一指に 丁■右手†吊より‡，tl児山リスクが高い  

誓ユ庵］三1州茶棚力；多く実施さjtる断案押迫子区舵tンキ【にユゴい「1i、帖砕‡握瑚．損七t  

が強く火預られている1′・、視聴てに十分に末恒∵亡きてい／⊥い、  

（4）救急阻症を掩う隈帥の／ドJ∈  

l皇．己・科りγ往む1、三け丑．01石崎施設て．ih、む比毒直美几＿∵む【±ニ、神′J．大池こ1  

】■封扁禁に封而していろLt「ル）、モしつ祇ン川上は少7fく、1て同山 ．う、］・1ヒ困六り応諾ノノミ己±  

ヒ′′；l枠順を施l某て享ていなし＼干上・「重い111ユニ細し′ノ多／：i、こ仙′」－】i，I更り．L肝油座声  

プり1ひノ／し†冥㌧■ヒ′急性「ぢ．柄巾稚触二」㌻∴こ喜細舌l・圧モ帥リ眉活か■√上し用〔Tljによって押1 

1丁いろけルタご振てニーるしモいLそJ：・「‡言とゴ1jfI拝帖J」こノ「坦敵方佃 甘言L匡樟しrノよ氾  

∴エコ・「り癌訪浩L二トト卜乙正号町十し r■こ誌Jメご机上‾〉ろ†川向∴‾   二／1。一㌣．軌こ、「【一   

ン睡㍉阿師直連句L’ン〉ト宿していう  

（5）分娩を1Rり摘う助産l妬こ7J不！己   

地域l二さ。いてrl、計肝症㌫宣し、／Jt産／∫用．ぴ1行′】＝児出ケアを押う軋扁紺‖右下足していろ．   

ま7二、は内助在所・別伝価外′l：の普及十′イリスク／rt嘱 目荏の増加とといこ、助産   

涌叫笑「‖旨掠等′＼山間巧√〕・これ言て以上に虻度とげっている、  

（6）去ラi（王三児怪応を掩う有徳仰の叶欄   

巨石′け律雄用描嵩常時3正当たり上告 轟射捌打払か1、どいゝ九るNICUと、宮［キB  

咤当た～り′ちJ】郡監価弧邑三7ノ▲来車ら九うG⊂U（Nl【Lしlに併設されたl鞘公卿再三）土、  

l⊃f■7成；hこいるこ締1三1膵椋二←スに比し二lヾtしこし一の渡吊軌がイ牒している上蛸‾・：  

は、ト1亡しJ∴J【已か細こ抑巨〔n伏梗に∴‘】N】⊂lい、〃）研悦ノ、1嵐む県が＝ると、N t  

CUて管理していろし壬をG仁’し一に持しこ‡‖′こしていら′犬用かわろ⊂二由仁〟）G仁一lにさ）  

いてむN†Ct㌧車】等の高い笥誰し∴ルヒ看沌師配牒芳一い小三オ1るか モjlに細ごで与  

ら石誰滞日む小不満していら．¶方て、N r仁．し†に崇拝方こJlろ埼焦・てむ、首班租負の而歳  

がて手1に箱′卜して⊥吏′・こいこいろ枯言更モ〕17手1＝十う 

2 周産期庄療接辞の茶話と相互連携の問題   

岨琵期艮子匡症tンサー烏ノ、イリブ、ク走者を多く取り持うへくl∴別㌫されてきた7J、」也  

塊再ニース増ブこにりして、虻完備雄鳥鵠‘l仙女び低山生持運明」摸増澤＝川の主人能力か  

不粧している．二の患者受入儒ノ」ノンド是r∃、侮言スタッフの不堪と受人石rfた病熟ノ〕ニ「た  

1▲王キ原因でれる．付こNr Cし「は値：首相こ蹴矩一そjいこl巨い壮撞に【手，り．＝jlがり貼三  

期救急運．者の宜＝人力逐≠鳳にしていて〉く   

剛毛頻闇イ匡症モノタ十こお【ナる蜜床山d姑り園鰍二拍華をホ再ていろ要い目して、川  

琵朋圧上目云症十ンケ、1」外し′）施三‡てい症舶㌢津川律相場憧署旧寸lキ症セ／ク1二  

日僅；き≡jlて。帆恒堀まっていろことアハ1∴ナL三ノーtろっ 二八に：1、作帥キー星キによ′り∴j∈期  

仁子拝症一ヒ＝’7肝リノト旬也槻サパH手郁ふ引石呈が聴下していろ二±に伽H∵T」モ拍車謹  

ノ▲ト三三む仲J1fノl▲とし／イ≡′．付い甘美宜′＼1り7、つ／ニー描のそけ7＼．jtをぴ誹㌣トるL言†lalヤ∴詔1与  

封手を「甘わ上ミニ±′＼リ〕二i∠ごと′∴賞打針八大吊罷工≠H沌射 し‾こいる   

壬．ン二∴j掠胞言三山ニ∬高鳥いいこより、他項二⊥ってに≠信雄＝圭一伍Jl一モモン ′－∴二止  

五折損葉【＝＿、ケJtニつ、イリ∴予お古し－〕アニJ・・）しり空圧肘－を支出酢こし‾：いるし ミγ二、N  

l亡Ul－満作±た豆ぺ山にご1低J＝」三rt重1′十月H∵巨把川肝二上1て、N†CU，，1r■㌢が杜夫  

しているニセ、五た N】Cl＿TJ里美†三し′ノ壬′ノ丘り1に一軒「ろ友掛川り力▲・1；ト■rヱい二1‘7人ヒ  

乃・ち、Nl（U5一ら退京て壬十に箆押入院；石毒さナてし、う塵Irl；1？か存在十ろこと／rr；。   

、   

一九匠1甘スタッ7の不毛烏、ピ1要ブ工当直匡妬んkの淀僅「亡とを［摘モにL＿、当直往か  

／、、の建、者の云i才科こ当たてていれば∴品し豆粕意生者が笠け人出ら山号い昭誹几点し   

二九・つのことが亜r上って、多くしり地域て周電期母子剛‡セン才一がそ〟〕伍能を十加こ  

黙たせ互いり≦晒がぁる，結合伺琵期尽す匡環七ンクー．′ノ・一施設爪′プ」の地域【こおいて∴L  

当言責tンヲ】がかろうじてその構結を黙たLている場合ら多し、ポ、詭宣一句靂期比羊頂塙  

センデーが抜放存在寸る大許ホては 多放√）足首を一旦ヨよのi豊合間信州出千搾症－セ∵／与トー  

で分担」て三日入」1引1刷をとる必要かかLつ、そのたト′）に蒜猥とLて摘逐先の選程に鴨  

問を嬰すろこ庄川′ド姥′たしている，また、＼ノド不程ヤ人員手引こは地刃滞＝各童カ・存在L、  

地峡内ての患者主人能力が不一卜分な弛刃てけ「刹兵I具しり施設に一釦甘ビざろを得ない状た  

む存在ナう【終に、す訓ヨでは拝‡好と越′ミての娩迂が常闇漉Lてf．り、上り広域のJ・吏i既  

J）必要性も生じている！  

3 周産期致急医療と「般放免医療の逼携の問題   

周克期匿1椚tril声】は一腰扁持出ユlモ症ヒ胎児・軒巨l封セ○恒癌爪餃傾ては、ざ王ぼ自Lこ完  

指的に納言十ろことが可能て、粧こ1椚児に関するネソトワーウは比較的帆㈲二i封H∈  

l∵てきた∴一十ね、句けい甘み弱緩においてほ、「値故意匠薄黒月ペイ滑脱舘】′貢分野と直通  

挽か真人件制の確保のため輌持て重要てあるか∴呪状悠l分r∫‖二帖つ、石ー王促されていると  

にいえナよい」同音津l氏子医術センクー一軍にじHlこ払吊k．己に細㌫可能な桐，lル併設∈1tて  

いろ僻賢でL、施設内での適卯よ辿眈√t調刀川篭ら1tていrrい場合フノーエ・－る，王た、同施  

設に一般斥仁‖亘′ユと祈仁兄イセ○、√ハイゴ17ノ証有償せずい施設牒h址畑・ビゴ雲▼J、他柚二子＝ル、  

てL、ニ＝の連相川二llけ小十㍉上別品≡！し1い7ごし、土二ろ1イ戸在十ろ  

Iヨ完洲七三－む昔に減り＝二1jlこ丁ミ，√ニし⊥】：二月、抑ロ】、れ周な矧甘塩粍閏二㌔いて、附  

則症笹ニヒに－一重．肯し刊帥石肌仁射Ⅲりこ二上って川こ一」5ノー、l引；‘HJが一（コ圧倒として」り  

Jご十三7ノ■を串胱軒「る・ビ・嬰かご1らか、こチじ二）判向某ゝl≒につし、て化成レ：堰JJ．批【■ヨヒ冊ノノ田上圧  

ノ澗でコン亡ン十三小県東三上て巨互  

4 情報システムの問題   

抑詔椚墨拍描レステ⊥魚用紹㍑聴瀦を封別封雛 こ依存LているたJわ、計に－1ア  

′レタイム摘糀が㍍示≡11ているとはⅧらす、緊急時に必すしL打柑でない埼占・がご・′る，  

また、†浮召iのtンキー化が近封∴いる化粧やF■用ヱのi出連結用ができていない地刃沌存竜  

寸る さらに」甘紺システムが1計遺桐l？、ニとに別個にi重‘．汽≦九ているたとノー、l司覧て蔓ろ  

受人項酎用減腰間捌椚掴欄柄に腫られてし支い、竹内の慌痛惜間け）受入能ノノが7】こ鞋  

している地域ては、睦送先の選定に出竺】婁を1三じろ埼合力jぁる．   

また、周確抑圧癖‖；制持て肇の謹言銅：軋述の背呆を持つことから、半ブ√モ以上の細道府県  

て－－Ij等軌こしのた的の牧忽医わ引責報システムと倒産卿故意し惜閉システムがモ」tぞ九地ご上  

しノて運用されている．そのような地域て悠、甘児両ノ／にj衰ヒ丁け亡医療を提供てきろま人匡  

壷吐肌の増克美円育に行こ㌻山り寄合がもろ  

5 妊産婦死亡の実態が不明   

朽床婦死亡は、死亡診断7加）記弛哨に、死亡と妊娠がに射宗づけら九ないJ」差合に†：エ、仇  

封」：把握できないこ間接明亡等の症例を芦「Jノノ」t：ま、粍小国の粍琵婦死亡率はタヒ⊂こ州斤悪  

から推定さjtる塩船上りt）：55％高い他になろことが指九笥二九ている＝享佗東湖」科イ冊  

究），朽産婦庇亡に関するデータを、粁柑」藷碩の設定、医積flこ制の政吉放び疾病1′机  

に正しくて1－ト′くノクてきるように、死亡言＞断てたJ）記∫l．k内容のありノブを見直し、正lトム   

な妊産婦堆亡の実態を把指寸る必要がぁる，  

6 社会的ハイリスク妊婦の実†糾て不明  

Jr∫Ⅲ長叫二確刊平河紺封詞を雲ぶしていないせ者は∴什媒に関する基本惜郡★ぺい り北■1  

津云至こに妄言Jt′〕昔＃，にi′L＿全的締前約いイリ「ク要職†が指摘三れてい≡一〃・、こイ7「痛左一首ナろ  

－1巾ごか高二【ノた・i的に㍉ノ イりニケてしhJユ ニリイニれ＝に受捌工■扁を含ソーたi■トニ三川JI  

「クーニモH壬叫：ヒノ1一にL ビ繋．1：リホモぷ十う亡ワ空：1一ユーモ 

箋3 基本的な方針（検討における大前提）   

ワ什HJ」雄三討を汚ノ．に桔L、宣謳汗軒】性を整キ引ヒ「1うた∴⊥、い卜しりよ1一し万甘三 

荊才′是±7二   

．】ご  



㌢、隋稀においても剛′策てあり匿窟伍開くり管理者は、扁婦人軋小児科（新」二児）」軸砕  

軋故．0巨樹二闘逃す引翫締l放び撒布救急センター等か協潤して診癖できる圧制の構  

築にうfとぅる′ビ、蟹がある．   

一方、医疾従事者烏、怪癖⊂関わる様々な間組こついてl∃らもその原田を仙山すると  

といこ、同腹び他力自治作に対して槽親を鞋侍し解決を巨‖盲した絞首を行うペきであろ  

また、軟葱隈プノラ（では各診痛科に関わる匡学的知識と診療行為が必要てあり、周琵期に‘じ  

じる急性病態についても、古語損料が他力してデータを炎札分析し、研究を進めてい  

く・仁繋がある  

4 国民、地域住民の協力   

より良い匠媒体綱を保持ナるた瑚こ乳化域／1三E亡の理解と協九が不可欠で美り、建應  

州からの視点による椚拠点の指摘ヤ姿望の弓亡†吉を行う稚と、周床期匠軋救急拡庫のf′iこ  

紬■一り上へノ）同民のf嗣郎勺な関与が期†寺さ】1る（  

1 国の義務   

ノ」i二rヒ社会にあって、咤在鳩・胎児・斬」三児を対なと十る短周期圧癌が明Rの日本i土  

会を構築する某悠であるという認三通のLとし政府ヒして方て・の件制を整備していくとい  

う右．1針を去サL、ニのi析斌における阻侵のり賢hと子を各キ盲てることへの同氏の「安  

心」と†一で也」の肘策を晶優先することを周の責持と十る1   

周荷期降職は、禎雑な厄塙朋潮l榊糾の中の一部てかり、周靂期尾暁のみを視軒に人れ  

た」三岡画一的く亡対にで（：川田趣の矧ノとが出ま尭であることを山現しノ和隋程慎一別姓知性を捉  

えた上て＼川」の空言副こ陥らず、現状を十分にム■占まえた催決方法を桔崇し／∫けメ1はなら  

ナハ、   

『症提供凧制は、瓢嵐紆県が責任4月って作；菓ナべきら√ノであるが、国ri「一本合体を  

見据えたノ封軸性を′」万歳明があ古   
間は、離しい町政状況てはある力■・、nl瀬植†勘ニ㌍めつつ、匡採取場王遇鹿の角川が′1  

かろことのないよう、必要な財政£隠や給痛報酬上の措起等の封桁†巌‖すべきでぁる，  

2 地域の役割   

隋朽提供√川l‖ま地域ご上にそれぞれ異7上った相生を肯してお＝、蘭ほしての托括的ナ〔  

り蘭二加え、それぞjlの地妓においてその柳生を踏まえた効果的な対届ヰ儲沃几けれは  

J上ら／机、。地力■自治伸や地域の性7ぷコミュニテfが動か／上けjlは、口Ⅵ題は佃ノミしなし、二  

とを念動こ砕くべきである，   

拍に地方自治体は周確瑚救急倍額作lけ服はている問題を正Lく認識し、各校政鋸砦  

廻の中でそ再開趣解決の優先疫を減研こ一大施する責任がある   

他ノバヨ冶†、こごi、地域における区域コミュニテ√！の；弘恍を、壱にし 上云亡正一た組【こ付すろ  

ユ慄を倹封十る必勘シニふる‘その撞、往全的ハイリス∴′妊婦の‡様についてし併せて抜  

目寸‾う・ビ勲カ1舌．る  

3 医療現穏の役割   

朽癌杜偶の蒼靴音けぃ胤甘師匠癌と 一ほJ糾‡ノの詣l粧姐直通大さをぶ肌し、モ・叫甘直に  

】l！’rて■け力亘ノ上りナ＝まなら互い   

ほ痛快I批こ；几、‾こど工、匡桁n高ピご化と小棚ヒにより言ブイ′王†斗別ふろいご朝こ‡諾別の佐一柚＝  

乱iしユてちて言「らノ1；、軌盈匡癌で！i多二しn貢班川√ノ辿軌が卜可ウこてふろ、二山鳥周花期措  

第4 周産期救急医痕体制についての提言   

ヒ記前捉を路虻えつつ、輯碇期牧忽＃者 し妊在帰投急及び鴨児■鱗生児蝕霊■．）tり壬H  

人丸が迅速かつPll鋸こ行われる作鼎ほ†符彙し、そ九らの‖こ冊を国民に対して広くわかれ  

やすく提示し、もって国民の‘女心と安全を陀粧するため、本懇談会は国に対し以ドの作  

胴整備の購弛緩雄にするこ  

1 現状の把握及び情報公開   

地域におけろ掩送本例墨の分析む締・告こ汚い現状把】犀に冥ごわる＿そi■Lらのl開け巴掛り  

ぁりノテ節については、地＃自活井叔刃1憲一絹、－耶ぢ‖＝とL連推し、その吉相陀早急に椀封  

十ろノ／王1j、現に同がl針軒ナろ各和一■克計錮京れデーミ′毒についてら†封融け上席＝山ム  

」ノノ引締・1十フニ．  

2 関係者間の連携   

毘皇芳幽鬼馴順組皇の辿挽の璧な旦盤迫建盛21牛1Jl」＿  

旦長」牧忽・周琵脚）に崇めろ併せて、掛苫‡＝聞損庁と・り辿既に  

43  

ついても、継続的な協力棒湖を睦粍十る，また、備如守県も同様に担当鉦門間しり連射本  

刷の兢様に髭と1る 

瞑痛現場においても、救急愕噸郡門と倒産期匠榛郡㍗ll妊琵婦敢急放び胎児・新生児  

枇急）及びその間係部門（脳神隷外科、心防血管外科、I冊科等）の連携を掩進する⊂  

なお、二九については、日本産科喘人科学せ・日本秋息医半金に上るー地域馴小牧南牧  

急体制整備のための基本的枠組の情熱こ関する提言J仲成20年1＝1はE＝ を参考  

上するく また、細道何県は、上紀遵恍を強化して地域の表情に即した位†1ゝ救命救急一日糾  

を盟僻するため、早急に検討の嶋を稔ける。   

救急医症庵治と後方施設との辿携を強化する．こ九については、NICUに長州入院  

している児童への紬掛二閲し、平成19隼12月26［‖こ」周姐私通加（陛政錐絹  

1霊6肌G巧∴ 屈児雇第122即ルl号、杖接錯節12㈹号、僅発帯12260r）】り】が錨川  

されたところであるが、その効果を倹i狂するととい二、更なる朴功な封桁を抽糾十る】   

以上を遥成するためには、圧抑裾切り”を舶椚する必要が  

．。  

3 医療細のあり方と救急患者の搬送体制  

（】）瞑絨磯瀾の機能のあり方   

青部に既述したように、産科l娩域以外の忠1生期疾患を合併ナる嶋堤婦の診疾という点  

ては、二れまで1一分な件制整備がなさjtてこなかったことから、今掛よ、現在の周指期  

托痛ほ能を損なうことなく、琵科u域以外の急性期疾患を合併すろ咋産婦にも巌書の医  

痛がガを供できるよう、周信期匡痛封旅¢魔の見直しをて〒う，   

王た、以Lの内寄を考慮し、地域のこ一スに沿う上う帖を持たせつつ㌧生長州的視点  

にたってノ岬‾ノ言お、扁凋庄川乱手燭癌セン‘ノ  

ーは、現状で膵供可能な詣症技能を明示し、病態に柱：I二た相違先登竜のノ凸速化に佗、－⊥て  

凋荏抑圧子種痛t／クー一つ分掃仰  

・i志含岨環期史子匿樟モン々一 昭膵・結児・箱生LJL望l［卜IN聖徳含周尾州ヒニ ー  

藁科■MFICl＿ト′」児魯l新生児J・トl⊂しtト・ト児外†卜小l里・L舶外†眉   

根ホ軋むモンキー・廟砕拍▲恥神緑井刊・心情外科轟  

結合闇扁抑位子医痘センター 用計児・新生児型）［N聖経合間産期セン々－〕   

荏持斗・トIFICU・小児科l新生児）・NICU（小児外科・小児心臓外科）▲庇   

酔稗  

・地域周産州粒子匡痛センター 化川：型）抽便座胤和訓購ンクーユ   

産科‥卜児韓（抑l三児）・枚命致急センク¶・仙洞」・隠師一筆外科■心臓外朋牒  

・地域荊′じ児胎送センター【N型地域鳳福川センター］   

′ト児糾（新生児J・l芸腫診療判り也械にお∈’ナる祈生児蟻逐及びそのコントロール機能   

を存するJ  

ヒ記の絆祀＝こ沿って附眈酎師）吉相りを1締ける1その招、既存の周演期酎烹掟田川り  

によ障を来サニとのないよう配転しつつ、地域のニースや症例数に見合った応手賢の配卍  

を倹封する。   

なお、粕こ詣要の多い詔：巾訊では、靂軋小児科（新里已）、麻酔科、徴庖偏誘け用  

そ拝設  姐捗塵H川■当神経外札循環器内科、心臓外科虻4）を肯し、救命救急センター  

し、ゼ．要な設躍及び人員を揃えた適正な規模の医轍機関の盟届ほ過める。この頃合∴ ヱ  

J時間患者を受け人れろ－1こ制のため空尉壷件などが必要であるが、病院の堀・嘉上は不托  

鉢と／上ることが予想される。それに対し．苫た、陸尉割鋸輔摘的に救急患者の受け人  

丸美行うためにも、当3友厚奨龍揖‖こ掛祁鳩担が掛からないような王拉節を検討する、  

重た、踊l遺構佃ま、周産期は十医事庚センターの・惚備を適中る豚」地理甘け墨臓H雄姉別  

問杜りりトじなぃ弓う適切n配甘十ケ  

（2）秋0．匿漬・伺花期閃ぶに対する肘較友接とドククーフ「－  叶掛か叫神秘‘Jl受け′ 

、jl宣推進‾j‾5た軌 跡甜；址十匡症セニふ一に吊して一 坦  

鍾鵬迫生鮮抑こ肝胆生色出腑抵対が・ビ㌍でJrる7   

位帥こl＝＿てどi、岸「l怪・れ県別引斜里用言∴hl∴、仙酔科、招急什」描輌  

1＝」．紹撲崇羊廿l琴、問i山裾ノミ相伝師の郡宗州封前にl川上・ろ？声調、†，H汀軋告一ヒン・、′一  

にぉけろ佗梱し・〕i占動、また、旭圧倒lこ†）■】に川和、‾二・Ⅲ封封如．や耕ニl班り明代劇淀弓  

川   
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（3）地域に丁占けるネットワーーク   

店確期杜三区漬しけ㍑供常識冊封南のたイ汗コ、他軋ニ1正さしたネっトワークを1障ミすろ  

ことが重要てわ：1、二の地域不ソトワークの構築にほ、廟庄抑圧垢に問わろすへての店  

毎攫聞及び医樟沌遽者、r糾せ福祉枯設及び担当者、地域の倶建直垢行政の担当者及び地  

域Il三昆の協ノ」が己、麓である）  

（∋ て朋ルナ応と初期世霊  

・詣り董梧＝り土ひ市町ト＝i、そ．†1モ．ど1Cり地峡にブコ‥て、診癌所▲助l芸所を含む手刀耕一  

二次の柘婦J、科怪掠払閑による救急智者し’刑期細心と受入状況を把握すろ。  

研堀封に・三人能ノ）L7刃氏下している地域においては、二び二阻症侮闘は箱憮脾加鼎  

閑れ協力を指て≠昭た描け詫拘引山裾㌢撞 」、一ど、更にノここじて腺乱裾引別離㌢打租   

丁ろ）二n罵言∴∈†吊邦粧腋ユ退者の多ぺを占J・1る妊娠初期の異常ま丁藁科区痘と¢㍍  

ノ、紺㌻狛二「三馴すろことが国難てあろこと訂■ら、妊娠；州別に症状を訴える建昔にニ†  

Lては、その夕雲別にこだわらす、勅苛期卸甘‖攻急として逼り力こ封にすろ・ピ㌍がユっろ  

手月鼎11仁t17二〆）川占］読期匠も宗キットワ【クについてけ、地域の．了完雲1つ生者の判†中  

Lニこもろh呈した陸川を確保する  

・旭ハ諺擁分野明朝霊陸採りい．りとの勘i－を関り‥琵科以外の合瀾座骨藻持＼の月丘・  

LllⅢキに行われる‖珊」とすろ．  

②轟狛和耐郁即雄摘の強化と維持  
卸迂挿門出ま、川肋机勺のハイリスク仕掛品の管理・冶精が；垣切に行わjlろよろ：二 

闇確抑止十怪毎センタ－の人員及び設備の強化を図る【  

・紅蓮井川放U・地域の匡痛打別系昔†ユ、11急愚者に闘1つろ「机真帖紆ンステ⊥を－整†裾＿  

祈埠卜次点U三次t／1荏ヰI匡症依≠世相「∴喜市城川l簑】の言如盲ミ機能や受人状況等享〔√一・  

情報直井イlヒモ虔しノノうととL：二、そ√情鞘石打勅浦潮音職制すろ、  

初期■∴け・／ノ荘†帖訝新出針は・転ブ」こ艮〔、中等庄爪聾者、リノ才女二川Jふに閏1‾ろ卸し 

心肯割を万ほL、投合牒惰律l母子和一‘言七二′′－の並症故急生者17〕三人読ゾル二・値脚二  

柑ノ」‾「∵㌧  
た享汗甜菜四什十手た沃㌢亡ン∵一小文：・り．，ll㌧1t蔚≠侶パ昭雄拉∴粧歯H㍍．L∴  

特に建碑酬越するJ   
同比じ都道伯≠烏、上記の圧制肘掛＝‡＝て巳、要従文仁王；｛斎を検討十る  

】2   

ご二1†Lドクターフ  ∋ 三丁二 ／、盲ホた悍′川』楠木一郎宗叫＝手折工作  

わろり〕音調、首詑帥等に対すろ適正烏ぶ制に†ホ汁十う   

俊痕伏瀾に対しては、投命牧票セン々－はび二次微忽匝離職滞に叩用弛錆銅封朝∴   

ける杜触幽十る また∴減少が続∴打聞・二次芹   
科恒沌．撒閑の」占憧射宅軽からのjl右退去lリj／‘アニゎに．掛時金の弘子上げ等旦措   

置を行うミ   
ト云【≡Lりプ≡‡2前につし＼ては、言…雄†端こ写し∩富硯的㌻ごこキ仙二王イき云い＿ら。71き＼亨て〔   

（給特長；竜しり評Jlm境目√車」〉   

l二」巳rいニ／．いて  

ハイリスソ妊娠・伸一加住拒揖  

母性縄牒す巧人絹占   
・日付畦轟撤忠正l叶三人圭㌫  

lニ胎児■耕一】▼児について（新骨肘掛項  

J仙りごに．乳児の職級成  

】5りngに藩児の取板類   

・杜仲瞳逢の受入実識   
・箱′l二児の受入実識   

・新′仁児搬送（迎え腑ノ至、三刷胎主、戻り附き／．一い′ノウさ音ごi  

訴′巨児外†巨日石件放  

迎え樟吏∴ニノ、世帯「．、▲【量トりE軋11iモき弓‥「てl／、恒モ仁痙杭ILl・てき〒÷■′で一向・r・し：∃・ノ／′E▼ホ㌦  

【l二†’た）身十ろニヒ   

ニノり】lrl圭周丹lⅥナ≡千匡叩セノ   

∴⊥▲づ「引弓り：；どやl二にして∴旦仁ナノノ匡j／言朽二にヨて使丁，言行布を行うこと7ノ▲てを、‾トうモ  

机摘凍圧・碩ヒリに評価∈ゴ1るヂごと坑を一息槻すろたわ、生壁き主王立皇岬に期日三  

周加すると上Lに 一三・ハ⊥撞隷弓ハ轟け十る  

i i 
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また．聖者ニrてと地域tり匡もモ▲福祉一トーヒ㌣諷の文ほの新潮伎菅拍しており、ほ満  

を支援十ろ担当者（N†CしⅠ7、院l忠霊Ⅰ）三コーギ、′ニトー■J－）を、持合呵琵≠勺1僅手厚ナ1：モセ  

ンタ等が配置すうことを芝接する。  

（∋ 人的リソースの錐柏・拡充   

区症現牒にさJいて隋症関係者は現在き】つ．咋1助苓な条件下での別号プラを封撞なく三jt  

ているり 二爪遁辞高或妊鋸）現状を班閲したままて「玉だな区職印ごのみを：耕一玩ば．匡JJ．f  

閑掠者は芸↓らに疲弊し 軋喝刀ゝら細胞十る二上が小ほ念さjlろ。それにより、瞑抑ノトせ、  

助産師不掟、有徳肺不足や、1班別分咄応諾√力軟少が一局進み、既存の一昂産増＝電4I完提r‡り4一  

舶瑚漸薄自作が恥難こなることは明ら71ゝで、し的リソースイカl持巨拡充はまさこ喫崇の  

こ某趣でふろ．二√】た～う、詣外同の寄倒しち考にしつつ、り下に掲げるカ償について検討  

L、そのたと′）の王‡義姉を厭訂寸1‾る 

（4）陸稲馳闇等宣長けるリノーー∴の甜ヰ∠ト1¶強  

qr N＝CUの確保   

川岸湖B十匿債センターにちける姑差迫盲呈入閑・諏の壬†舶てN t CしTL′〕満床にふ√，  

こと：リゝら、モノ〕解消引葵】ることカ；瓜警て一もる）   

綻川■ヒ棒旦lせの増加及び長期ほ方≠を′ビ、要と十る雛J三しとの増加等によって，近てトNl⊂  

し†ホモしし小足していろこと蔓㍍且識し、平成6午度爪J・ユ生‡1・羊研究におし、て提示さゴlこ  

N王CUピ、甘病症叛＼丑丑L万人対20床を見料ナ必要がある  ・瓢邑府ビ．㌔rl、冊生】刀人対25～30床を当面の臼漂と  他捌二応  
じたN＝＝Uの整坦モ湛さわう、NICしlイ／ノ蝿イ封二ついては、睨択の人的州  

ら’加岩音の万別条件、せ昔J一裾更性等を考慰して最適rヒを軒）、謹㌻邑にふたつ〉  

は闇雲に分聴させろことは榔ナる亡  

増偉したN r CIJの適正荘川れた仇∴掛l二1ヒ任痛を担う停帥及ひ肯謹師の晶「1；  

に崇？／〕、そのま慄とLて、伊えば、裾卜l甘科の傑作干・lト門題の広㌍子を認こわろこ  

とや、ヤ門有推師や三ご定常ミⅢ持直壇i等を推jほ十ろ  

医師の舵†基   
層花期故急信偏に従事すろ「引締．11ヤ）′ノ：いをJ杢…じつつ勤丁，7を言tl三読てきるこ±ノいノ∠†  

嬬と箱生児の′l三桁を守ることに直緒Lていろとの㍊細々措たなければならな巨   

荘仁、宗人料ほに【；艮らず、新一l三児怪ブ∫．汀町当匡、軒涌出l隈、枇忍匡㌍どの英】芹l二診症を行  

う圧軸モ貪冶、峠間外勤子賓、帖閻外の救急呼び出し対応（オンコール対応）等につい  

て、け沃鳶登仙慌勘倶汗行、逓印に塑牒巨」るための槻する支援登  

皇塑造上すろ。   

一万、匠師締l崇L′〕た洲二：ま、豊洲宣  

卸することが掛ヽて虚空てあろ そのたム㌧には 

宗一圧境「闇；矩：詰責十る定員1′上の増加ん▲ドLTTユこて、囲えけ、2」峠閏月ミ中一如」モモ提供し  

ていろN f〔IJて㌍Lネ㌣三児r了三71f川当「モの在日を7右り上とする二±1一仁、禁てLふニ∑   

府吊り‖雪につ、てと重J⊥産：ニーL」て言▼F1一行＝甘こ‡ごいてビ1要左／、芦．宣宅員化すろ亡・二エ   

ソ   
ま㌻二 丁年た↓二竃斗l拝や捕吏児相当恒を目指ナ謹手伝師に封ナろ王、泣出豊里二聖農  

拉三⊥㈹与ぇごムノ′ろニヒよ妄7ノ・ビ・せ◆さ‘て」ノろ．召たt】ハ7詞バ邑捌．1に、失う一一、らj±芋リー  

行ぃ封軒ヒ武・肘－ミ箪蓑√て括互ナ」姉紺腔紆を∴二ろ医師直r竜一■lい盲結こ析守   

∴＼‥  

】   

② t隻ノ∫柄fに拡充とNICUに長川入院している重才走児に什ナろ支援作；刷の充」ヾ   

重度の岬場と障諾等のため究尾に戻jLずNICUに長期入局している退店児二りし、－－  

J＼ひとりのり己鼓にふさわい、樟育・亮ぷ抗境を沌潤するため、地域の舅†占にI一こじ、l；⊂  

リ∴卦産児に封眈できる一般小児病葎」塵張心耳福富り己施設等のf≒ノ川中玉を悪棚十るニ  

ヒか・か要でムろ．人員、誇備とLにイ十う〉7〔状況に〔わるi姜万病托を憶備L、NICしJに  

入院していろ児抗にとってふさ わしいん．緩卜壷長針掛・・」′「Fき行をl／已サニとにより、「J  

Cしlレリ】1削り川を‖J荘ヒ十モ  

このた山上辿±＝牡と児新味等への手持い宕珪♯地声なと対止描力の敦化宣且  

咄産土生勘己呈塵雛？豊姓曇と塁星皇坐史亘セ聖1†〉二   

加ニーて．遺粍l＿た重す．一長lむいま・Lしてi王二王」，声11呈一：与る上モ 他址ヱニ丁う二十ろ一帖l百■巨け  

－ヒ∵1・り禿メ‡⊥p言方問青砥ステー・■ヨン旬官用肌用む二向日∴・モ∴J仁ー席′＼い一Lに壬一廷1′も 

／jJ±て三．「ユフ、隆二二＼り㌻てきろ】′・ノ】二、′ム占／一たÅPしい、√トナ「‘7   1トー：ゴー・惟′川上  

■】 

． fさ三≡？≡三芸㌫三三還送芸芸：…ごご1：≡：‡  

1ゴ  
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・助産仰の碇l累   

算参痘所等に狗務ナる肋積帥の甜菜や地域で椎正妃の尉建指導を行う要員等として   
の助在師の確保が必要である。また、病院においてざま助産師による牲痛純種診虻」劫  

程師外茂十Fチーム区掻としての院内助在所を胤蛙十る必要がある。ニのためには、  

地域における助産飾の碇保や助躍師の養成を推進するととLに、教育を弄ノさきせ動岸  

帥の1′j毘の向上を回るg・繋が言っる。   

約2万6千人いる）捗在肋扁肺の；さ掘ヤ址伸こ動持する軌法師を産科こ呼び戻すこ   

と、また、助産師が充足している施設7ノゝらニド足している施設への‖j向を膵越するrl刷  

を構蒸することなどL絶僅第の一つである。  

・有徳価の醸匪   
倒産期同額に脱わる肴純師、抑二N【CUの管誰師の′ド娃を緩和するため、有詑潮  

が■即■】性を高め‘責全に寄掛こ当たるたゎ一）の捌‡・教盲の佳奈を脆性することも重要て  

ある。柑二N】CUに関接する詑虻芯地師等の卿－】性の高い有言些師の1篭成ヤ〟J閃電：堕  

師び1重症心身持寄児等に対する扇：塵研鮮の應比が必要でぁる 

4 救急患者搬送体制の彗備  

（1）位什：鞘送†′1甜J   

巳†＝偵送には妊和議挟急のた～／）の補選と胎児及び出生後の蘭虻児の治症のたれの旭  

逆がある．掛二牲J′F救命欺莞】に長‖ノては．病臥二応じた略を体制のワ引鋸ゝ急が九、以下  

の対応が火i・㌧られる。  

酬■1家が怪羊的見地から卜分に快打した上で、盤急患者の押出じた搬送墓  

地任蛙ナるて 即寺に施設間転送と微意凋による値ほ権道そ九ぞれについての  

手l帖を電める＿   

・l司産期良子医痘センターけ、」二記の某・匹に！‡rjらして塞急抑し左皇  

△韮坐皇度盛寸るとともに、拙か憮な病態を公たする。   

・周紹期揖子穫痛言センターrま、削完の「帥ノを踏まえ、救急悪者の望人†1がF）剰二  

できろよう問址指標杓と細密に助詞し、適携をl主1る＝   

・胴神絹外†L等の閑適掛兵科を有しナfい岡澤凋1山手旺滞貨センターについてほ、近  

「長の救命j貴ユセンター等といつても迅椀できる住用侶㌢監え美＿   

▲ 宗粗銅引≠は、周澗測‖重症l鋸紀∴救割引離職l血相会やメディかレコントロー  

′レ協撤去といった匠疲関係者や消防糧‖来者が奥まる協ぶ亡妻等を活用L、周琵抑  

に閑適する牧ヱ他者の文人先のi窒定、洲誓及び惜郁劇l如）ありリブ等を1鯨ける，  

消防機儒柾購描と柄院前1次措の質向＿トのためには、メディカルコントロ←′ト体  

制J）陀一塁カて重㌍でぁり、メディかレコントロー′し机駈会に周首班叩引研軋信者1  

参画するなど、メディかレコントロール帆談会においては周琵抑圧牒との連携  

に十分配膳JするL  

齢鋸耶，～fま、†拍．数寄の陸運及C、ま人荘準リノ運用にあたり、必嬰に「ごじて、虚  

鑑糠星△秋山  
温脚±とLに、そのたわに必要宣伝席灘潤＝1】Tミ  

ュ接窮÷行う  

し2J新イ】＿児権道†ト；肌   

N【C－＿ノノン互い佑㍊ヤ日雀で．り月三に童った紋川ごた‖こ盟児なとを托さする事件酬j等逐  

一棚」についてし音別箭を旛叱十るノ圭た、和／l三児の）担え右投違、三角机運．房州ミ連rユ▲とを  

担うl別行ヰの（甜j】を適正に評hllけっ．7て】減刑骨ふ≡引j二となって新‡l二児柵ノ至や‖1邪道に  

Ilヽ  

・女性匡仰の猟既j継続支援   

如肺腑汗二枚び罷‘ホ・育休彼のj裏暇⊥接のため、陀州米寿所や病児  
備を侃適するとともに、呪仔するf並々のー呈寿サービスの利用を支援する・と．要があろ．  

また、短11古間止規J荘川ヤ交代グ加別l」の蛍人箪を准れ女†生瞑師が拙；記して勤務できる  

戊境を整備する，  

放急l；ギ・員〝ノスキルアップ   

妊嗣子や祈リミ児の楯ノ引こ関わる救急・は員リノスキ′L7二′フのた／／．・、ノデrかしコントー  

ロール膵領」の「で、他念じ莞H±問責関係者の連携を強rヒ十ろ∵地域メギ㍉→′Lコント  

ロー′L什捌を通じた収忠陀拭の訓挿・教育に、周正明＝紺系者が柏桐勺に宕加1‾ること  

甘訳わ玩てう 

l御4】÷ド蕾作恕補助者の融牒   

伍師・助積朗・首紹l師等が、そhぞ九の菜鴇に牲念できろょう、匠椰♯代作蓑捕  

l者を一ど・望鋸妃声封－ろ  

J7  

女胱：できるトククーか－を瞞え、併せて運転手、作連担当医師放び青誰師を臆悍十る】  

その場台、ドク々－カーの放置施設及び搬送の具作的な堰用等については師宣府県の出  

産期医帝瞞会で検討する亡  

（3）広域搬送体制   

地域の必だ佳に応じて、凪鑑査超えた鳳魁那抱び救急保との救急撒送ネットワーク  

皇阻鼓するヾ  
関係する都道府m及び用宗期山手怪程センター、周花期救急値鞘システムの役割につい  

ては周靂期瞑痛対第事業の見直しの中で、明確にする，   

広域始きに願しては、救急圧蛎朋ヘリコフグーや消防防災ヘリコブタ一等を店側した  

折返膵制を†舟討する‘更に、県境を越えた植速成例にご糾、ては、家族の利便性の肌．資力－  

ら、また母線が児に模する随会を増加させる芸胱でも戻り隅送の必要性は高く．二れに  

けする作刑場備を推進する 

（4）戻り傭雇   

総合周荷抑圧子医瘍センターが受けMtた妊錆婦及び新出ヒを、状態が改汚し摘連元  

区域機関での受入が可鰍こなった時に、問責り推送）  

を促進する。ニの帖、柄院及び宗族の経済的嵐但を離崩するための対好等も検刹ナるっ  

5 枚急医療情報システムの整備  

（1）周制動急槽繊システムの改良   

・新郎抒拙ま、周庄執政忠描靴システムの運用改吾及びモの充夷を図るたわ、蛙  

咽t必要に応じて通釈県が典川で設払l）する，ミた、睡蓮先選  

定け私達化等のため嗣焼モ行う値瑳コーチ1■ネ一夕ーをコ】時間借倒で配起し、  

」㍑∵腋連を＝＝音に1蛭めろためにゼ・壁な一心掴整備を行う   

・甘甘粍偶の空席値鞘や諺疇作制こ閲十る正論引む靴が迅速にに超され、自動的  

に7ンフ≠－トさ言し さらに地域の開院請睡閲において広（共白■できろょう壁  

抑十る モ爪たj′）、1捏祁馴7技砧り前川を陣討ナる  

・卿を推  
進する．併せて、匠師岡七山捕縄莞換がてきノも性能を付加することが望ましい二  

】7   

また、助産所力■らの■去もぅノド崇に川芯十るたれに∴肋在所も州1巨1きろシフテ上  

が望まい、＝   

・空庫1粁択の人ソ」や転院脚貞なとの錆業務を担当すろ酬  

を図る。また、戻り腔i圭をl利別こ稚適するた裾こは、患者や家族に納得l＿ても  

らえる十分なインフォームトコンセントが必空で、それを担当する帝脚謹炎  

等の配置が望ま九i   

・地域によっては、県東を趣えて特有できる情聞シフこテムを漫瀾ナる【   

ヒ吉］に対し、支援策を倹封する【  

（2）搬送コーディネーターの投制   

躇送コ佃滅潤そ促進L  
そのた脚く順逆コーチイネー一夕ーの職輔と勤務場所は、地域の黒偶に  

応じて決める亡その際、要員レ）惧捕として、酢完期の巽†≠】▼に詳い、肋信輔等の活用をぺ  

隠する，  

（三∫俺達先月年会・損耗  

俺達コーチィ不一クーは、封帽潤川端」で伍垢服摘針やl≠帰・ら町位相を亘り、ま  

た一般市民からの用鵠にも応じつつ植逆光の照会和職汚行う，  

（争†躇報損壊  

相違コーディネーターが匝癌性抑二働きかけ、各周確期母子医境センターの応‘i■六  

状況に関する†＃報を稚動的に収鵜・更新する一  

第5 地域住民の理解と協力の確保  

1地域住民への情報公開   

位ユ僅耀は、地域叫l＝民と拝烏端l狂者桝ヒ．1：柑司で甜呈丁ろいノてニーりJ：）Lしし1一  

問キl呈撞‾「ろたナナ′にど土、rl三根・／け鮒ギと「妄りノが／ド可クこて乱フ5 

同、都道府≠．匠症恍問は、D：良しハたJ・㍉項侶拭蓬【］ブヱヒを設：う、†Jt榊’．1にl㍍肘棚泄  

と喜揮貢パ〒う：けこば、アクセスが霊㍊でセノ∴い干すい頼訂けサイトー▲羊Lり㌫一：了′Lトイ  

モJ’⊥：三上け、l冊ヱモノクーLr）清川l、小児．jkユ．じ言一拍瑠満載（再300り】7L±′壬・完プ：ニ  

せて、1′〔き、区毎閃卦引離郡針∵いて 地味l王民に漬槙的に公園でう  

IH   

」さ  



‾亡ら、丁糾ヒ十′こ言清純とし「1コ、以ド中上う㍉亘（∫∴ナえ仁」lるカ．言巨ま」llについてご丁  

キiこ椅討を行う  

り是供J貞bLり別ノ  

（ll地域の粋忠区毎作．佃に閲する空木程†宇lコ   

（2）†′澗廿日の敷′き運者壬人r＝1j   

に＝「＝上汁㌣急時に持沌托靴別 了クセノ」ケカ法に闘丁る詳風帽㈲   

トり㌍ニ廿封∴⊃：ナる建∴者や㌫玩L7〕111生んr主にRヨ1る措乳   

（5、J昌仙」或の庵一花期勅工爬減刑珊   

圧り さ川蝉厨り」沌取扱施ぷ・け婦祀ぶ虻竜け用パ   
＝）妊斥相中冊訴用拘備前女性㌦′J冒1／＼き」．■．郡   

（S）Jrリニ児 乳児等しわ育児に闘丁るL■‡粧  

2 地域性民の啓発活動   

地域J」拝廟彗岸j竿を〕垂じて地相上Rに1けユチ（宇、ヒ指廷f÷五大ニせ ハイリスー7仰√キ   

う′・防にう頼ろとと1．に、圧Hに妊拙超巾詭1上ルビ、豊根二ついて刑ギ■ン′ト：〆）、．jこ三糾丁  

七山′川ン■ルナ図ろ ′1ウニ立直】屯jE川和、ぷ次行毎朝荘】山㍑捏1り蛤J■♂〉と、空1」ニギー、しr．ノf  

徒を促し、モ］tらの活す．い、勅軋祖師干保桂価内払瞞的ネ画を推進すふ 二九には 誇J．「  

所の拝帥等しl血刀ナる 

，ミミ£叫Fノユ1ケ里ノブ1告≒；について、地域が行うー■三f〔′＼Jノ措定一打rJjをエlノ三すろ 

同比U‘恥旦押出ゴ r」民主附り他鮎迂J〕井川1rご土呈出虹主三民生ふ亘州皇き 

旦近し1＝ラこととい二地域¢購l琵射貫11．てを守ってしいこことが史㌍て㍉る。  

卜記のデ〉クに基つき、同はび瓢i芭府しー．1、ごエ．打盟ない範を描ぺ、そLT・効黒蓬牒一誌し 

睡証詰異に篭づぎ史ナ⊥る出色を加える   
周広州摂痘を含む数．三1屈み川；制の向上Lウた∠1にほ、じ〔上けノ1筏L）組みを謝儀し、已女艮サ  

イク′しを州Z成十ろこと眉】1・賀て．frる⊃  

第7 おわりに  

幸懇談曇烏、喜築の重要言放び誓急性に鑑、1、馬民が号‡・L Lて出産ニニ臨ガ′ろJ』霞期巨≡  

塙伸制を惚備十ペ（短矧聞て末寺「ほ手書を爪【〕まとめた。作生育働省におい「二†i、町世1  

ほ？診腫常洞lしとの制占■等封ホ討する1ご達千石▲：エビ、要ね；1節を施すことを要請する   

増産期培急性症隕l帰濃紺㍑L某宰的には祐道府県が根城の秦橘を踵まえて膏 一、き  

てJrる力て、その基本万引は国力▲王寺定Lなけ几ば′：仁らない∴本報告苦に示し仁提言は．毛  

乃一計川鋸紺l敢ユ圧痘を向上させらためし㌻リランドテサノー／てあるb今†壬．同は、爬干   

か挽丁21に謳うほ子促地政策としての周忘却l区症捏l勘≠刷の一同の線化ニ㌍こ、うると  

といこ、j墨跡づけるよう、匿正そ封佃＝こ関する  

型板方針の改喧を行い、中長期白勺視蕉力▲ら〃リ）組むへき吊策については、短期間に辻打  

てきるものでは存し、ニヒカ▲ら、ニ」tをヨ言祝十ろた上小〔ロ）卜て二′ブを作成し乱ほ井川、毎；  

に明示するニヒが望ま爪ろ 

買6 対策の効果の検証と改良サイクルの構菓   

粧掛倒．tに、′（テイカ′しコントロー′しト紬㌧とニP，郁ノノ旧；ヨ1；川川して、址迂逝吐走＝】  

王の時間等のデー空j二要理し 地峡二上靴‡去1‾る   

三ノ⊥∴ 計エ、㌻月：一重伯11㌔±帆ノ」1＿て、凪売州「差Jjlノけ－ノ（′イ甜．右七亡耳、同様抑杜l  

二王、；／＝二しLこ牡亡三こ、乳±カ児唯」芋、卜記死亡机音挿匠惹′」・勺訳 ワEt二√J鞍帆 具〔トニ1  

二し7り山†【r■く別′j言，」1なと）キ1i伍し、定期的：こ±ヨ；1ろ  

】l  

．1〕  

r周産期医療と救急医原の荘保と連携に関する悪言炎会」亨責討経緯  

第1匡1平成ご0年11仁」5日   

⊂嘱」産抑限」完と拙忠臣症中期丑と諜粗について  
⊂＼吉見夏Jj築  

こ吾2回 平成2〔川二11〔20日   

つ地域の¢例等についてと丁リング   
（助産師の取【つⅢ≒、広島り㌔、の昭リ1，Rみ、ナFl●た！慎の聡り組み）   

G今伝のけ撞こついて言－ェ言一議  

弼3「rl平薩三Ofド11f」25日   

仁】花卜川石碑についてヒアリンノ   

1つ今後の紆掛こついて詫論（煎抑的吊領についてJ  

窮」一山 平正二0年1三月b「   

○重症心身隋宗児施設についてヒアリング   
0今f麦の対寄引こついて．：～、．論l中生娼l的対狛こついて）  

苓5回 汀二戒20車12JjlStヨ   

ウ鋸呈．悲u封 について  

輌6巨l－l乙正三l：l・2‖3F   

O都鳥・よ（昔日二ついて   

「J司屋期医療と救急医痙の荘保と達浣lこ関する誓言蓑会」指成員  

・二i、1   

阿1■享 5京子  り∩ろう 川、児降積 守ろう1十ヒノい芸いノ）会 代ゴ  

‡rてて  nlセ  ロ〃和大1「居辛荊；才女急仔：ノ声言l冊弓 手招認購  

国立循環器病センターー周岸律】H 部た   

北世大草恒・圭部琵婦人Hヰ 王女ほ  

大野レディスγリニ／′7 保具  

岬戸口大：こ・陸キ矯膵削．宕人禅宗教宗 主任よケほl◎）  

l川ー壬大′J一ほ学部長 月L㈹塙堺凧守悲怪1県拍膵  

育‰ホ〕一／二総合病院l致命扶ヱしtニノ＋気  

l軋更生大学怪・r一瓢J宗廿．1工人f一代晶腔巨 て‖里■く†壬  

旭日」研削   
而刑†「山   
人勤：1て正   

岡封＝  某   

霊山 キ正   
目上 正／＼   

ト下Jl号之  

杉本 ．．■： 大ず好夫一′ノノほ学部救ヱ・、Jン三‘1・・螢ほ†ロ）  

州1j仁徳 1肯封真一ーl大草に意匠樟センター読点国権糊付子医椋 ンシr長  

雌1・j 止三l普  天阪爪卜■仁け千附痩総〔㌻匡ん「センヤー 謹妓  

描州l宗一川  和い糾∩院 釧′右左  

＜歩三人ン  

壱l†う 止高  F射て林立刃1討；樟育センター 指圧  

岡本ご作手  りL）日本助産師主 副皇去  

一坦Jj 止i′．≒ J三島り．用拇指潮濁点  

ii■雌 l 芹藻県た中央掴宣言念こデJ占J荘期息子怪掠センユノ1E  

甲ル正一仁 」盲土「亘f一けH叛言沌㍑り／P一 扁イ巾l再＝一】言如′fjヒ  

†敬廿帖、け十計l自・を嘩寅、亡僅iをlい1【ミ   
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別添  

＜主な検討事項の一覧＞   

◎既に対応又は対応中の事項   
・J草生労附絹の救忠厄頼担当と圧」1正対1匡積」旦当の址携強化   

・厄師の手当や執務環境の已立澤等のための財政丈招   
・缶作用送コーディネーターの配軋＼の支援  

皿広行児一帖粂の引き上げ  

○平成20年度末までに検討すべき事項   

・増産期母子匡痛センター時の実一抜凋請   
・固花期隠墟職制」のり窪備指針（周在勤母子瞑療センタール指た英雄を含む）の見  

直し  
倒産糊軟忠相祁システ⊥の改良  
公務員である医師の雅量規程の運片＝こついて励加  

※ 国産朋母子医標センター等の見重しに際しては、厚生労働科学研究班こおいて、貝   

i本的な横言寸を行う．  

主な検喜す内容）周置観母子医環センターの性能の把温、再分短と指定翠準、初期・二  

次周産朋匡標穂関を含めた地域ネットワーク、同産期医茫と救急医環の連  

携、周産舶救急雷琶の肩掛こ応じた搬送・受入茎準．広域抜道、迎え歳還、  

≡角l羞送、戻り1羞送、医師■竜王望師の行う新生児緊急】筋道、コーディネー  
ター、擢送・受入の迅速化・円滑化の万薫、情報公開のあり方等  

◎平成21年度以降に検討すべき事項   

・隈疲計匝iの基本ノノ別の見直し   

・NICし†の鰹備〈の支1桑   

・GCUヤー出資小児楓末等の手厚い有言馴哉邑配i邑など斜に能力の慮化のノ∫姫   

・重症心身隋筈児施絵等の役ノブ楓圭及び短期入所並びに劇痛心身障害児が入院て  
きる小児病庫の一度備への美ほ   

・虫】．t心身障抑一炬汀在宅症藩の友接   

・闇夜州怪力譲対策♯菜の見直L  

L」増産州偵急患者の病態ににじた搬漣・受入諮進の作戒   

・ピ・要：＝応し」ん㌔境を越えた救急、相室芹ソトワークの†甘添   

・佗逐元信症校閲等に摘返する圧制 憤り抽送＝‥昆進  

新生児何の憧傍や峠門医のに㍑Ⅵ新I  

■ 倒産期仁1子lを般センターの評価の仕組二王   

・地域f一三艮のj二体的な月1り緋みに対する芝凄   

・牧恐柏送の失態把佗   
・町政文接や言今暁苛澗ILヒノ）措置等  

＿－こ  

（¢  

‡11・訴   
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入院基本料  

AlOO一般病棟入院基本料  
AlOl療養病棟入院基本料  
AlO2結核病棟入院基本料  
小AlO3精神病棟入院基本料  

AlO4特定機能病院入院基本料  
AlO5専門病院入院基本料  
AlO6障害者施設等入院基本料  
AlO8有床診療所入院基本料  
AlO9有床診療所療養病床入院基本料  

一般病棟入院基本料  

施設数  
入院期間に応じた評価（イメージ）  対象患者等  在院日数要件  

エ虚′｛一名・仕且   ・±・米  5437   

の治療を必要とする患者   7対119日以内  
1D対121日以内  
13対124日以内  
15対160日以内   

428  

主な人員基準等   主な施設基準等  

7対1 1．555点 点数看護師比； 709乙  
1，300点  隼7対11．495点 70％  

（10対1入院基本料の場合）  
1，105点   10対11，300点 70ワも  

13対11．092点 70％  

15対1954点 409も  

15対1未満575点  

‖＿ 
・7対1の医師要件：当該病棟の  

？  †  入院患者数の10％以上の常勤  

14日  30日  180日   
医師  
・準7対1は7対1の医師の要件を  

満たさない場合に算定する   

「   



療養病棟入院基本料  

対象患者等   
在院日数要件 碧雲慧  

問に応じた評価（イメージ）  

・主として長期にわたり療養の必   なし  3．G50  

要な患者   211．592  

主な人員基準等   主な施設基準等   

1198点  
看護職員  25対1  20％  等について継続的に測定し、  

入院基本料Cの場合）※  看護補助者 25対1   備え付けていること  
、投薬、注射、処置等を包括  

※ 医療区分、AD」区分により点数が異なる  

結核病棟入院基本料  
施設数  

完期間に応じた評価（イメージ）   対象患者等   在院日数要件   病床数   

結核の患者   （平均在院日数）  225  

7対125日以内  臥177  

10対125日以内  
13対1なし  

15対1なし  
18対1なし  
20対1なし  

主な人員配置等   主な施設基準等  

点数  看護師比率  ・7対1入院基本料：  
1元高1  7対11，447点  70うら  看き蔓必要度の基準を満たす畠■   

華7対11，387点  
10対11．192点  

709；  
70チも  

1，192点  13対1949点  70つ乙   あること   

10対1入院基本料の場合）   15対1886点 40％  

18対1757点 409ら  

20対1713点 409も  

・7対1の医師要件：当該病棟の  

了  
入院患者数の10％以上の常勤  

日  90日  
医師  
・準7対1は7対1の医師の要件  
を満たさない場合に算定する  



精神病棟入院基本料  
施設数  

入院期間に応じた評価（イメージ）   対象患者等   在院日数要件   

精神疾患を伺する者   在院日数）  1335   

10対125日以内  
その他の区分なし   

碩  

主な人員基準等   主な施設基準等  

1，240点  
点数 看護師比率  

10対11240占   70％  

（10対1入院基本料の場合）  15対1800点  40％  

18対1712点  40％  

20対1658点  40％  

25対1550点  40％   

＝L 
14日 30日   90日   180日  1年   

特定機能病院入院基本料  

対象患者等   
施設数  

入院期間に応じた加算・減算  在院日数要件   

（一般病棟）  ・±l崇  

高度な医療を必要とする患者等  82  

7対128日以内  64．523  

（結核病棟）  10対128日以内  

結核の患者  （結核病棟）  14  

7対128日以内  238  

（精神病棟）  10対128日以内  
精神疾患を有する患者   13対136日以内  73  

15対1なし  3．385  

（精神病棟）  

7対128日以内  
10対128日以内  
15対1なし   

主な人員基準等   主な施設基準等   

（一般病棟）点数看護師比率  

7対1 1．555点  70％  

10対1 1，300点  70ウも   

1300占   （結核病棟）   結果に基づき評価を行っている  

（一般病棟10対1入院基本料の場合）  7対1 1，447点 70ウる  

10対1 1，192点 70％  

13対1949点  709も  

15対1886点  70†も  

1，105点        （精神病棟）   
7対1   1．311点  709′   

10対1 1，240点  70  

15対1 839点   703b 

14日  30日  180日   

r  †・い1   



専門病院入院基本料  
施設数  

入院期間に応じた評価（イメージ）   対象患者等   在院日数要件  

一▲‾ニl土．ノ   ▼・－一－1二±1山・  20  

環器疾患患者を一般病棟の7  6，151   

割以上入院させていること   
13対136日以内  

207点  

之点   主な人員基準等   主な施設基準等  
点数 看護師比率  

フ対11，555点   フ0ワも   

準7対11495点  70ワも  者を1割以上入院させる病棟で   

10対11，300点 70うも  

1，300点  13対11．092点 7Dうら  

（10対1入院基本料の場合）  1，105点   

・7対1の医師要件二当該病棟  

の入院患者数の10％以上の   

【丁  子   

常勤医師  

・準7対1は7対1の医師の要件   

14日  30日  180日   を満たさない場合に算定9る   

障害者施設等入院基本料  

施設数  

入院期間に応じた評価（イメージ）  対象患者等   在院日数要件   病床数   

・重度の肢体不自由児  なし   816  

・重症心身障害児  62，116  

・脊髄損傷等の重度障害者  
・重度の意識障害者  
・筋ジストロフィー患者  
・難病患者  

主な人員基準等  主な施設基準等  

．12点  167点  」  こJt        点数看護師比率  
7対11．555点 フ0！も  

10対11．300点 70ウも  

13対11．092点 709も  

1，300点  15対1954点  40？も   

（10対  ▼【入院基本料の場合）   
・重度の肢体不自由児（者）、脊髄  
損傷等の重度障害者、重度の意  

1D対1   識障害者、筋ジストロフィー患者、 7上入院させて  

難病患者等を割以  
いる  

・7対1を算定する場合には超重症  

嗣   
児（者）t季夏症児（者）が合計3割  

以上  

14日   30日  



有床診療所入院基本料  

入院期間に応じた評価（イメージ）   対象患者等   在院日数要件  

なし   なし   8．022  
102，064  

主な人員基準等   主な施設基準等  

（有床診療所入院基本料1）  
看護職員5人以上※  

（有床診療所入院基本料2）  
看護職員1人以上5人未満※  

81哨660点；490点】 450点  
夜勤：看護重畳1以上  

（入院基本料1の場合）   ※診療所に勤務しその業務に従事  
する数  

†  †  †   

7日 14日  30日   

有床診療所療養病棟入院基本料  
施設数  

入院期間に応じた評価（イメージ）   対象患者等   在院日数要件   

・主として長期にわたり療養  た  247  

の必要な患者   10．443  

主な人員基準等   主な施設基準等  

・看護職員30対1※  ・栴瘡の発生割合等について  
・看護補助者30対1※  継続的に測定を行い、評価を  

行っていること   

764点  一夜勤：看護亘旦1以上  

（入院基本料Cの場合）※  
※有床診療所に雇用され、その  

検査、投薬、注射、処置等を包括  療養病床に勤務することとされ  
ている数  

※ 医療区分、ADL区分により点数が異なる   

10  

p 二㌻ダさ了ニ   



特定入院料   

A300  救命救急入院料  
A301 特定集中治療室管理料  
A301－2 ハイケアユニット入院医療管理料  
A301－3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料  

理料（母胎傭児集中治療室管理料）  
総合周産期特定集中治療室管理料（新生児集中治療室管理料）  

A304  広範囲熱傷特定集中治療室管理料  
A305   －一類感染症患者入院医療管理料  

A306  特殊疾患入院医療管理料  
A307  小児入院医療管理料  
A308  回復期リハビリテーション病棟入院料  
A308－2 亜急性期入院医療管理料  
A309  特殊疾患病棟入院料  
A310  緩和ケア病棟入院料  
A311 精神科救急入院料  
A31ト2 精神科急性期治療病棟入院料  
A311－3 精神科救急・合併症入院料  
A312  精神療養病棟入院料  
A314  認知症病棟入院料  
A316   診療所後期高齢者医療管理料  

11  

救命救急入院料  
施設数  

対象患者等   在院日数要件   病床数  

・意識障害又は昏睡   ，14日を限度とし   202  

・急性呼吸不全又は慢性呼吸不  6．453   

全の急性増悪  
・急性心不全（心筋梗塞を含む）  

一急性薬物中毒  
・ショック  

・重篤な代謝障害（肝不全、腎  

不全、重症糖尿病等）  

・広範囲熱傷  
・大手術を必要とする状態  
・救急蘇生後  
・その他外傷、破傷風等で重篤  
な状態   

トー   主な人員基準等   主な施設基準等  

・重篤な救急患者に対する医療  ・都道府県が定める救急医痩に  
を行うのに必要な専任の医師及  関する計画に基づいて運営され  
び看護師が常時配置されている  る救命救急センターを有している  

包  こと  病院であること  

・救急蘇生装置（気管内挿管セッ  

（入院料2）  ト、人工呼吸装置等）  

・看護師＝2対1※   ・除細勤器  
※常時配置   ・ペースメー刀－  

一心電計  

・呼吸循環監視装置  
を放命救急センター内に常時備  
え付けていること   

・ポータブルエックス線撮影装置     14  

入院期間に応じた加算q減算  

11，200点己  

10，■140点 ミ  
8，890  

（救命救急入院料2の場合）  

検査、注射、処置、病理診断の一部を  



特定集中治療室管理料  

対象患者等   
施設数  

入院期間に応じた加算一減算  在院日数要件   病床数   

・意識障害又は昏睡  ・14日を限度とし  592  

・急性呼吸不全又は慢性呼吸不  4．307  

全の急性増悪  
・急性心不全（心筋梗塞を含む。）  

・急性薬物中毒  
・ショック  

・重篤な代謝障害（肝不全、腎不  
全、重症糖尿病等）  

一広範囲熱傷  
・大手術後  
・救急蘇生後  
・その他外傷、破傷風等で重篤な  
状態  

8，760点  7，330点  主な人員基準等   主な施設基準等  

・専任の医師が常時、特定集中  
治療室内に勤務していること  
・看護師‥2対1※  セット、人工呼吸装置等）  

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括   ※常時配置   ・除細勤器  
・ペースメーカー  
・心電言十  

7   

・ポータブルエックス線撮影装置  
・呼吸循環監視装置  

7日  14日  を特定集中治療室内に常時備  
えていること   

13  

ハイケアユニット入院医療管理料  

施設数  
入院期間に応じた加算■減算   対象患者等   在院日数要件   病床数  

・意識障害又は昏睡  68  

・急性呼吸不全又は慢性呼吸不  776  

全の急性増悪  

・急性心不全（心筋梗塞を含む。）  
・急性薬物中毒  均在院日数：  

・ショック  17日以内  

・重篤な代謝障害（肝不全、腎不  
全、重症糖尿病等）  

・広範囲熱傷  
・大手術後  
・救急蘇生後  
・その他外傷、破傷風等で重篤な  
状態  

に準じる状熊   

主な人員基準等   主な施設基準等  
・専任の常勤医師が常時、保険  

3，700点  医療機関内に勤務していること  
・看護師＝4対1※  ・救急蘇生装置（気管内挿管  

※常時配置   セット、人工呼吸装置等）  
■除細動器  
・ペー スメーカー  

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括  
・心電計  

・呼吸循環監視装置  

了   

を治療室内に常時備えている  
こと  
・重症度の基準を満たす患者  

21日  を概ね8割以上入院させる   

14  

‾ rす「，   



脳卒中ケアユニット入院医療管理料  
施設数  

問に応じたカロ算一減算  対象患者等   在院日数要件  病床・数  

・脳梗塞   ・14日を限度とし   58  

・脳出血  て算定   355  

・くも膜下出血  

主な人員   也設基準等   

・神経内科又は脳神経外科の経  ・治療室の病床数は30床以下  

験を5年以上有する専任の常勤  であること  

医師が常時、保険医療機関内  ・救急蘇生装置（気管内挿管  

5，700点  こ勤務している   セット、人工呼吸装置等）  

・看護師二3対1※   ・除細勤器  
・常勤の理学療法士又は作業療  ・心電計  
法士：当該治療室に1名以上  ・呼吸循三芳監視装置  

、処置、病理診断の一部を包括  ※常時配置   を治療室内に常時備えている  
こと  

・脳梗塞、脳出血及びくも膜下  
出血の患者を概ね8割以上入  

了  

院させていること  
・瞳画像撮影及び診断が常時  
可能であること  

14日   ・脳血管疾患等リハビリテー  
ション料（Ⅰ）、（Ⅱ）、又は（Ⅲ）  
の届出を行っていること  

15  

新生児特定集中治療室管理料  

∃間に応じた加算【減算   対象患者等   在院日数要件  施設数 病床数   
・高度の先天奇形   ・出生時イ本夏   198  

・低体温  1．500g以上は21  1．329   

・重症黄痘  日を限度として算  
・未熟児  定  

；価重   出生体重   t出生時体重  
・急性呼吸不全又は慢性呼吸不   

出生体重            ・意識障害又は昏睡  全の急性増悪 ・急性心不全（心筋梗 

塞を含む。）  

■急性薬物中毒  
度として算定  

・ショック  
・出生時体重  

・重篤な代謝障害（肝不全、腎不 全 
、重症糖尿病等）  

・大手術後  
日を限度として算  

・救急蘇生後  
定   

・その他外傷、破傷風等で重篤な  
状態  

主な人員基準等   主な施設基準等  

・治療室面積＝1床あたリ7m2  

8，500点  
・専任の医師が常時、新生児特  
定集中治療室内に勤務している   ・致急蘇生装置（気管内挿管 セット）  

・助産師又は看護師＝3糾※  ・新生児用呼吸循環監視装置  

※常時配置   ・新生児用人工換気装置  
、．処置、病理診断の一部を包括  ・微量輸液装置  

・経皮的酸素分圧監視装置又  
は経皮的動脈血酸素飽和度測  
定装置  

了  了  

・酸素濃度測定装置  
・光線治療器  

日   60日  90日  
を新生児特定集中治療室内に  
常時備えていること  



総合周産期特定集中治療室管理料（1母掛胎児集中治療室管理料）  
施設数  

入院期間に応じた加算。減算  対象患者等   在院日数要件   病床数  

・合併症妊娠  ・14日を限度とし  75  

・妊娠高血圧症候群  て算定  600  

・多胎妊娠  
・胎盤位置異常  
・切迫流早産  
一胎児発達遅延や胎児奇形など  
の胎児異常を伴うもの  

主な人員基準等   主な施設基準等  

ー治療室面積：1床あたリ15m2  

・専任の医師が常時、母胎・胎児  
集中治療室内に勤務している  

体制があること  

7，000点  
・助産師又は看護師＝3対1※  ・都道府県知事が、総合周産  
※常時配置  期母子医療センターとして適当  

であると認めた病院であること  

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括  ・救急蘇生装置（気管内挿管  
セット、人工呼吸装置等）  
・心電計  

・呼吸循環監視装置  

t分娩監視装置  
・超音波診断装置（カラードップ  

†  

ラー法による血流測定が可能  
なものに限る。）  

21日   

を母胎・胎児集中治療室内に  
常時備え付けていること  
・3床以上であること  

17  

総合周産期特定集中治療室管理料（2新生児集中治療室管理料）  
施設数  

入院期間に応じた加算・減算  対象患者等   荏院日数要件   病床数   

・高度の先天奇形  ・出生時体重  75  

・低体温  1，500g以上は21  781   

一重症黄痘  日を限度として算  

・未熟児  ｛ 田  

・意識障害又は昏睡  ■出生時イ本曇  

1500g以上  1．000g以上  1，000g未満     全の急性増悪   未満は60日を限   

1．500g未満  出生体重   出生体重   出生体重          ・急性呼吸不全又は慢性呼吸不        1．000g以上1，500g                     ・急性心不全（心筋梗塞を含む。 ・急性薬物中毒 ・ショッウ ・重篤な代謝障害（肝不全、腎 不全、重症糖尿病等） 七亡  度として算定  

・出生時体重  

1，000g未満は90 日を限度として算  

定  
一宇F  

主な人員基準等   主な施設基準等  

・専任の医師が常時、新生児集  

8，500点   中治療室内に勤務している  
・助産師又は看護師ニ3対1※   

※常時配置   であると認めた病院であること  

βを包括  ・救急蘇生装置（気管内挿管  
セット）  

・新生児用呼吸循環監視装置  
・新生児用人工換気装置  
・微量輸液装置  
・経皮的酸素分圧監視装置又  
は経皮的動脈血酸素飽和度測  
定装置  

†  †  

・酸素濃度測定装置  
・光線治療器  
を新生児特定集中治療室内に  

21日  60日  98日  常時備えていること  
・6床以上であること  

18   
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広範囲熱傷特定集中治療室管理料  
施設数  

岩期間に応じた加算上減算  対象患者等   在院日数要件   病床数  

・第2度熱傷30％程度以上の重症  ・60日を限度とし   25  

広範囲熱傷患者で医師が広範囲  52   

熱傷特定集中治療室管理が必要  
であると認めた者  

一熱傷には電撃傷、英傷及び凍  

傷が含まれる   

主な人員基準等   主な施設基準等  

・専任の医師が常時、広範囲熱  ・治療室面積‥1床あたリ15m2   
傷特定集中治療室内に勤務して  ・熱傷用空気流動ベッド  

す、処置、病理診断の一部を包括  いる   ・救急蘇生装置（気管内挿管  
・看護師：2対1※   セット、人工呼吸装置等）  

※常時配置   ・除細動器  
・ペースメーカー  
・心電計  7，890点  

了  

・心電図モニタ“装置  
を特定集中治療室内に常時億  
えていること  

60日   

19  

一類感染症患者入院医療管理料  
施設数  

間に応じた加算口減算   対象患者等   在院日数要件   病床数   

・新感染症又は一類感染症に羅  ・14日を限度とし   
患している患者  て算定   79  

・新感染症又は一類感染症の疑  

似症患者又は無症状病原体保有  
者  

主な人員基準等   主な施設基準等  

■看護師＝2対1※   一感染症法第6条第12頓に規定  

※常時配置   する特定感染症指定医療擾関  

7，690点  
又は同法第6条第13項に規定  
する第一程感染症指定医療桜   

問であること   
射  

†   

7日   

了  

14日   

8，890点   

検査、注  

20   



特殊疾患入院医療管理料  

対象患者等  
施設数  

入院期間に応じた評価（イメージ）  在院日数要イ   

よこ仁ヒ  な  39   

・重度の意識障害者  606  

・筋ジストロフィー患者  
・神経難病患者   

1943占   

診療に係る費用は包括※   主な人員基準等   主な施設基準等  
看言隻職員＋看護補助者：10対1  

看護職員比率：50％  患者1人あたリ6．4m2以上   
看護師比率：20％   

※一部加算とインターフェロン製剤、抗ウイルス製剤、血友病治療に係る血液凝固区子寺は除く   

21  

小児入院医療管理料  

施設数  

入院期間に応じた加算・減算   対象患者等   在院日数要件  

－15歳未満の入院患者   ・さ⊂コ粟  
・管理料1：  35  

21日以内  2．704  
・管現斜2二  ，管理料2：  

21日以内  187  

・管理料3：  7．9B6  

28日以内※2  

・管理料4：  329  

なし  8，868  
（※2当該病棟を  

含めた一般病棟  105   

の入院患者の平  
均在院日数）   

主な人員基準等   主な施設基準等  

4500点  ・病院内の小児科常勤医師   り卜児医療を行うにつき十分な   

（小児入院管理料1の場合）  管理料120名  体制が整備されていること  

管理料25名  
管理料33名  
管理料41名  

診療に係る費用は包括※1  
・看護配置 看護師比率  

管理料17対1※3 100％  

管理料27対1 100ワも  

管理料310対1 70ウ乙  

管理料415対1 409a  

（※3夜間も含め、常時9対1の看護  
師の配置）  

※1投薬・注射・麻酔等の費用を除く  

22   



回復期リハビt」テーション病棟入院基本料  

対象患者等   在院日数要件   
施設数  
病床数  

・脳血管疾患又は大腿   なし   ・入院料1  

骨頸吾β骨折等の回復期  195  

リハビリテーションの必  5，047（一般）  

蔓性が高い患者を8割以  6，555（療養）  

上入院させている  ・入院料2   

7て6  

13．770（一般）  

25．296（標養）  

主な人員基準等   主な施設基準等  

・専任の医師：1名   ・病室面積：患者1人あたリ6．4mご  
・専従の理学療法士：2名  ・患者の利用に適した浴室及び便所  
・専従の作業療法士ニ1名  ・廊下の幅1．8mが望ましい  
・看護楊員：15対1  （ただし両側に居室がある場合2．7m）  
・看護師比率40ワも  

（入院料1）  

・新規入院患者のうち1割5分以上が喜   
症 の患者であること  
・在宅復帰辛が6割以上であること   

180日  
フ  

入院期間に応じた評価（イメージ）  

1，690点   
（入院料1の場合）  

診療に係る費用は包括※1  

※リハビリテーションにかかる費用等を除く  
※ 高次脳接能障害を伴う重症脳血管障害等の場合  

23  

亜急性期病棟入院医療管理料  

問に応じた評価（イメージ）  対象患者等   在院日数要件   
施設数  
病床数  

（入院料り  なし   ・入院料1  

・急性期治療を経過した患  1．017  

者又は在宅・介護施設等か  11，951  

らの患者であって症状の急  ・入院料2   

性増悪した患者等  45   

（入院料2）  900   

・急性期治療を経過した患  
ニヒニ． ′∈】  

主な人員基準等   主な施設基準等  

2，050点  ・看護職員 13対1   ・病室面積：患者1人あたリ6．4。1Z以上   

（入院料1の場合）  
・看護師比率709ら   ・診療録管理体制加算を算定していること  
・在宅復帰支援担当者1名  ・在宅等復帰辛が6割以上であること   

療に係る費用は包括※1  

90日※2   

※1リハビリテーション、1000点を超える処置、手術等を除く  
※2 亜急性期入院医療管理料2の場合は60日   
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特殊疾患病棟入院料  
施設数  

入院期間に応じた評価（イメージ）   対象患者等   在院日数要件   病床数   

・脊髄損傷等の重度障害者  なし   ・入院料1   

・重度の意識障害者  84  

・筋ジストロフィー患者  4．251  

■神経難病患者  ・入院料2  

109  

7．739  

主な人員基準等   主な施設基革等  

・病棟に専任の常勤医師の  
配置  （入院料1）  

・看護職員＋看護補助者：  

10対1  

・看護職員比率：5D％  以上が、脊髄損傷等の重度障害  
・看護師比率：20％  者、重度の意識障害者、筋ジスト  

1943点  ※2   ロブイ一恵者又は神経難病患者   

（入院料1の場合）  （入院料2）  

診療にかかる費用は包括※1   
・・・－－・般病棟又は精神病枝  

・肢体不自由児施設、重症心身障  
害児施設、国立高度専門医療セ  
ンクー等  
・当該病棟の入院患者の概ね8割  
以上が、重度の肢体不自由児  
（者）等の重度の障害者（入院料1  
の対象者を除く）  

※1一部加算とインターフェロン製剤、抗ウイルス製剤、血友病治療に係る血液凝固因子等は除く   
※2 入院料2の肢体不自由児施設等については看護配置の基準なし  
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緩和ケア病棟入院料  
施設数  

入院期間に応じた評価（イメージ）   対象患者等  在院日数要件  病床数   
・苦痛の緩和を必要と  なし   193  

する悪性腫癌及び後  3，780  

天性免疫不全症候群  
の患者  

主な人員基準等   主な施設基準等  
3，780点  

診療に係る費用は包括※   
・常勤の医師：1名  

・看護師：7対1   ・病室の床面：患者1人あたリ8m2以上  
・患者家族の控え室、患者専用の台  
所、面言炎室、一定の広さを有する談話  

室  

※ 除外薬剤・注射薬の費用等を除く  

26   
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精神科救急入院料  

対象患者等   

新規患者※2のうち、  
・器質性精神障害  
・精神作用物質使用による精神及  
び行動の障害  

・統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害  
・気分障害   

及び身体表現性障害※コ  
在院日数諒T「票          ・3月を限度として算定    2．6竿…   【 H H  ・神経症性障害、ストレス関連障害   
・成人の人格及び行動の障害※4   

・知的障害※3   ・当該病棟の病床のうち個室が半数以上  

・検査及びCT撮影の速やかな実施体制  

・4割以上が新規患者  
・精神科救急外来診療が常時可能   

主な人員基準等   t時間外・休日・深夜における診療件数が年間   

・常勤医師：16対1   2DO件以上か地域人口※5対2，5件以上   
・常勤精神保促指定医：病棟に1名．  
病院に5名以上   ・当該病棟の年間新規患者のうち6割以上が措   

置入院等封   
・看護師：10対1  

・常勤精神保健福祉士二病棟に2名 以上  ・年間30件以上あるいは地域の1／4以上の措  

置入院、緊急措置入院、応急入院の受け入れ  

（入院料り  

・新規患者のうち6割以上が3ケ月以内に在宅  
へ移行  

（入院料2）  

・新規患者のうち4割以上が3ケ月以内に在宅  
へ移行   

※1一部加算、精神科専門療法、手術、麻酔、放射線治療は除く  
※2 措置入院患者、緊急措置入院患者又は応急入院患者又は入院当初から当該病棟に入院している患者  
※3 自殺・自傷行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る   ※4 精神疾患を有する状態に限る  
※5 都道府県又は1精神科救急医療圏と1機関病院が対となって明確に区分された圏域がある場合は当該圏域  
※6 措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、鑑定入院又は医療観察法入院  
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精神科急性期治療病棟入院料  

問に応じた評価（イメージ）   対象患者等   

・入院前3ケ月に精神科病棟に  
入院したことがない患者  219  

・急性増悪のため当該病椋で  10．967  

治療が必要な患者  ・入院料2   

・入院当初から当該病棟に入  20  

院している患者   1，016  

主な人員基準等 ■   主な施設基準等  

・常勤精神保健指定医：病棟  ・精神科救急医療システムに参加   
こ1名、病院に2名以上   ・特定機能病院であるか当該病院  

1，600点  
・常勤精神保健福祉士又は常  の病床数の7割以上又は200床以  
勤臨床心理技術者：病棟に1  上が精神病床   

（入院料1の場合）  
（入院料1）   ・病棟に隔離室  
・看護職員：13対1   ・4割以上が新規患者  

診療に係る費用は包括※－  ・看護師比率409も   ■新規患者のうち4割以上が3ケ月  
ー看護補助者：30対1  以内に在宅へ移行   
（入院料2）  

・看護職員：15対1  
・看護師比率40？も  

■看護補助者：30対1  

3月   

※1一部加算、精神科専門療法、手術、麻酔、放射線治療は除く  
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精神科救急・合併症入院料  

施設数  
入院期間に応じた評価（イメージ）   対象患者等   在院日数要件   病床数   

・措置入院患者、緊急措置  なし   0  

入院患者、応急入院患者  0  

一入院当初から当該病枝に  

入院している患者  

・身体疾患の治療のため－  主な施設基準等  

般病棟に入院した後に当該  

病棟に入院した患者  ・精神科救急医療施設  
・入院前3ケ月に精神科病棟  
に入院したことがない患者  

かに実施できる体制を確保  

・常勤医師：16対1  ■1ケ月の延べ入院日数のうち4割  

3，431点；  以上が新規患者の延べ入院日数  
・新規患者のうち4割以上が3ケ月  

3，031点   ・看護師二1D対1  以内に在宅へ移行  
・精神科救急外来診療が常時可能  

（入院料1の場合）   1時間外・休日・深夜における診療  

診療に係る費用は包括※1   件数が年間200件以上か地域人ロ  

※2対2．5件以上  
・当該病棟の年間新規患者のうち6  
割以上が措置入院、緊急措置入  
院、医療保護入院、応急入院、鑑  
定入院、医療観察法入院または合  

†  

併症ユニットへ入院する患者  

・年間30件以上あるいは地域の   
30日  

3月  1／4以上の措 

院、応急入院の受け入れ   

※1一部加算、精神科専門療法、手術、麻酔、放射線治療は除く  

※2 都道府県又は1精神科救急医療圏と1機関病院が対となって明確に区分された圏域が有る場合は当該圏域  
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精神療養病棟入院料  

施設数  
入院期間に応じた評価（イメージ）  対象患者等   在院日数要件   病床数  

主として長期にわたり療養  
なし   819  

90，382  
の必要な精神障害患者  

1，090点  
主な人員基準等   主な施設基準等  

診療に係る費用は包括※1   ，常勤精神保健指定医：病  
棟に1名、病院に2名以上  
・看護職員＋看護補助者：  

15対1  室及び公衆電話  
■看護職員比率50％  ・病院に作業療法室又は生活桜能  
・看護師比率20ワも  回復訓練室  

・病院に精神保健福祉士又  
は臨床心理技術者  
・病棟に常勤の作業療法士  
又は作業療法の経験を有  
する常勤看護職員   

※1一部加算と精神科専門療法、インターフェロン製斉軋抗ウィルス製剤、血友病治療に係る血液凝固因子等は除く   
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認知症病棟入院料  

施設数  
巨（イメージ）   対象患者等   在院日数要件   病床数   

なし  ・入院料1  
・精神症状・行動異常が特に著しい  
重度の認知症患者  

373  

・入院料2  

62  

主な人員基準等   主な施設基準等  
1，180点  ・精神保健福祉士又は臨床心理技  ・病棟床面領：患者1人につ   

和音：病院に専従1名   き18mZ  
≒合）  ・精神科医師：病院に1名   ，60m2以上の専用生活機能   
は包括※1   （入院料1）   訓績室  

・看護晦員：20対1   ・生活機能訓練を患者1人  
・看護師比率20％  あたり1日4時間週5回行う   
・看護補助者：25対1  

】‖＿‖ ・作業療法士：認知症病棟専従1名  
（入院料2）  

・看護職員：30対1  
・看護師比率209も  

・看護補助者ニ25対1  

・認知症患者の作業療法の結尾実を  
有する看護師（作業療法士が週1回  
以上評価）  

※1一部加算と精神科専門療法、インターフェロン製剤、抗ウィルス製剤、血友病治療に係る血液凝固国子等は除〈  
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診療所後期高齢者入院医療管理料  
施設数  

間に応じた評価（イメージ）   対象患者等   在院日数要件   病床数   

在宅療養計画を策定し、その計  なし   335  

画に基づき、在宅での療養を  1，454  

行っている患者  

主な人員基準等   主な施設基準等  

・看護職員＋看護補助者：15対1  ・患者1人あたり病室面積 6．4ポ  
・夜間看護職員又は補助者1名  ・食堂及び浴室を有する  

・機能訓練ができる   忘包括※き  
645点  

14日   

※ 除外薬剤・注射薬の費用等を除く   

（ 




